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はじめに 

【新生児聴覚検査の意義】 

先天的に難聴のあるこどもは、毎年 1,000 人に 1〜2 人の割合で生まれてきており、これは他

の先天性疾患と比べると高い発生頻度といえます。先天性難聴に気づかないままでいると、言語

発達やコミュニケーションの形成、情緒、社会性の発達にも影響を与えるため、難聴の早期発

見・介入が望まれます。 

こうした背景から 1990 年代より欧米諸国を中心に新生児聴覚検査が導入され、生後１か月ま

でに新生児聴覚検査、３か月までに精密検査を実施し、６か月までに療育・支援開始という 1-3-

6 ルールが提唱されるようになりました。我が国においても、新生児聴覚検査を行うことで難聴

児が早期の療育・支援に至る確率は 20 倍以上上昇し、早期療育・支援開始を行った場合、聴覚

を活用してのコミュニケーションが可能となる確率は 3 倍以上上昇することが報告されています

（Kasai, 2012）。 

また、近年は先天性サイトメガロウイルス感染症が乳幼児の難聴の原因の一つであるとされ、

治療薬の保険適用や、生後３週間以内の同感染症検査の受検推奨（新生児聴覚検査の確認検査で

リファー（要再検）になった場合）、生後 2 か月以内の新生児聴覚検査の精密検査実施（同感染

症検査にて陽性判定が出た場合）などの新たな動きもあり、より早期に、漏れなく新生児聴覚検

査を実施する必要があります。 

 

先天性難聴の診断、療育・支援は可及的早期に行われることが望ましく、先天性難聴がある場

合には生後６か月までに補聴器装用や手話等の視覚による情報保障について広く提示し、児の言

語発達を支援するなど、難聴児の状況に応じた適切な対処が必要となります。 

難聴のあるこどもを早期に発見する新生児聴覚検査は、難聴児の育成にとって極めて重要なも

のです。全ての新生児が新生児聴覚検査を受検できる体制を整備して先天性難聴児の早期発見に

努めるとともに、その後の療育・支援に適切につなげる仕組み作りが求められています。 
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【本手引書の位置付け】 

この手引書の主な読み手は、都道府県および市町村における新生児聴覚検査の体制整備を所管

する部署の担当者や保健師の皆様を想定しています。 

 

先天性難聴児を漏れなく発見し、早期療育・支援を実現するためには、全ての新生児に対して

新生児聴覚検査を実施するとともに、そこから見つかった“難聴疑いのこども”を、確実にその

後のプロセス（精密検査や療育・支援）に繋げるための支援体制の整備が不可欠です。既に多く

の地域で、新生児聴覚検査に関する情報収集やそれらの情報を基にした様々な支援が行われてい

ますが、一方で、現状では、必ずしも前述の期間内における検査の実施や療育・支援等へのつな

ぎが徹底されているとはいえない状況です。 

 

そうした中、より効果的な支援を実現するにあたっての、情報集約の仕組み作りやそのための

関係機関との連携の強化など、新生児聴覚検査を推進する上での体制整備の重要性が認識されて

います。 

新生児聴覚検査体制整備事業（平成 29 年度開始）のもと、全国の自治体において協議会1の設

置や普及啓発等が進められています。また、令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業に

て「新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するための手引き書」が作成され、新生

児聴覚検査にてリファー（要再検）となった場合に遅滞なく精密検査の受検に繋げるためのロー

ドマップが示されており、多くの地域・自治体では、その実現を図るための検討や取組が進めら

れていることかと思います。 

 

また、近年は乳幼児の難聴の主要な原因の一つである先天性サイトメガロウイルス感染症の治

療薬の保険適用や、生後３週間以内の同感染症検査の受検推奨（新生児聴覚検査の確認検査でリ

ファー（要再検）になった場合）により、母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令とし

て、母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省 令第五十五号）の一部を改正したことを踏まえ、

「新生児聴覚検査の実施について」（平成 19 年１月 29 日雇児母発第 0129002 号厚生労働省

雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知）が改正されるという新たな動きもありました。 

 

この手引書は、先天性サイトメガロウイルス感染症に関する新しい知見を踏まえ、全国的な新

生児期及び乳幼児期の聴覚検査の実施体制の向上を目指し、新生児聴覚検査を推進するための体

制整備に取り組んでおられる都道府県および市町村の担当者の方々に日々の業務の参考にして頂

くため、こども家庭庁事業や、先進的な取り組みを行っている地域の事例を基に、主に新生児聴

覚検査の体制整備事業に関する、都道府県および市町村のそれぞれの役割と、その役割を達成す

るための手法を再整理したものです。それに加えて、新生児における難聴を早期に発見し、必要

な療育・支援等に繋げられるよう、「新生児聴覚検査から療育・支援に至るまでのロードマップ」

 
1 新生児聴覚検査推進協議会などの新生児聴覚検査事業の円滑な推進を図るために関係機関より構成され

る協議会を指します（詳しくは本手引き書 33 ページ以降参照）。 
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（以下「ロードマップ」とする。）として、新生児聴覚検査からその後のフォローアップ、療育・

支援等へ至るまでの大まかな流れをまとめています（詳しくは本手引き書 11 ページ以降参照）。 

このロードマップに沿った新生児聴覚検査等を実施するために、都道府県や市町村においてど

のような体制整備が必要か（具体的には、関係機関とどのように連携していくか、また、そのた

めに有効な取り組みなど）について紹介することを主な目的としています。 

また、体制整備にあたって参考となる先進自治体の好事例を紹介しています。 

 

必ずしも、この手引書で紹介する手法だけが、ロードマップに則った新生児聴覚検査等の実施

につながるわけではありませんが、ご紹介する内容を参考とし、地域の実情に合わせた体制整備

の検討に繋げて頂ければ幸いです。 

 

【本手引書で扱う基本的用語の解説】 

 初回検査： 

新生児聴覚検査において一回目に実施する検査のこと。 

 確認検査： 

初回検査にて要再検査（リファー）となった場合に再度実施する検査のこと。 

 自動 ABR/ OAE： 

いずれも新生児聴覚検査で使用される検査機器。感度（見逃しの多少）や特異度（偽陽性の

多少）に違いがあり、新生児聴覚検査においてはより精度の高い自動 ABR を使用すること

が望ましいとされる。 

 パス（pass）： 

検査時点では聴覚に異常が認められなかったこと。 

 要再検査（リファー）： 

新生児聴覚検査で正常なデータが取れなかったため、再検査が必要なこと。産科医療機関に

おける再検査（確認検査）を実施してもなお要再検査となった場合、精密検査機関での再検

査が必要となる。 

 要精密検査： 

産科医療機関における再検査（確認検査）でも要再検査（リファー）となり、精密検査機関

での再検査が必要となること。 

 精密検査機関： 

十分な設備と人員を備え、乳幼児の難聴を的確に判定できる施設。一般社団法人 日本耳鼻

咽喉科頭頚部外科学会が「新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関リスト」を公表

している。 

（https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6） 

 確定診断： 

精密検査の結果、難聴の有無や程度などの診断がつくこと。 

 CMV： 

サイトメガロウイルスの略称。 

https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6
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 先天性サイトメガロウイルス感染症検査： 

先天性サイトメガロウイルス感染症の尿核酸検査のこと。 

 1-3-6 ルール： 

生後１か月までに新生児聴覚検査、３か月までに精密検査を実施し、６か月までに療育・支

援開始という聴覚障害の早期発見・早期支援（Early Hearing Detection and 

Intervention ： EHDI）のガイドラインで提唱されている時間軸。 

 療育・支援： 

療育・支援とは障害のあるこどもの発達を促し、自立して生活できるように援助すること。 

「療育・支援」の概念は、発展して「発達支援」とも呼ばれるが、厚生労働省は「児童発達

支援」として、次のように定義している。「児童発達支援は、障害のあるこどもに対し、身体

的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするため

に行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的お及び医療的な援助であ

る。」（児童発達支援ガイドライン｜厚生労働省より引用） 

 療育・支援機関： 

難聴であるこども（就学前）の療育・支援ないし教育は、公的機関のほかに、 病院やクリニ

ックも含め様々な機関で行われているが、本手引きでは主に、公的機関（厚生労働省所管の

児童発達支援センター（難聴を主とする）と文部科学省所管の聾学校幼稚部）を指す。制度

的には前者は乳児から就学までの難聴児を受け入れることができるのに対し、聾学校におけ

る学校教育は、３歳（幼稚部）以上が対象であるが、３歳以下の難聴であるこどもや保護者

等に対する教育相談を行っている聾学校も多い。 

 （リ）ハビリテーション： 

病気やけが、または障害などによって、からだやこころ、生活のしづらさが生じた人が、そ

の人らしく生活できるように、さまざまな専門職が協力して行う援助のこと。 

もともと「リハビリテーション」は、失われた機能を「元に戻す」という意味だけでなく、

一人ひとりの暮らし・役割・社会参加をとり戻し、その人の尊厳（人としての大切さ）を回

復するという広い考え方を含む。 

福祉や教育の分野では、「（リ）ハビリテーション」と表記することで、病気やけがの「治療

のあと」の支援に限らず、こどもや大人の発達や生活を支える、より包括的な援助や環境づ

くりまでを含めた広い意味で用いられることがある。 
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【乳幼児の難聴について】 

1.1.きこえの仕組みと難聴 

音は空気の振動（音響）です。空気の振動はまず内耳まで伝えられ、内耳で電気信号に変換さ

れ、その後音の複雑な分析処理が行われつつ聴神経〜脳幹を経て大脳で知覚されます。この大脳

での知覚が「音を感じる」ということです。 

この一連の「音響の受容から認知までの機構と機能およびそれを通じて生じる感覚（日本聴覚

医学会）」が聴覚です。 

音響の受容から認知までの機構と機能のいずれかに支障がある場合が難聴ですが、外耳道から

鼓膜、耳小骨を通して内耳まで振動を伝える経路に異常がある場合を伝音難聴といい、内耳に伝

わった振動を電気信号に変える、脳の聴覚野に伝える過程に異常がある場合を感音難聴といいま

す（図表 1）。 

 

図表 1：伝音難聴と感音難聴 

 伝音難聴 感音難聴 

異常部位 
外耳から中耳（内耳まで振動を伝

える経路）の異常 

内耳、蝸牛神経、脳（振動を電気信

号に変えるか、あるいは電気信号を

脳に伝える過程）の異常 

支障 音が小さくきこえる 

音がきこえない・音がひずむ、音が

きこえるけれども言葉が聞き取れな

い、など 

出典：一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会 HP より 

 

日本聴覚医学会の「難聴対策委員会報告」によると、難聴の程度は以下のように説明されます

（図表 2）。 

 

図表 2：難聴の程度 

重度 補聴器でも、聞き取れないことが多い。人工内耳の装用が考慮される。 

高度 
非常に大きい声か補聴器を用いないと会話がきこえない。しかし、きこえても

聞き取りには限界がある。 

中等度 普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。 

軽度 小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。 

出典：日本聴覚医学会「難聴対策委員会報告‐難聴（聴覚障害）の程度分類について‐」 
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1.2.難聴児に対する療育・支援 

難聴の有無に関わらず、健やかな母子・親子関係の形成を促し、コミュニケーションの基盤を

つくっていくことが大切です。難聴児への支援は“言葉”の訓練にとどまらず、難聴がありなが

らも個々のこどもの諸能力が最大限に伸張するのを支援することです。 

脳が発達しやすい時期の学習が有効であることは広く認められていますが、難聴においても、

早期支援が言語力、言語性認知能力を高めることが実証されています。 

言葉の発達に影響を与える程度の難聴がある場合、早期（生後６か月以内が一つの目安）に療

育・支援を始める必要があります。 

療育・支援等の支援の要否や適切な開始時期については、精密検査等を通して専門家によって

判断されますが、早期療育・支援の機会およびそこにつながる専門家の判断の時期を逸しないよ

うな意識を持つことが大切です。 

 

療育・支援に関連する用語 

⚫ 補聴器：  

➢ 補聴器は普通の大きさの声で話される会話が聞き取り難いときに、はっきりと聞くた

めの管理医療機器です。 

➢ 補聴器が必要か、効果があるかの判断は専門医の診断が必要です。 

➢ 補聴器には、その形状と機能上でいろいろな種類があります。難聴の程度に応じて、

少し聞き取りにくい軽い難聴用からほとんど声が聞き取れない高度の難聴用まであり

ます。 

➢ 補聴器は個人ごとに細かい調整が必要です。障害を受けた耳の残された聴覚を使っ

て、ことばを聞き分ける能力を最大限に発揮させることが、補聴器を最も効果的に使

用できる重要な要素ですから、補聴器相談医の診断に基づいて調整をしてもらいま

す。医師の正しい方針と熟練した言語聴覚士、補聴器技能者などの技術が必要となり

ます。 

➢ 障害の程度が重く身体障害者に認定されれば、聴力に見合う補聴器を購入する際に、

一定額の費用が支給されます。また、小児（18 歳未満）の難聴に対しては、身体障害

者手帳が交付されない「中等度・軽度難聴」の場合でも、自治体の助成事業により購

入費が補助される場合があります。 

⚫ 人工内耳：  

➢ 人工内耳は、現在世界で最も普及している人工臓器の 1 つで、聴覚障害があり補聴器

での装用効果が不十分である人に対する唯一の聴覚獲得法です。人工内耳は、その有

効性に個人差があり、また手術直後から完全にきこえるわけではありません。人工内

耳を通して初めて聞く音は、個人により様々な表現がなされていますが、本来は機械

的に合成された音です。しっかり（リ）ハビリテーションを行うことで、多くの場合

徐々に言葉が聞き取れるようになってきます。このため、術後の（リ）ハビリテーシ

ョンが大切です。また、（リ）ハビリテーションには、本人の継続的な積極性と、家族

の支援が必要です。 

http://www.jibika.or.jp/citizens/daihyouteki2/mimi_disease.html#nancho
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➢ 小児の難聴においては、最適な補聴器装用を少なくとも 6 か月以上継続しても、効果

が不十分で平均補聴レベルが話し声レベルを超えない場合（小児の場合、補聴レベル

で 45dB 程度以上が目安）は人工内耳の適応を検討する必要があると考えられます。 

⚫ 手話：  

➢ 視覚を通じて情報を伝える、聴覚障害者にとって重要なコミュニケーション手段の一

つである言語です。手話により、集団での場面も含め、ほとんど不自由を感じること

なくコミュニケーションを取ることができ、筆談など他の方法に比べても、より円滑

で自然な意思疎通が可能です。しかし、養育者などの成人が新しく手話を覚える場合

は、マスターするのに時間がかかります。 

➢ 手話は、音声言語に手話をあてて表現する「音声言語対応手話（日本語対応手話）」

と、手話を母語として独自の文法により表現する「日本手話」に大別されますが、コ

ミュニケーションの場面では厳密に区別されておらず（言語としては区別されます）、

対象に応じて使い分ける人や混ぜて使う人も多いです。 

 

片耳難聴について 

片耳難聴は、健側の聴力は正常ですので、ことばの発達に大きな問題はきたさ

ないことがほとんどですが、言葉が出てくるのが少し遅れてくることがあります。

構音が不明瞭であるとか、言葉の発達が遅いようであれば療育・支援などが必要と

なることもあります。 

また、音の方向がわからない（結果、交通事故に遭いやすいなどの不都合を生

じます）、3 人以上で話す時に話についていけない、席によっては先生の声がよく

聞き取れないなどの問題が現れるため、複数人数でのコミュニケーションが増えて

くる幼児期後期から学童期にかけては、そうした問題が生じていないか気をくばる

必要があります。 

保護者にも留意を促すと共に、市町村内においても関連部署と情報を共有し、

連携を取りつつこどもを支援することが求められます。 
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1.3.新生児期に見つけるべき難聴 

乳幼児の難聴には、先天性のものと乳児期以降に難聴が現れるものがあります。新生児聴覚検

査で見つけられる難聴（中等度以上で、両側性で、不可逆なもの）は、学童期までに発見可能な

難聴のうちの約 60％*とされています。 

*出典：Watkin PM, Baldwin M. Identifying deafness in early childhood: requirements after the newborn 

hearing screen. Arch Dis Child. 2011 Jan;96(1):62-6. 

 

新生児聴覚検査で見つけられる難聴のうち半数は、ハイリスク因子（図表 3）がありますが、

残りの半数は特別なリスク因子がなく、検査をして初めて発見されます。 

 

図表 3：先天性聴覚障害のハイリスク因子 (Joint Committee on Infant Hearing 1994) 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
極低出生体重児 
重症仮死 
高ビリルビン血症（交換輸血施行例） 
子宮内感染（風疹、トキソプラズマ、梅毒、サイトメガロウイルス等） 
頭頸部の奇形 
聴覚障害合併が知られている先天性異常症候群 
細菌性髄膜炎 
先天聴覚障害の家族歴 
聴神経毒性薬剤使用 
人工換気療法（５日以上） 

 

1.4.新生児期には発見できない難聴 

新生児期以降において徐々に発現する進行性難聴や遅発性難聴、中耳炎等に伴う難聴は、新生

児聴覚検査では発見できません。乳幼児健康診査などの場や、家族や保育所、幼稚園での観察で

発見する必要があります。 

「新生児聴覚検査で異常がなかったから、難聴はもう大丈夫。」と思わず、乳児健康診査や 1

歳６か月健康診査、３歳児健康診査でも聴覚の評価を十分に行うことが大切です。 

 

【保護者への支援において特に配慮すべき事がら】 

こどもが「難聴（もしくはその疑い）がある」とされた保護者が抱える不安は計り知れないも

のがあります。支援すべき対象は難聴児本人だけでなく、そのこどもを育てていく親・家族を含

みます。 

保護者の心情はその時々でも変わりうる複雑なものであり、一つの型にはめることはできませ

んが、様々な事がらが絡みうるということを踏まえ、個々人の状況や気持ちを十分にくみ取りつ

つ、対応することが重要です。以下、保護者が抱えうる心理的社会的な事柄の例をあげますの

で、これらをご参考にしてください。 
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「難聴（もしくはその疑い）がある」児を持つ保護者が感じる可能性のある事がらの例： 

⚫ 自分を責めてしまう気持ち 

難聴の疑いがあるとされた場合、「なぜうちの子が」という当惑の後、「なんでちゃん

と産んであげられなかったのか」などと自責感を抱く母親もいます。周囲、特に家族（パ

ートナーや実父母、義父母）による母親への支持が必要となる場合もあり、家族全体への

支援が必要となる場合もあります。 

 

⚫ 育児不安 

子育てには少なからず不安が伴いますが、きこえとの関係でさらに特別な育児が必要な

のかという不安が生じることもあります。難聴の有無に関わらず、子育ての基本は同じで

あること、こどもを可愛がること、育児を楽しむことが大切だと伝える支援が必要となり

ます。きこえに配慮した子育てについては、専門家の指導に任せつつ、こどもの発達段階

に応じて、育児不安を増強しないよう丁寧に相談にのっていくことが大切です。 

また、「がんばりすぎてしまう」保護者もいるため、その点についても注意する必要が

あります。 

 

⚫ 愛着形成の問題 

新生児期に難聴の疑いを指摘されると、その衝撃から、保護者が大きなストレスを抱え

不安定になることで、こどもとの関係性も不安定になり、愛着形成に問題が起こる可能性

も考えられます。要精密検査となったこどもの家庭については、その後も継続して十分に

気をつけて見守ることが重要です。 

 

⚫ 家庭内の問題に遭遇したら 

難聴の疑いを指摘された時に、家族の誰かが検査結果を「認めない」ことも、生じ得ま

す。その結果、母親が板挟みとなり、こどものきこえが心配でも精密検査に連れて行け

ず、産後の心身の疲労の中、さらに孤独に苦しむことも考えられます。 

短期的に家庭内の問題に介入し解消することは困難ですが、支援する立場として家族と

の関係にも気を配り状況を把握しつつ、気持ちに寄り添う支援を行いながら精密検査等の

適切な対応に結びつけましょう。 
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第Ⅰ章 

新生児聴覚検査の体制整備 
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１．新生児聴覚検査の概要 

1.1.新生児聴覚検査の流れ 

新生児における難聴は、一般的に産科医療機関などにおける新生児聴覚検査と、その後の精密検査

機関における精密検査を通して発見されます。 

本手引き書では、新生児における難聴を早期に発見し、必要な療育・支援等に繋げるための体制整

備を目的としています。本手引き書内の「新生児聴覚検査から療育・支援に至るまでのロードマッ

プ」（図表 4）では、新生児聴覚検査からその後のフォローアップ、療育・支援等へ至るまでの大ま

かな流れを視覚的にまとめたものであり、自治体が保護者と今後の流れを共有し、見通しを持ってい

ただくためのガイドとして作成しています。 

ただし、記載内容はあくまで一例です。こどもや保護者の状況に合わせ、必要とされる支援の内容

やタイミングは柔軟に調整されます。ひとつの目安としてご活用ください。 
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図表 4：新生児聴覚検査から療育・支援に至るまでのロードマップ 

 

  

専門的支援
【特別支援学校、

児童発達支援センター等】

相談・給付・助成

【市区町村】

実施事項と主体

※
早
産
な
ど
の
事
情
に
よ
り
特
別
な
配
慮
が
必
要
な
児
へ
の
検
査
時
期
に
つ
い
て
は
、

右
記
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
に
よ
り
適
切
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

実
施
時
期
（
児
の
月
齢
・
年
齢
）

ｃCMV感染症
（先天性サイトメガロウイルス感染症）

の検査と治療
【医療機関（小児科・産科）】

難聴の早期発見と
早期対応

【医療機関（産科、耳鼻咽喉科、
小児科）】

給付・助成の開始

（一例）
✓身体障害者手帳の交付
✓心身障害者医療費助成
✓身体障害者の補装具費
の支給

✓補聴器購入費助成
✓特別児童扶養手当の支給
✓日常生活用具の給付
✓育成医療の給付

（人工内耳埋込術への給付）

地域の発達支援

退院

生後２か月

生後３か月

生後６か月

生後３日

※8

生後21日

精密聴力検査・
cCMV感染症尿核酸検査
受検に向けての支援・フォ
ロー

✓新生児訪問・乳幼児全戸
訪問における受検状況・
結果の確認

✓精密聴力検査・cCMV感
染症尿核酸検査（未受検
の場合）の受診勧奨

早期相談・支援
✓自治体や地域の相談施設
における相談
• 市町村保健センター等
における個別相談 等

早期相談・支援
✓自治体や地域の相談
施設における相談
• 特別支援学校（聴覚
障害）における乳幼
児教育相談 等

陰性 陽性

治療開始

cCMV感染症
尿核酸検査

症候性
なし

症候性
あり

※2

※4

※7

※6

cCMV感染症
の精査

※5

パス
（反応あり）

リファー
（要再検）

パス
（反応あり）

リファー
（要再検）

新生児聴覚検査
における精密検査

パス
（聴覚障害なし）

聴覚障害あり
または疑い

初回検査：自動ABR
（ない場合はOAE）

※1

※1
※3

確認検査：自動ABR
（ない場合はOAE）

✓児童発達支援センター
等での発達支援、家族
支援

✓特別支援学校（聴覚障
害）における乳幼児教
育相談 等

専門的機関・専門的支援への紹介、家族支援の開始

✓コミュニケーション支援
（音声、手話、文字による筆談等）

✓難聴児の認知、言語、心理等発達全般に関する支援

✓補聴器の検討
✓人工内耳の検討

: 次のプロセスのいずれかに繋がる

＜凡例＞

： 地方交付税措置の対象となっている検査

: 次のプロセスの全てに繋がる

： 必要に応じて次のプロセスに繋がる
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※１ 聴神経難聴スペクトラムでは、内耳機能は正常又は正常に近いため OAE ではパス（反応あ

り）となるものの、聴神経機能は異常であるため自動 ABR ではリファー（要再検）となる。

このため、初回検査及び確認検査は自動 ABR で実施することが望ましい。 

※2 原則として、確認検査の結果を踏まえた上で cCMV 感染症の尿核酸検査を実施するものとす

る。ただし、やむを得ない事情がある場合には、初回検査の結果をもって cCMV 感染症の尿

核酸検査を実施することを妨げない。 

※3 概ね生後一週間以内に実施すること。  

※4 cCMV 感染症の尿核酸検査による cCMV 感染症の診断は、生後 21 日以内に実施しなければ

ならないため、実施時期に十分留意すること。なお、分娩取扱施設にて cCMV 感染症の尿核

酸検査に対応している場合、入院中に検査を実施することが望ましい。なお、cCMV 感染症

の尿核酸検査は保険適用で行う。 

※5 ｃCMV 精密検査には、聴力検査、眼底検査、頭部 MRI 等の頭部画像検査、血液検査等を含

む。 

※6 難聴のない症候性または、無症候性の場合も、精密聴力検査機関の耳鼻咽喉科で定期的な聴力

検査や小児科での定期的なフォローを受けることが推奨される。また、必要に応じて、地域

の発達・療育支援にもつなげること。 

※7 治療の要否には症候性の有無が関わり、治療は生後２か月以内に開始することが推奨されて

いることから、ｃＣＭＶ感染症の精密検査は治療開始時期に留意して速やかに実施するこ

と。 

※8 給付・助成の対象となるためには、それぞれ所定の要件がある。また、ここで示した給付・助

成はあくまで一例である。 
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1.2.新生児聴覚検査 

(ア) 新生児聴覚検査とは 

新生児聴覚検査は、検査を受ける新生児の聴力について、検査する時点で左右別に現時点で難聴が

ない＝「パス（pass）」、あるいは正常データが取れなかったため再検査が必要・精密検査でない

と判定できない＝「要再検査（リファー）」の２つの群に振り分けるものです。 

現在、新生児聴覚検査では自動 ABR（Automated Auditory Brainstem Response：自動調整

脳幹反応検査）と OAE（Otoacoustic Emission：耳音響放射）の２種類の検査機器が主に使用さ

れており、いずれの検査も、新生児期に自然入眠下で、短い所要時間で、検査者が特殊な技術を必要

とせずに行うことができます（図表 5）。 

一方で、検査機器の特徴の違いから、その感度（見逃しの多少）や特異度（偽陽性（リファーとな

っても、精密検査をすると異常がないこと）の多少）に違いがあり、新生児聴覚検査においてはより

精度の高い自動 ABR を使用することが望ましいとされています。 OAE では難聴児のうち聴神経難

聴スペクトラム（Auditory neuropathy spectrum disorders(ＡＮＳＤ)）がある場合は、内耳機能

は正常又は正常に近いためパスとなってしまう（偽陰性）ためです。また自動 ABR と異なり、OAE

では偽陽性が出やすいので、その分こどもの保護者に不安が生じるなどの負担がかかるため配慮が必

要です。 

 

図表 5：新生児聴覚検査機器の特徴の比較 

検査の種類 自動 ABR OAE (耳音響放射) 

検査対象 脳幹の電気的信号 
内耳外有毛細胞の収縮による 

基底板の反響音 

感度 100％ 95〜98％ 

要再検率 約 1% 3〜５％ 

特徴 

• 外耳（屈曲・耳垢）や中耳（羊水

残存）の影響を受けにくい。 

• 環境騒音の影響を受けにくい。 

• OAE に比較してリファー率が低

い（偽陽性が少ない）。 

• 内耳機能を検査しているため、内

耳より中枢の異常（聴神経難聴ス

ペクトラム（Auditory 

neuropathy spectrum 

disorders(ＡＮＳＤ)等）は検出で

きない（見逃しが生じる）。 

• 外耳（屈曲・耳垢）や中耳（羊水

残存）に影響されやすい。 

• 環境騒音の影響を受けやすい。 

• 自動 ABR に比較して要再検査率

が高い（偽陽性が多い）。 

出典: 小児内科 vol.51 No.5 2019-5「新生児室で行われる検査の意義と実際 新生児聴覚スクリーニング」（片岡祐

子）を基に一部改定 
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(イ) 新生児聴覚検査の実施時期と実施場所 

先天性の難聴を早期診断・早期支援につなげるためには、適切なタイミングで新生児聴覚検査を行

う必要があります。 

産科医療機関で入院中に検査が可能であれば、生後２～４日以内に初回検査が行われ、パスしなか

った場合には、退院までの概ね生後 1 週間以内に確認検査が実施されます。ただし、NICU に入院し

ているこどもは主治医の判断に従って、退院前までに実施します。 

検査はこどもの自然睡眠下あるいは安静時に実施するため、産科医療機関に入院中であれば検査可

能な機会が多く、また、出生児全員の実施状況を把握しやすいというメリットがあります。 

何らかの事情で、入院中に聴覚検査を実施できなかった場合には、検査結果が「要再検査（リファ

ー）」であった場合の先天性サイトメガロウイルス感染症検査の生後 21 日以内の実施が推奨されて

いることを踏まえ、なるべく早く行うようにしましょう。検査が受けられなかったこどもを受け入

れ、外来で新生児聴覚検査を実施している医療機関もあります。 

 

(ウ) 保護者への検査の説明と同意 

新生児聴覚検査の実施にあたっては、図表 6 の内容について保護者に説明すると共に、検査の実

施および追跡調査のための登録に関して、文書による同意を得る必要があります。 

 

図表 6：保護者に説明すべき内容 

• 検査の目的（特に、新生児聴覚検査は精密検査の必要性を判定するためのもの

であり、難聴の有無を判定するものではないこと） 

• 発見される難聴の頻度、早期発見・早期支援の重要性 

• 検査の方法、検査の非侵襲性 

• 検査結果が「要再検査（リファー）」時の対応、ロードマップ 

• 今後の療育・支援等の適切な支援に繋げるため、自治体（市町村・都道府県）

および専門機関に対し、検査結果の情報提供を行うこと 

 

説明および同意の取得は、新生児聴覚検査の意義や検査方法について十分に理解している、医師、

助産師、看護師等の医療従事者が行います。 
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(エ) 結果の説明 

「パス（pass）」、「要再検（リファー）」いずれの場合においても、保護者への結果説明は、

新生児聴覚検査の意義や検査方法について十分に理解している医療従事者から行われます。保護者へ

の説明にあたっては、誤解や過剰な不安を与えないよう、特に、「要再検（リファー）」の場合は十

分な配慮が必要となります。 

 

「パス」と判定された場合 

⚫ 検査時点では聴覚に異常が認められなかったことを意味します。 

⚫ 一方で、その後の成長過程で発症する流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）や中耳炎

の罹患による難聴や、遅発性・進行性難聴等は、この時点では発見できないた

め、新生児聴覚検査を「パス（pass）」した場合でも、その後の聴覚の発達等

に注意することを保護者に十分に説明しておくことが必要です。 

⚫ また、ハイリスク因子を持つこどもの場合は、スクリーニング検査で「パス

（pass）」の場合も３歳までは定期的に聴覚検査を受けることを促します。 

 

「要再検査（リファー）」と判定された場合 

⚫ 保護者への説明は特に配慮が必要であるため、医師や助産師等によって行われま

す。 

⚫ 特に確認検査で「要再検査（リファー）」の場合、「反応は不十分であるが、偽陽

性のこともあり、難聴があるか否かは現時点では不明であるので、できるだけ早く

精密検査を受けることが必要」であることが保護者に説明されます。この際、適切

な精密検査機関の紹介が行われることが非常に大切です。 

⚫ また、確認検査から精密検査の実施までの間、「難聴の疑い」として放置されるこ

とは、しばしば保護者に多大な心理的苦痛を与えます。このため、結果の十分な説

明を行い、疑問に丁寧に応えるとともに、極力迅速に精密検査の受診を促します。

また、不安が募った時に改めて相談できる機関や相談先の紹介も重要となります。 

 

1.3.精密検査機関における診断 

(ア) 精密検査とは 

乳幼児の難聴の専門家である耳鼻咽喉科の医師や言語聴覚士が行う、聴力の確定のための検査

です。精密検査は、聴性脳幹反応（ABR）あるいは聴性定常反応検査（ASSR）などの他覚的検

査と、行動反応聴力検査（BOA）等の幼児聴力検査を必ず組み合わせて難聴の有無を判断しま

す。 

新生児から乳児の時期の聴覚の評価は、専門的な技術を要し、結論が出るまで時間を要する場

合もあります。また、検査結果によっては何度か検査を繰り返すことで難聴の有無を判断する必

要があるため、時間がかかる可能性があります。数か月以内に、もう一度精密検査をやり直すこ

ともあります。 
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精密検査機関で行われる様々な検査：  

出典：一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会［現：一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会］ 「新生児聴覚スクリ

ーニングマニュアル」より 

⚫ 耳の診察  

外耳道に耳垢があったり、中耳に羊水が貯留したりしていることがあります。耳垢は丁寧に

除去し、中耳の状態を評価しやすくします。  

 

⚫ 聴性行動反応聴力検査（Behavioral observation audiometry: BOA）  

種々の音刺激を呈示し，乳幼児の聴性行動反応を観察することにより聴覚閾値を評価する検

査法。 聴性行動としては、突然の音にビクッとする Moro 反射、眼瞼がギュッ閉じる眼瞼

反射、眠っているときに突然大きな音がすると眼瞼が開く覚醒反射などを観察して、聴覚機

能を推測します。 

 

⚫ 聴性脳幹反応（Auditory Brainstem Response: ABR）/ 聴性定常反応（Auditory Steady-

State Response: ASSR）  

自然睡眠でのスクリーニングと異なり、鎮静剤を用いた睡眠下に刺激音を聞かせて、頭皮上

から得られる聴性電位変動をみる電気生理学検査です。診断用の専用機器を用いて得られた

波形から、左右別の反応閾値を決定します。 

 

⚫ 耳音響放射検査（Otoacoustic Emission: OAE） 

外耳道に挿入した音響プローブにより、内耳からの微弱音を検出する内耳有毛細胞機能の他

覚的検査。診断用の専用機器を用いてスクリーニングよりも細かく評価します。 

 

⚫ ティンパノメトリー 

外耳道、鼓膜および耳小骨の伝達機能を評価する検査で、中耳炎、耳小骨異常などを検出し

ます。 

 

⚫ 画像検査（単純レントゲン、CT・MRI など）  

難聴の原因を探る目的で中耳、内耳、後迷路の状態を評価します。中耳炎の有無、耳小骨病

変の有無、中耳・内耳形態異常の有無などが分かれば、方針決定に重要な情報となります。  

 

(イ) 精密検査機関 

十分な設備と人員を備え、乳幼児の難聴を的確に判定できる施設として、一般社団法人 日本

耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が「新生児聴覚スクリーニング後・乳幼児健診後の聴力検査機関一

覧」を公表しています。

（https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6） 

また、乳幼児の聴覚障害の聴覚検査機器（聴性脳幹反応（ABR）等）が設置されている病院あ

るいは診療所に対して、地理的状況や現状を考慮し、都道府県が精密検査機関として指定してい

る地域もあります。 

https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6
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(ウ) 精密検査の実施時期 

先天性難聴の場合、生後 3 か月までに診断を確定し、適切な医療・療育・支援につなげること

が望まれます。精密検査機関には、確認検査後、可能な限り速やかに精密検査を実施することが

期待されます。 

 

(エ) 精密検査の結果と保護者への説明 

精密検査で難聴を認めた場合（またはその疑いがある場合）は、医療者が保護者に適切な医療

や早期支援の必要性と効果を説明し、必要に応じて地域において早期支援を実施している早期支

援施設を紹介します。 

 

1.4.先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施 

(ア) 先天性サイトメガロウイルス感染症とは：  

先天性サイトメガロウイルス感染症とは、子宮内の胎児にサイトメガロウイルスが感染し様々な

症状が出る感染症です。 

症状をともなう感染症が発生しやすい状況は、妊娠中に初めてサイトメガロウイルスに感染する

いわゆる初感染の場合です。初感染では、母体の血液にはウイルスを認識し、攻撃する抗体とい

う免疫のタンパク質がないために、胎児に症状が出やすく、かつ重症になる可能性が高くなりま

す。 

また、以前母体に感染していたウイルスが体の中に潜んでいる場合、そのウイルスが妊娠中に増

殖し（それを再活性化と言います）、子宮内の胎児に感染することもあります。 

妊娠中にサイトメガロウイルスに初感染したり、体の中でウイルスが再活性化しても、子宮内の

胎児に必ず感染が起こるわけではありません。 

また、サイトメガロウイルスが子宮内の胎児に感染したとしても、すべての乳幼児に症状がでる

わけではありません。全く無症状で元気に生まれて、胎内で感染したことがわからずに大人にな

っていく感染児も多いことがわかっています。しかしそのような児のなかで、発達障害や聴力障

害などの症状が遅れて発症し、徐々に症状が進行することもあります。 
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先天性サイトメガロウイルス感染症で起こる症状 

• 低出生体重：赤ちゃんが軽い体重で生まれてきます。 

• 小頭症：頭の大きさ（頭囲）が小さくなります。 

• 紫斑（皮下出血）：出血を止める働きのある血小板が減少して、皮下に出血が 

起こります。 

• 肝炎：肝臓の細胞が壊れる肝炎の状態になります。 

• 難聴：耳の聞こえが悪くなります。片耳の場合も両耳の場合もあります。 

• 発達障害：軽度のものから重症のものまで、その重症度には大きな差があります。 

• てんかん：けいれん発作を起こすことがあります。 

• 視力障害：網膜の炎症や眼球形成自体に異常が起こり、視力に影響が出ます。 

• 死亡：多くはありませんが、最重症の場合は死亡することもあります。 

 

乳幼児への治療法に関しては、まだ確立したものはありませんが、抗ウイルス薬を主とした治療

が試みられています。 

 

(イ) 先天性サイトメガロウイルス感染症検査とは：  

先天性サイトメガロウイルス感染の診断は、生後 3 週間までに採取された出生児の尿、臍帯血、

もしくは出生時の血液や唾液からサイトメガロウイルスの検出によってなされます。そのなかで

も尿は検出感度が高く、感染診断のゴールドスタンダードとなる主要な検体です。検出の方法と

してウイルス培養同定法や PCR 法がありますが、その迅速性、簡便性、正確性などから PCR 法

が頻用されるようになってきています（尿を用いた PCR 検査は保険適用で行います）。診断が生

後 3 週間以内の尿や臍帯血、出生時の血液や唾液検体に限られている理由は、出生直後に児に感

染が成立した場合と区別するためです。出生直後に感染した場合には、一旦体内で増殖し、検体

がウイルス陽性になるまでに数週間かかります。生後 3 週間以降に採取された検体でサイトメガ

ロウイルスの存在が証明されたとしても、先天性感染か後天性感染かの区別をつけることはでき

ません。したがって、先天性感染が疑われた場合は迅速に、尿、血液などの検体を採取し PCR 検

査を行います。引き続いて、先天性感染の確定診断や症候性・無症候性の鑑別のため、血算、生

化学検査、CMVIgG・IgM、CMV 抗原血症などの検査に加えて、脳画像検査（頭部超音波、

CT、MRI）、聴力検査（聴性脳幹反応）、および眼底検査の精査を行います。 

出生後時間が経った方に対して、後方視的診断する方法として、ガスリー検査用に出生 5 日前後

に採取された乾燥血液や乾燥臍帯を用いてウイルス DNA を検出する方法があります。ガスリー検

査用の乾燥血液を用いた場合、先天性 CMV 感染症であっても、陰性となることがあるので、注

意を要します。 
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２．新生児聴覚検査の体制整備における都道府県および市町村

の役割の整理 
 

新生児聴覚検査はこどもの難聴を早く発見し、早期に支援に繋げることを目的に行うものであ

り、ロードマップに沿った対応を行うことが極めて重要です。補聴器などが必要な程度の先天性

難聴がある場合には生後６か月までに療育・支援に繋げることが、日本語（音声）や手話を習得

するためには必要であり、そのためにはおおむね生後１週間以内の新生児聴覚検査（初回検査は

生後３日以内、確認検査は生後１週間以内）の実施と、３か月までの精密検査実施（先天性サイ

トメガロウイルス感染症の検査結果が陽性の場合には生後２か月以内）が望まれます。 

 

全ての新生児に対して新生児聴覚検査を実施し、何らかの異常（疑いを含む）が発見されたこ

どもを精密検査やその後の療育・支援に確実に繋げるためには、市町村の保健師を中心としたき

め細やかな支援と、そうした支援を実現するための体制整備が不可欠です。 

新生児聴覚検査の体制整備において、都道府県および市町村のそれぞれが担う役割（図表 7、

図表 8）を、こども家庭庁「新生児聴覚検査体制整備事業」を踏まえて整理しました（図表 

9）。 

 

図表 7：都道府県の７つの役割 

都道府県の７つの役割 本手引きページ 

① 検査結果の情報集約のための仕組み作り P22〜 

② 新生児聴覚検査に関する事業評価と検査を推進するための 
施策の検討 

P32〜 

③ 中長期的支援に向けた療育・支援・教育分野との連携 P36〜 

④ 新生児聴覚検査の実施体制の整備 P38〜 

⑤ 保護者への適切な情報提供の推進 P41〜 

⑥ 専門的な支援体制の整備 P46 

⑦ 関係者の知識・スキルの底上げ P47 

 

図表 8：市町村の５つの役割 

市町村の 5 つの役割 本手引きページ 

① 検査結果の情報集約の実施 

（都道府県が整備した仕組みの運用） 
P48〜 

② 新生児聴覚検査受検率 100％を目指す取り組み P50〜 

③ 要精密検査となったこどもの保護者に対する確定診断までの

フォローアップ 
P53〜 

④ 確定診断後のフォローアップ P56〜 

⑤ 初回検査・確認検査にてリファーとなったこどもの保護者に

対する先天性サイトメガロウイルス感染症検査の受検推奨 
P58 
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次項以降、都道府県と市町村のそれぞれの役割について、具体的にどのような取り組みが求め

られているかを説明します。 

  

図表 9：新生児聴覚検査体制整備事業 

 

  

⑤ 



 

 

22 

３．都道府県が担う 7 つの役割 

 

はじめに 

 都道府県の役割には「3.6.専門的な支援体制の整備」（P46 参照）など高い専門性が

求められる業務も多く、実務担当者として言語聴覚士や看護師、助産師などの参画が

望まれます。 

 その役割は、聴覚に関する治療や療育・支援の機能を持つ都道府県内の中核的な医療

機関に委託することもできます。 

 

3.1.検査結果の情報集約のための仕組み作り 

新生児聴覚検査や精密検査に関する情報は、現状、多くの地域において、市町村の保健師によ

る、母子健康手帳の確認や保護者への聞き取りによって把握されています。一方で、保護者を起

点とした情報収集だけでは、必ずしも必要な情報を把握しきれないとの課題もあり、医療機関か

ら直接情報を集約する仕組みの整備（統一様式の整備やプロセス作り）が求められています。 

なお、先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施や結果の把握については、以下 2 点に留

意の上で仕組みの整備が必要です。 

⚫ 新生児聴覚検査にてリファー（要再検）となった児を対象に保険診療として同検査を実施

すること。 

⚫ 令和 6 年度改正の母子保健課長通知2により、市町村が新生児の訪問指導や乳児家庭全戸

訪問等の際に、母子健康手帳への記載内容の確認により同検査結果を把握するよう示され

ていること。 

 

(ア) 情報共有のための様式の整備 

都道府県が統一様式を作成し、産科医療機関や精密検査機関から直接、市町村もしくは都道

府県に情報が集まる仕組みを整備することで、より迅速かつ正確な情報の収集が実現できま

す。各タイミング（図表 10）で必要な情報を収集できる様式（図表 11、図表 12、図表 

13、図表 14）を作成し、提供します。 

 

  

 
2 令和６年 12 日 27 日付こ成母第 791 号「新生児聴覚検査の実施について」１（１）①イ 
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図表 10：.医療機関との情報共有のための各種様式と情報の流れ 

 

 

図表 11：新生児聴覚検査の結果報告様式 

目的 
新生児聴覚検査の実施およびその結果についての報告 

（公費助成を行っている場合は、請求書を兼ねることも多い） 

情報の流れ 産科医療機関→市町村 

報告タイミング 月次など 

記載すべき情報

（例） 

• 新生児の基礎情報（氏名・生年月日） 

• 保護者の基礎情報（氏名・住所・電話番号） 

• 検査実施年月日（初回検査、確認検査） 

• 検査機器 

• 検査結果（初回検査、確認検査） 

• 他、特記すべき事項（在胎週数、出生時体重、その他） 

 

（初回検査または確認検査においてリファー（要再検）となった場合） 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査の説明の有無 

• 保護者の結果に対する理解は十分か 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査紹介先医療機関 

 

（確認検査の結果、要精密検査となった場合） 

• 精密検査の説明の有無 

• 保護者の結果に対する理解は十分か 

• 精密検査紹介先医療機関 

▶︎事例１様式③’④’、事例 2 様式⑦、事例６様式⑫ 参照 

 

月次

産科医療機関

新生児聴覚検査
の結果報告
（図表11）

市町村

都道府県
各様式

作成
及び提供

要再検査（リファー）および要精検となった場合

産科医療機関

市町村
または

都道府県

精密検査機関

初回の精密検査機関受診時及び確定診断時
または、行政からの照会時

精密検査機関

精密検査の
受診に関する
情報提供報告
（図表14）

市町村
または

都道府県

要再検査
（リファー）の

場合の連絡
（図表12）

精密検査
の依頼

（図表13）
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図表 12：要再検査（リファー）の場合の連絡様式 

目的 
新生児聴覚検査の結果、要再検査（リファー）となったこどもについ

て、迅速に市町村に情報提供し、保護者への必要な支援を促す。 

情報の流れ 産科医療機関→市町村または都道府県 

報告タイミング 

保護者への結果説明後、できるだけ迅速にオンライン（電子連携シス

テムを都道府県にて導入している場合）などで行われることが望まし

い。 

記載すべき情報

（例） 

上記の新生児聴覚検査の結果報告様式と同様の内容。 

他、保護者の理解度や反応などで特に配慮すべき点があれば記載。 

▶︎事例１様式⑤、事例２様式⑧ 参照 

 

 

図表 13：精密検査依頼様式 

目的 
新生児聴覚検査の結果、要精密検査となったこどもについて、精密検

査機関に情報の提供および精密検査の依頼を行う。 

情報の流れ 産科医療機関→精密検査機関 

報告タイミング 

保護者への結果説明後、できるだけ迅速にオンライン（電子連携シス

テムを都道府県にて導入している場合）*などで行われることが望まし

い。 

記載すべき情報

（例） 

上記の新生児聴覚検査の結果報告様式と同様の内容。 

他、保護者の理解度や反応などで特に配慮すべき点があれば記載。 

▶︎事例１様式⑥ 参照 

 

 

図表 14：精密検査の受診に関する情報提供様式 

目的 
精密検査の受診結果について、市町村または都道府県に情報を提供

し、保護者への必要な支援を促す。 

情報の流れ 精密検査機関→市町村または都道府県 

報告タイミング 
初回の受診時および確定診断時（他、経過観察中も含めて、半年に１

度など定期的に行政が照会を行い、情報を共有している地域もある） 

記載すべき情報

（例） 

 

• 新生児の基礎情報（氏名・生年月日） 

• 保護者の基礎情報（氏名・住所・電話番号） 

• 受診日 

• 現在の状況（診断結果や、経過観察中の場合はこどもの受診状況な

ど） 

• 他、特記すべき事項 

▶︎事例２様式⑨、事例３様式⑩ 参照 
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その後の療育・支援の状況についての把握： 

療育・支援の状況についても、保護者への聞き取りだけではなく、都道府県または市町村が

必要に応じて、療育・支援機関に照会をかけるといった形で把握している自治体もあります。

その場合、できるだけ早い段階で、“療育・支援機関へ情報照会を実施することもある”こと

も含めた、保護者の同意が必要となります（「（エ）関係機関における情報共有のための同意

の取得」（P30〜参照））。 

 

 

 

 

 

 

(イ) 情報共有のためのプロセスの整備 

都道府県は、医療機関（産科医療機関や精密検査機関、またそれらの施設を代表する医師会

や医会など）との間で情報集約のためのプロセス・フローや使用する様式を検討・調整した上

で、その仕組みを市町村に落とし込みます（図表 15、図表 16）。 

 

図表 15：.産科医療機関との検討・調整 

 

 

 

図表 16：精密検査機関との検討・調整 

 

 
 

 

 

 

 

事例 1（P69～） 

事例 2（P81～） 

事例３（P86～） 

事例６（P103～） 
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情報集約の流れ 

情報集約の流れとして、大きく以下の２つのパターンが考えられます（図表 17）。具体的

な情報の流れや、パターンの特徴（利点）については、それぞれ次ページ以降で示します。 

    

図表 17：情報集約の２つのパターン 

パターン１ 
新生児聴覚検査の実施主体である市町村が情報を収集し、都道府県に

報告する 

パターン２ 
支援が必要なこどもについての情報は都道府県に集約し、それらの情

報を都道府県が市町村に提供する 

  

紹介する 2 つのパターンは、あくまで代表的なものです。事例集などを参考にしながら、地

域の体制や実情に適したプロセスを検討してください。 

  



 

 

27 

パターン１： 

新生児聴覚検査の実施主体である市町村が情報を収集し、都道府県に報告する 

特徴 

（利点） 

• 新生児聴覚検査の実施主体であり、保護者およびこどもへの支援を身近

な立場から行える市町村に迅速に情報が集まるため、ロードマップの時

間軸を意識した支援に繋がりやすい。 

• 実施主体である市町村に（要支援の場合含め）情報が一元化されること

について、保護者からの理解（同意）が得やすい。 

 

図表 18：.パターン 1 の情報の流れ 

 

 

  

産科医療機関

精密検査機関

療育・支援機関

保護者への説明
同意取得

初回検査
（自動ABR等）

パス リファー

結果説明

パス
聴覚障害あり
または疑い

今後も聴覚の発達に
十分注意するよう声がけ 療育・支援が

必要な場合

経過観察の場合も
支援を継続

療育・支援の
開始～継続

生
後
３
か
月

生
後
１
か
月

生
後
６
か
月

精密検査
依頼

様式を活用した
情報のやり取り

市町村 都道府県

情報集約

連絡
（随時）

情報提供
（随時）

精密検査

：情報の流れ

療育・支援依頼

照会・情報提供

確認検査
（自動ABR等）

検査の
実施状況

把握

療育・支援
状況の把握

要精検児の
把握

受診状況・
診断結果の

把握

同意の確認

結果報告
（月次）

結果説明

結果説明

パス リファー

事例１（P69～） 

事例３（P86～） 
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パターン２：支援が必要なこどもについての情報は都道府県に集約し、それらの情報を都

道府県が市町村に提供する 

特徴 

（利点） 

• 一連の検査が、必ずしも居住する市町村で行われるとは限らない中、医

療機関（産科医療機関および精密検査機関）側としては、報告のプロセ

スを都道府県へ一本化でき、運用しやすい。 

• 専門的な相談窓口を有する都道府県（3.6.参照）は、情報が迅速に集約

できるため、専門的な支援などを行いやすい。 

 

図表 19：パターン２の情報の流れ 

 

 

  

産科医療機関

精密検査機関

療育・支援機関

保護者への説明
同意取得

初回検査
（自動ABR等）

結果説明

パス

今後も聴覚の発達に
十分注意するよう声がけ 療育・支援

が必要な場合

経過観察の場合も
支援を継続

療育・支援の
開始～継続

生
後
３
か
月

生
後
１
か
月

生
後
６
か
月

精密検査
依頼

様式を活用した
情報のやり取り

都道府県 市町村

情報共有
連絡

（随時）

情報提供
（随時）

精密検査

：情報の流れ

療育・支援依頼

照会・情報提供

結果報告
（月次）

確認検査
（自動ABR等）

検査の
実施状況

把握

要精検児の
把握

受診状況・
診断結果の

把握
情報共有

情報共有
療育・支援
状況の把握

聴覚障害あり
または疑い

パス リファー

結果説明

結果説明

パス リファー

同意の確認

事例２（P81～） 
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(ウ) 関係機関における情報共有 

支援の中で把握した要支援児や保護者についての情報や気がかりな点などは、保護者の同意

を得た上で、行政機関（市町村および都道府県）と産科医療機関、精密検査機関、療育・支援

機関などが共有し、これらが密接に連携しつつ、こどもや保護者の支援を行うための体制を整

えます（図表 20）。 

 

こうした情報は、精密検査機関、療育・支援機関においては、今後の検査・治療・療育・支

援のために有用ですし、新生児聴覚検査を実施した産科医療機関にとっても、要精密検査とな

ったこどものその後の状況（診断結果や療育・支援の状況など）を共有することは重要です。

検査を実施した医療従事者も、何らかの異常（の疑い）が発見されたこどものその後の状況は

気がかりなものです。また、自らが実施した新生児聴覚検査が、そのこどものその後の成長に

どう影響したかを知ることで、その後のより密接な連携につながります。 

 

図表 20：関係連機関における情報共有 

 

  

精密検査機関

産科医療機関

療育機関

都道府県

市町村

子ども 及び
保護者

新生児聴覚検査の関係機関

情報集約と
その共有

事例３（P86～） 

事例５（P99～） 
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(エ) 関係機関における情報共有のための同意の取得 

関係機関で新生児聴覚検査に関する一連の情報を共有することで、より適切かつ継続的な支

援が可能となりますが、そのためには、産科医療機関等において受検時に保護者に新生児聴覚

検査に関する一連の個人情報の取り扱いについて保護者に説明し、同意を得ることが大切で

す。 

新生児聴覚検査の受検についての同意を取得する際に、関係機関への情報提供を含むその後

の一連のデータの取り扱いに関する同意まで含めて取得することが望まれます（図表 21）。 

都道府県は、「説明・同意文書」の様式（図表 22）を作成し、産科医療機関等と連携しつ

つ、同意取得の体制を整えます。 

 

図表 21：同意取得のタイミング 

 

 

 

 

  

新生児聴覚検査
（産科医療機関）

新生児及び保護者

精密検査
（精密検査機関）

療育・支援
（療育・支援機関）

受検 受診 受療

受検時に、
一連の情報を関係者へ
共有するための同意を
取得するのが望ましい

必要に応じた支援
（市町村/都道府県）

難聴の発見～療育の流れ

事例 1（P69～） 

事例６（P103～）
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図表 22：同意を得る事項と、具体的な説明・同意文書の文言例 

同意を得る事項 

• 新生児聴覚検査およびその後の精密検査まで、先天性サイトメガロウイルス感染症検査

を含めた検査結果を、市町村・都道府県・産科医療機関・精密検査機関・先天性サイト

メガロウイルス感染症検査機関・療育・支援機関などで共有すること 

• 必要に応じて、診療（療育・支援）情報の照会がなされうること 

具体的な説明・同意文書の文言例（高知県の様式②（P73～）を参考に一部改変） 

検査結果の報告、連絡と検査（診療）情報の保管について 

• 検査結果は、法律に基づいて検査実施医療機関に３年間以上保管されます。 

• 検査結果は、新生児聴覚検査を実施した医療機関から住所地の市町村に報告され、保管

されます。 

• 精密検査の対象となった場合、市町村から訪問や電話などで、相談などの支援が実施さ

れます。 

• 精密検査の対象となった場合、〇〇県がより専門的な相談などの支援を行えるよう、市

町村と〇〇県とで検査結果が共有されます。 

• 精密検査の結果は、精密検査を実施した医療機関から新生児聴覚検査を実施した医療機

関に紹介の返信として連絡されるとともに、市町村（都道府県）から結果について問い

合わせをすることがあります。 

• 精密検査機関から紹介されて〇〇センター（療育・支援機関）にて診療（療育・支援）

を受けている時は、要精密検査となったお子さんのきこえの状態がどうであったかを最

終的に確認するために、〇〇県（市町村）が〇〇センター（療育・支援機関）に診療

（療育・支援）の情報を照会することがあります。 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査の対象となった場合、市町村から訪問や電話な

どで、相談などの支援が実施されます。 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査の対象となった場合、〇〇県がより専門的な相

談などの支援を行えるよう、市町村と〇〇県とで検査結果が共有されます。 

• 取り扱われる個人情報は、氏名、住所、生年月日、性別のほか、診療・相談・療育・支

援に必要な最低限の情報に限られます。 

 

個人情報の取り扱いについて 

• 個人情報は厳格・確実に保護され、「検査結果の報告、連絡と検査（診療）情報の保管

について」の目的に沿って使用し、目的以外に使用されることはありません。 

• 個人が特定されない形で統計的に処理された情報は、検査実施結果、精密検査実施結果

として〇〇県に報告されます。 
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3.2.新生児聴覚検査に関する事業評価と検査を推進するための施策の検討 

新生児聴覚検査事業を推進する上で、事業を適切に評価し、関係機関と課題を検討することは

極めて重要です。評価・検討の場として、都道府県単位で定期的に開催される関係機関からなる

協議会（新生児聴覚検査推進協議会など）の活用が期待されます。 

 

(ア) 集約したデータの分析と事業評価 

難聴児を早期に発見し早期療育・支援につなげるための新生児聴覚検査ですが、検査および

その後のプロセスが正しく行われなければ、十分な効果を発揮することはできません。 

市町村や医療機関、療育・支援機関から集約した新生児聴覚検査などに関する情報を基に、

検査およびその後のプロセスが正しく行われているかを確認するための分析を行います（図表 

23）。その際、ロードマップに則った時間軸を意識し、新生児聴覚検査が適切に次のプロセス

に繋がっているか、繋がっていない場合は、その問題点は何なのかを明らかにすることが重要

です。 

また、事業評価の結果は、協議会や研修会などの機会を活用し、関係機関と共有します（次

項参照）。 

   

図表 23：事業評価のために分析すべき情報 

分析すべき情報 

新生児聴覚検査の 

実施状況 

• 新生児聴覚検査の受検率  

• （里帰り出産における出生児なども含めた）受検の有無、検査結

果の把握率 

• 要再検査（確認検査）率・要精密検査率（検査機器ごと） 

精密検査の 

実施状況 

• 精密検査受診率、受診時期（生後３か月以内の受診有無など） 

• 診断結果とその結果の把握率 

• 精密検査の結果が出るまでのこどもの受診の状況 

• 支援が必要なこどもおよび保護者への支援状況 

先天性サイトメガロ

ウイルス感染症検査 

の実施状況 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査受診率、受診時期（生後

21 日以内の受診有無など） 

• 検査結果とその結果の把握率 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査の結果が出るまでのこど

もの受診の状況 

• 支援が必要なこどもおよび保護者への支援状況 

療育・支援の状況 

• 新生児聴覚検査で難聴が発見され療育・支援を開始したこどもの

数 

• 支援が必要なこどもおよび保護者への支援状況 
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(イ) 新生児聴覚検査推進協議会の設置 

都道府県は新生児聴覚検査事業の円滑な推進を図るため、関係機関からなる協議会3（新生児

聴覚検査推進協議会など）を設置し、この協議会の中で、新生児聴覚検査や精密検査、療育・

支援などに関する実施体制や事業を推進する上での問題点等について検討を行います。 

本章で扱っている「都道府県が担う７つの役割」の実施に向けての調整・検討を進める場と

しても、協議会を活用します（図表 24）。 

 

図表 24：想定される協議会構成員 

 関係医師会・医会（産婦人科医会、耳鼻科学会、小児科医会・学会など） 

 医療機関（産婦人科、耳鼻科、小児科など） 

 学識経験者 

 保健所 

 児童相談所 

 市町村 

 中核機能を有する機関の関係者 

 療育・支援機関関係者 

 特別支援学校（聴覚障害）関係者および福祉（難聴児支援等）関係者 

 教育委員会 

 当事者団体代表                         等 

 

  

 
3 令和６年 12 日 27 日付こ成母第 791 号「新生児聴覚検査の実施について」３（１）を参照の

こと。 
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課題の検討にあたっては、集約した情報の分析結果に基づき関係機関間で課題を共有した上

で、誰が・いつまでに・どのような対応を取るかといった、具体的な施策を合意することが重

要です。行政の課題は都道府県および市町村が、医療の課題は関係医師会・医会が、療育・支

援の課題は療育・支援機関関係者や特別支援学校（聴覚障害）関係者が、というように、各機

関の代表者である協議会構成員が持ち帰り、関係機関へ施策を落とし込み、課題の解決を図り

ます。また、解決の程度や進捗状況を把握し協議会で共有し評価すると共に、さらなる改善が

必要な場合には、改めて検討を行います。（図表 25） 

 

図表 25：協議会による施策の検討とその実施プロセス 

 

  

  

協議会

改善策の検討
および実施

都道府県

情報集約
〜事業評価

新生児聴覚検査

情報及び 課題の集約

各機関への施策の
落とし込み

各機関へ改善策の
落とし込み

事業評価
結果の共有

課題及び施策の
検討

施策の実施
（関係機関の監督）

施策実施状況の
評価

協議会の開催
及び

新生児聴覚検査に
関わる関係機関

事例８（P116）  
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(ウ) 日々の運用における関係機関との連携・フィードバック体制の整備 

新生児聴覚検査の実施においては、日々様々な課題が生じます。日々の運用の中で生じた課

題が都道府県に集約される体制を作るとともに、各関係機関との連絡窓口を明確にし、課題に

応じて、迅速に関係機関と連携が取れる体制（図表 26）を、協議会において整理・検討して

おくことも重要です。 

 

図表 26：運用における課題を都道府県に集約し、各関係機関と連携が取れる体制の整備 

 

     

専門相談窓口等での
課題の集約

都道府県
（専門相談窓口）

課題 連携先（例）

新生児聴覚検査の実施や支援に関する課題
・新生児聴覚検査受検率が低い
・精密検査の受診状況の未把握が多い
・３か月以内に精密検査を受診しない場合がある
・経過観察中の脱落が多い

…など

新生児聴覚検査の実施に関する課題
（特定医療機関での）受検率が低い
・結果の説明が不十分
・適切な精密検査機関が紹介されていない

…など

精密検査の受診に関する課題
・（医療機関側の理由で）受診までに時間がかかる
・診断までに時間が掛かる
・経過観察中の脱落が多い
・要支援児の保護者に対して、幅広い療育の選択肢等

の情報提供がされていない
…など

療育に関する課題
・療育を行う中での保護者の悩みが深い
・療育が必要な子どもを発見しても、なかなか療育に

つながらない
・乳幼児期から学童期への連携をより密接に行いたい
・市町村にて療育機関（難聴に対応することのできる

専門的な機関）を整備することができない
…など

市町村の事業担当者

都道府県産婦人科医会

日本耳鼻咽喉科学会
地方部会

療育機関
（協議会の構成員である

療育機関関係者）

産科医療機関
など 課題に応じて

各機関と連携

市町村
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3.3.中長期的支援に向けた療育・支援・教育分野との連携 

健やかなこどもの成長・発達のために、新生児聴覚検査で発見された難聴児を療育・支援機関

に繋げるにとどまらず、乳幼児期だけでなく学童期に至るまでの切れ目ない支援を行うための体

制を整えます。 

 

(ア) 関係機関間における情報の共有および連携体制の構築 

中長期的支援を切れ目なく適切に行うためには、難聴児に関する情報（発見の経緯やその後

の療育・支援の状況、保護者への支援状況など）を経年で整理し、関係機関間で共有することが

望まれます。 

協議会などの場を活用し、療育・支援機関、特別支援学校（聴覚障害）、教育委員会、障害

福祉部局なども含めた、乳幼児期から学童期に至るまでに関わる全関係者が、必要な連携が取れ

る体制を構築します（図表 27）。 

また、幼稚園や保育所、学校への巡回訪問や専門職の派遣、職員への研修会、相談会などを

通して、難聴児支援に関する技術支援を行います。 

 

図表 27：関係者間における情報の共有および連携体制の構築 

 

 

  

新生児聴覚検査や
乳幼児健康診査に

おける難聴児の発見

その後の
療育

切れ目ない
関係者間における情報の共有及び連携体制の構築

都道府県
（母子保健・
福祉・教育）

市町村
（母子保健・
福祉・教育）

産科
医療機関

精密検査
機関

先天性サイトメガロ
ウイルス感染症

検査機関
中核機能

乳
幼
児
期

学
童
期

療育機関
学校等

教育機関
（特別支援学校含む）
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(イ) 中核機能の整備や関係機関との連携 

難聴児とその家族に対して、早期から一貫した切れ目のない支援を行うためには、保健、医

療、福祉、療育・支援、教育等の関係機関が相互に連携しつつ、相談支援機能、専門的評価・支

援機能、関係機関への助言・調整機能等を有する中核的な機能（以下「中核機能」という。）を

地域において確保することが重要です。 

都道府県は、難聴児支援に係る中核機能について、特に以下の点に留意して体制整備を進め

ます。 

 

ア 中核機能の具体的な役割 

中核機能を担う機関は、難聴児とその家族に関する支援の中長期的なコーディネート役とし

て、次のような役割を果たすことが期待されます（図表 28）。 

 

図表 28：中核機能の具体的な役割 

• 新生児聴覚検査後のフォローアップ、診断、療育・支援開始、就学等に至るまでの支援

経過や支援ニーズを把握し、関係機関と共有するとともに、必要に応じて支援会議等を

開催するなど、支援の調整を行うこと。 

• 難聴児とその家族からの相談に応じ、利用可能な医療、療育・支援、福祉サービス、教

育支援等に関する情報提供を行うとともに、適切な機関への紹介や同行支援等を実施す

ること。 

• 難聴児支援に携わる関係機関に対して、難聴に関する基礎的知識や支援方法、コミュニ

ケーション手段（補聴器・人工内耳の活用、手話、筆記等）に関する助言・研修等を行

い、地域全体の支援力向上を図ること。 

• 虐待リスクや養育困難等が認められる家庭については、こども家庭センター、市町村の

こども家庭支援担当部局、児童相談所等と緊密に連携し、必要な支援につなげること。 

• 地域における難聴児支援の課題やニーズを把握し、都道府県に対して必要な情報提供や

提言を行うこと。 

 

イ 市町村及び関係機関との連携体制の構築 

都道府県は、中核機能を担う機関が、市町村、保健所、医療機関、療育・支援機関、障害児

通所支援事業所、児童発達支援センター、教育委員会及び学校等と日常的に情報共有・連絡調

整を行えるよう、連絡会議の設置、協定書・連携マニュアルの作成、標準的な情報共有様式の

整備等を通じて、連携体制の構築を図ります。また、地域間で支援資源に偏りがある場合に

は、オンライン相談や遠隔会議等の活用を含め、支援の機会が確保されるよう配慮することが

必要です。 

 

  

事例 17（P144～） 

 

 

事例 16（P142～） 
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3.4.新生児聴覚検査の実施体制の整備 

産科医療機関などとの連携を通して、全ての新生児が新生児聴覚検査を受検できる環境を整え

ます。 

 

(ア) 医療機関などにおける検査実施体制の把握と共有 

市町村が保護者への受検勧奨を適切に行うためには、近隣地域において新生児聴覚検査を実

施している医療機関を把握し、適切な情報を提供する必要があります。 

管内の産科医療機関の新生児聴覚検査の実施状況を把握し、市町村と共有します（図表 

29）。特に、外来での新生児聴覚検査の実施が可能な医療機関の把握は、新生児聴覚検査未受

検児の保護者への受検勧奨につながる重要な取り組みです。 

 

図表 29：産科医療機関などにおける検査実施体制の把握と市町村への共有 

 

把握方法としては、産科医療機関などへの定期的なアンケート調査などがあげられます。 

 

 

 

 

 

また、新生児聴覚検査の実施状況のみならず、精密検査の受診、先天性サイトメガロウイル

ス感染症検査の受検、難聴児の支援といった、その後の専門的な支援をどこで受けられるかに

ついての情報も、把握・整理し、関係機関への共有に努めます。 

 

特に、精密検査が受けられる医療機関については、産科医療機関および市町村へ明示し、要

精密検査となった場合には、それらの機関への紹介を徹底してもらうことが重要です。 

十分な設備と人員を備え、乳幼児の難聴を的確に判定できる医療機関として、一般社団法人 

日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が「新生児聴覚スクリーニング後・乳幼児健診後の聴力検査機

関一覧」を公表しています。

（https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6） 

  

都道府県 市町村

産科
医療機関

産科
医療機関

産科
医療機関

保護者
医療機関
リ スト

アンケート 調査 より 具体的な情報に基づく
適切な受診勧奨

事例７（P108～） 

事例９（P117） 

事例 10（P118～） 

https://www.jibika.or.jp/modules/hearingloss/index.php?content_id=6
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(イ) 産科医療機関の精度管理 

集約した新生児聴覚検査に関する情報を基に、管内の新生児聴覚検査の実施が可能な産科医

療機関において、検査が適切に実施されているかその精度を確認します（図表 30）。 

精度に問題がある場合には、必要に応じて産科医療機関への個別指導や、地域の産婦人科医

会へのフィードバックを行います。協議会などの場を活用し、課題を検討することも有効で

す。 

 

図表 30：産科医療機関の精度管理において確認すべき事がら 

産科医療機関ごと 

• 新生児聴覚検査受検率（検査児数/出生児数） 

• 要再検査（確認検査）率・要精密検査率（検査機器ご

と）、検査回数 

• 要精密検査のこどもへの精密検査紹介先医療機関 

特に、要精密検査となった

こどもが３か月以内に 

精密検査を 

受診できていない場合 

• 産科医療機関における保護者への検査結果の説明は適

切であったか（保護者は早期の精密検査の必要性の理

解を充分に得られたか） 

• 精密検査紹介先医療機関は適切であったか 

特に、初回検査または確認

検査がリファー（要再検）

となったこどもが生後 21

日以内に先天性サイトメガ

ロウイルス感染症検査を受

検できていない場合 

• 産科医療機関における保護者への検査結果の説明は適

切であったか（保護者は早期の先天性サイトメガロウ

イルス感染症検査の必要性の理解を充分に得られた

か） 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査紹介先医療機

関は適切であったか 

 

 

 

 

(ウ) 聴覚検査機器の購入補助 

新生児聴覚検査の受検率 100％を目指すには、どこの施設で分娩してもこどもが検査を受け

られる体制が整っていることが求められます。 

一方で、聴覚検査機器がないため、新生児聴覚検査を実施できない小規模の産科医療機関等

も存在します。そうした医療機関に対しては、都道府県が聴覚検査機器（自動 ABR 等）を購入

する際の補助を実施することも重要です。 

 

 

  

事例 11（P124～） 

 

 

事例 12（P128） 
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(エ) 先天性サイトメガロウイルス感染症検査実施体制の把握と共有 

新生児聴覚検査と同様、先天性サイトメガロウイルス感染症検査が必要となった児の保護者

への受検勧奨を市町村が適切に行うためには、近隣地域において先天性サイトメガロウイルス

感染症検査を実施している医療機関を把握し、適切な情報を提供する必要があります。 

管内の産科医療機関の先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施状況を把握し、市町村

と共有します（図表 31）。特に、外来での先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施が

可能な医療機関の把握は、先天性サイトメガロウイルス感染症検査未受検児の保護者への受検

勧奨につながる重要な取り組みです。 

 

図表 31：産科医療機関などにおける検査実施体制の把握と市町村への共有 

 

 

把握方法としては、産科医療機関などへの定期的なアンケート調査などがあげられます。な

お、検査対応医療機関を拡大することを目的として、アンケート調査実施の際に、以下のホー

ムページに掲載されている医療従事者向け資材 2 点を添付することも考えられます。 

 

＜医療従事者向け資材（ホームページ URL）＞ 

サイトメガロウイルス､トキソプラズマ等の母子感染の予防と診療に関する研究班＿資料ダウ

ンロードページ（日本大学医学部 小児科学系 小児科学分野 HP） 

（https://cmvtoxo.umin.jp/download/） 

 

• 新生児聴覚検査でリファーの場合は先天性 CMV 感染の検査の実施が強く推奨さ

れています（リーフレット） 

• 液体尿採取のための採尿バッグの使い方（マニュアル） 

  

都道府県 市町村

産科
医療機関

産科
医療機関

産科
医療機関

保護者
医療機関
リ スト

アンケート 調査 より 具体的な情報に基づく
適切な受診勧奨

事例７（P108～） 

 

 

https://cmvtoxo.umin.jp/download/
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3.5.保護者への適切な情報提供の推進 

保護者に確実に必要な情報を届けるために、市町村や産科医療機関が活用できるパンフレット

や説明様式を作成します。 

 

(ア) 普及・啓発のためのパンフレットなどの作成 

新生児聴覚検査に関する普及・啓発や説明において、保護者に必要な情報を確実に伝えるた

めのパンフレットなどを作成し、市町村や産科医療機関に提供します（図表 32）。 

パンフレットでカバーすべき内容は図表 33 の通りです。各都道府県が作成しているパンフ

レット例は、事例 13 で紹介します。 

 

図表 32：新生児聴覚検査に関する普及啓発パンフレットの作成と提供 

 

図表 33：パンフレットなどでカバーすべき内容 

• 新生児の難聴について（発症頻度や、発症した場合の、その後の発達や社会生活への影

響の可能性など） 

• 早期発見、早期療育・支援の重要性（もし、きこえに異常があったとしても、早い時期

から適切な医療や支援を行うことで、こどもの発達を促せること） 

• 検査について（受検が可能な産科医療機関や検査方法など） 

• 検査費用に関わる公費助成について 

• 難聴があった場合の、取りうる幅広い選択肢とロードマップ（P11～参照） 

• 地域の難聴のある乳幼児の早期支援のための専門機関（療育・支援機関、特別支援学校

（聴覚障害）幼稚部など）について 

• 疑問や不安を感じた際の相談先 

 

 

  

都道府県

市町村 保護者

必要な情報を確実に
保護者に提供するこ と が可能に

産科
医療機関

パンフ レッ ト
（ 様式）

保護者

事例 13（P129～） 

事例 18（P147～） 
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(イ) 精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査が必要となったこどもの保護者への説明

様式 

精密検査および先天性サイトメガロウイルス感染症検査が必要となったこどもの保護者に対

して、要再検査（リファー）の意味するところや精密検査および先天性サイトメガロウイルス

感染症検査の目的を十分に理解してもらうことは、３か月以内の精密検査、21 日以内の先天性

サイトメガロウイルス感染症検査受診を促すうえで非常に重要です。 

必要な情報（図表 34）が確実に伝わるように、説明様式を作成し産科医療機関に提供しま

す。 

実際に使われている様式（事例 14）や、「精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症

検査が必要となった児の保護者への説明様式例」（次ページ）を参考に、地域の実情にあった

様式を検討してください。 
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図表 34：精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査が必要となった児の保護者に伝

えるべき内容 

• 「要再検（リファー）」の意味： 

✓ 新生児聴覚検査では反応が不十分で、「きこえ」の状態が判断できなかったため、再度

新生児聴覚検査を行う（確認検査）か、専門の医療機関で、より詳しい検査を受ける必

要があること。 

✓ この結果が、必ずしも「きこえに異常がある」、「きこえにくい」ということを意味す

るわけではないこと（きこえに異常がなくても要再検（リファー）となる場合が一定数

存在すること）。 

• 精密検査を早期に受診することの重要性： 

✓ もし、きこえに異常があったとしても、早い時期から適切な医療や支援を行うことで、

こどもの発達を促せること。 

✓ そうした機会を逸しないためにも、精密検査を通してこどものきこえの状態を明らかに

する必要があること。 

• 精密検査が受けられる医療機関（精密検査機関） 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査を早期に受検することの重要性： 

✓ 先天性サイトメガロウイルス感染症への感染が、こどもの難聴の原因となっている可能

性があること。 

✓ 検査が陽性で症状が出ている場合、こどもの体内でウイルスが増殖するのを抑える抗ウ

イルス薬を服用することで、難聴の改善や進行の抑制などの効果が期待できること。 

✓ 検査が陽性である場合、難聴以外の様々な障害（発達障害等）の早期発見・早期介入に

繋がること。 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査が受けられる医療機関 

• 難聴に対して支援が必要と判断された場合の、療育・支援等の幅広い選択肢やロードマ

ップの見通し 

• わからないことや不安についての相談先 

✓ 都道府県の相談窓口（連絡先） 

✓ 市町村の相談窓口（連絡先） 

  

 

 

  

事例 14（P134～） 

事例 15（P137～） 
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精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査が必要となった児の保護者への説明様式例 

（自動 ABR による検査を受けた結果、要再検（リファー）となった場合） 

 

ちゃんの保護者の方へ 

 

精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査受診のお願い 

 

ちゃんは、  月  日（生後  日目）に行った「新生児聴寛検査」の結果、 

「要再検査：判定できないため、詳しい検査を受けてください」との結果が出ました。 

専門の医療機関で、以下の２つの検査を受けてください。 

 

① 「新生児聴覚検査」の精密検査 

きこえについてのより詳しい検査です。 

「新生児聴覚検査」の結果は、必すずしも「きこえに異常がある」、「きこえにくい」というこ

とを意味するわけではありません。 

生まれつき難聴がある赤ちゃんは、1000人のうち1～2人（0.1～0.2%)と言われていま

すが、この検査機器では1000人のうち10＝30人のお子さんが「要再検査」となることが知ら

れています。耳垢が詰まっていたり検査時に少し動いてしまったりするなど、検査時の赤ちゃんの

状態によってうまく検査できなかった可能性もあります。 

また、もしきこえに問題があったとしても、「新生児聴覚検査」ではどの程度のきこえなのかま

では判断できません。 

一方で、きこえに問題がある場合でも、早い時期から適切な医療や支援（「療育・支援」と呼ばれ

ます）を受けることで、お子さんの発達は促せます。 

療育・支援には、お子さんのきこえの状態に応じて、様々な方法があります。 

 

 

 

 

 

 

 

いずれの方法も、お子さんの状態を十分に理解した上で、専門家と一緒に進めていく必要があり

ます。ただ、上記のような、言葉の発達に影響を与える程度の難聴がある場 合には、早期（生後6

か月以内が一つの目安）に療育・支援を始めた方が望ましいとされます。 

まずは、専門的な診察と検査を受けることが大切です。 

  

例えば、言葉の発達に影営を与える程度の難聴がある場合・・・ 

⚫ 補聴器（晋通の大きさの声で話される会話が聞き取り難いときに、はっきりと聞くための

管理医療機器）によるきこえの改善 

⚫ 人工内耳（補聴器での装用効果が不十分な潟合に検討される人工臓器。手術とリハピリテ

ーションが必要となる）によるきこえの改善  

⚫ 手話等のコミュニケーション手法の獲得 
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② 先天性サイトメガロウイルス感染症検査 

「新生児聴覚検査」の精密検査が必要となったお子さんには、先天性サイトメガロウイルス感

染症検査（尿検査）を実施することが勧められています。 

先天性サイトメガロウイルス感染症に感染していることが、お子さんの難聴の原因となってい

る可能性があります。 

この感染症の有無を調べるための検査は、生後21日以内に受けていただくことが重要です。生

後21日を経過すると検査ができなくなったり、正確な判定が難しくなったりする場合があるため

です。 

検査が陽性で、症状がみられる場合には、お子さんの体内でウイルスが増殖することを抑える

抗ウイルス薬を服用することで、難聴の改善や進行の抑制などの効果が期待できるとされていま

す。 

また、検査が陽性である場合には、難聴以外にも、発達障害などさまざまな障害が生じる可能

性があり、早期に把握することで、発達支援やリハビリテーションなどの早期の支援につなげる

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

何か不明な点、不安な点があれば、市町村もしくは都道府県の窓口に相談してください。 

市町村相談窓口（母子保健担当）：xx-xx-xxxx 

都道府県専門相談窓口                           ：xx-xx-xxxx 

 

住所：            

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     電話番号：            

 

 

住所：            
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3.6.専門的な支援体制の整備 

市町村には、要支援児および保護者への継続した支援が期待されますが、市町村の担当者が、

必ずしも乳幼児の難聴について専門的な知識や技能を有しているわけではありません。また、難

聴対応可能な機関・施設など地域の資源の状況によっては、市町村単独では支援体制を用意する

ことが困難な場合もあります。都道府県では、難聴や地域における専門的な療育・支援に関する

情報を市町村に提供できるよう、情報収集を行うとともに相談窓口を設置するなどの体制整備が

必要となります。 

また、本相談窓口では、産科医療機関や市町村の担当者からの照会や相談にも対応します。 

都道府県には、市町村の現状を踏まえ、難聴児とその保護者が難聴発見から療育・支援開始ま

でに切れ目が生じないよう、中長期的な視点に立った支援体制の整備を検討する役割がありま

す。 

 

(ア) 支援が必要なこどもの保護者への専門的な相談対応 

こどもが「難聴（もしくはその疑い）がある」とされた保護者が抱える不安ははかり知れな

いものがあります。難聴や地域における療育・支援についての詳しい情報、専門的な支援が求

められた場合の、専門の相談窓口を設置し、保護者からの相談や照会への対応を行うことが望

まれます。 

その際、広域からの相談が可能となるよう、面接相談だけでなくメールや電話相談などを受

けられる体制が求められます。 

 

想定される 

担当者 

乳幼児の難聴について十分な知識を持つ言語聴覚士、看護師、 

助産師など 

 

検査に関わる医療機関や市町村の担当者から、支援が必要だと考えられる保護者に、この専

門の相談窓口を紹介してもらうと共に、要再検査（リファー）となった場合の説明資料にも相

談窓口について明記するなどして、相談窓口の周知に努めます。 

 

高度な専門性が求められる業務であるため、聴覚に関する治療や療育・支援の機能を持つ、

都道府県内の中核的な医療機関に委託することも可能です。 

また、乳幼児の難聴について十分な知識を持つ言語聴覚士、看護師、助産師などが専任の形

で従事する「専門の支援センター」を設置し、そのセンターが中核となって、要精密検査とな

った児や保護者への支援を行なっている静岡県（静岡県乳幼児聴覚支援センター）のような地

域もあります。 

 

(イ) 産科医療機関・市町村からの相談対応 

産科医療機関や市町村の担当者に対しても、聴覚に関する専門的な照会に対応すると共に、

地域の療育・支援機関との連携についての相談対応などの支援を行います。 

また、新生児聴覚検査に関する課題を吸い上げる窓口としての役割も期待されます。  

事例 16（P142～） 

 

 事例 17（P144～） 
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3.7.関係者の知識・スキルの底上げ 

新生児聴覚検査に関わる関係者が、その意義や検査に関する知識を持つと共に、地域において

新生児聴覚検査事業を円滑に推進するためのプロセスを十分に理解し、事業が適切に運営される

素地を整えます。 

 

(ア) 新生児聴覚検査事業実施のための手引書の作成 

地域の実情に応じた、具体的な手引書を作成します。作成にあたっては、協議会などの協力

を得ます。 

手引書には、「3.1.検査結果の情報集約のための仕組み作り」（P22〜参照）で触れた、管

内の関係機関が活用できる様式を掲載し、その活用方法や情報集約の仕組み・プロセスについ

て、具体的に説明します。 

また、「3.4.新生児聴覚検査の実施体制の整備」の「(ア) 医療機関などにおける検査実施体

制の把握と共有」（P38 参照）で説明した、地域の関係医療機関、支援の専門機関等のリスト

も掲載します。 

作成にあたっては、本手引書を参考にしてください。 

 

(イ) 関係者への研修の実施 

各関係機関の職員（図表 35）に対し、作成した手引書を基に研修を実施し、新生児聴覚検

査が適切に行われるようにします。 

特に、地域における情報集約の仕組みやプロセスについては丁寧に説明し、個別支援や新生

児聴覚検査事業評価のために必要な情報の共有が徹底されるよう努めます。 

 

図表 35：想定される研修対象者 

 医療機関関係者（産婦人科、小児科、耳鼻科などの医師、看護師、助産師、新生児

聴覚検査担当者、言語聴覚士、公認心理師、医療ソーシャルワーカー等） 

 保健所、保健センター、市町村職員等 

 療育・支援・教育関係者（特別支援学校を含む） 、保育士/幼稚園教諭、他 

 福祉担当者、児童相談所職員                  

等 

 

 

 

(ウ) 関係機関間における連携体制の構築 

関係機関間における、情報共有や連携の強化を図るため、定期的な会議等を開催します。 

  

事例７（P108～） 
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４．市町村が担う５つの役割 

 

 

4.1.検査結果の情報集約の実施（都道府県が整備した仕組みの運用） 

新生児聴覚検査や精密検査に関する情報は、現在多くの市町村で、保健師による、母子健康手

帳の確認や保護者への聞き取りによって把握されていることかと思います。一方で、保護者を起

点とした情報収集だけでは、必ずしも必要な情報を把握しきれないという課題も聞かれます。 

都道府県が整備する検査結果の情報集約のための仕組み（P22〜参照）を運用することで、医

療機関からの、より正確かつ迅速な情報の収集が可能となります。 

 

(ア) 情報共有のための様式およびプロセスの運用 

「3.1.検査結果の情報集約のための仕組み作り」（P22〜）を参照してください。 

 

(イ) 収集した情報の活用体制の整備 

医療機関から共有される、要再検査（リファー）となったこどもの情報や、その後の精密検

査の受診や先天性サイトメガロウイルス感染症検査の受検状況等を、日々の支援に活用するこ

とが期待されます。市町村の新生児聴覚検査の事業担当者と保健師が連携し、医療機関からの

情報と、保護者から得られる情報を突合しつつ支援を行う体制の構築が重要です。 

あわせて、一定の時点で検査結果が把握できているかを事業担当者が確認し、結果の把握が

できていない場合にはその旨を保健師に共有するなど、「検査結果の確認状況を把握する」体

制を整備することが望まれます。保健師はその情報を踏まえ、保護者への働きかけ等を通じ

て、早期に検査結果の把握に努めるなど、事業担当者と保健師が連携して把握状況の確認およ

び支援を行うことが、把握方法の一つとして考えられます。 

  

はじめに 

 都道府県による体制整備によって、医療機関をはじめとする関係機関からの情報共有が

進むことが期待されます。新生児聴覚検査の事業担当者と、保健師が連携を取りつつ、

そうした情報を活用することで、よりきめ細やかな支援が可能となります。 

 １自治体では課題を払拭しづらい状況にある小規模自治体（町村など）においては、近

隣自治体同士で連携して対応することも考えられます。 
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また、収集した情報をシステム等で一元管理することによるメリットも、以下のように聞か

れます。データの一元管理を行っていない自治体においては、今後の検討が望まれます。より

効果的な支援を行う上でも、情報をどのように管理・共有するかは重要な検討事項です。 

 

システムを用いて情報を一元管理している自治体の事例： 

システムを用いて情報を一元管理している自治体からは、「一元管理を行うこ

とで、保健師と事業担当者との情報の共有が容易になった」、「未受検児等をすぐ

に一覧化でき、網羅的な対応・支援が可能となった」といった声があがっていま

す。 

* 2019 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「新生児期および乳幼児期における聴覚検査の実施体制

に関する実態調査研究」全国市町村を対象としたアンケート調査より 

 

 

 

 

 

  

事例４（P96～） 

 

 事例 17（P144～） 
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4.2.新生児聴覚検査受検率 100％を目指す取り組み 

管内の新生児の受検率 100％を目指し、従前より、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等の機会を

活用しての未受検者の把握や受検勧奨など、様々な取り組みが行われていると思います。 

公費助成の実施や、都道府県による「3.1.検査結果の情報集約のための仕組み作り」（P22〜

参照）が進むことで、より徹底的・網羅的な未受検者への勧奨が期待されます。 

 

(ア) 公費助成の実施 

全ての保護者が、経済的負担を理由にこどもの検査を諦めることのない体制を整えること

は、新生児聴覚検査事業の入り口です。 

新生児聴覚検査に係る費用については、実施主体である市町村が公費負担を行い、保護者の

経済的負担の軽減を図ります。 

 

公費負担を行うことで、自治体として、保護者への受検勧奨をより積極的に行うことも可能

となります。 

また、産科医療機関からの検査費用の請求の際に、検査結果について報告してもらうこと

で、より迅速かつ正確に新生児聴覚検査の受診状況を把握できます（図表 36）。 

 

図表 36：産科医療機関から報告してもらう内容 

報告内容

（例） 

• 新生児の基礎情報（氏名・生年月日） 

• 保護者の基礎情報（氏名・住所・電話番号） 

• 検査実年月日（初回検査、確認検査） 

• 検査機器 

• 検査結果（初回検査、確認検査） 

• 他、特記すべき事項（在胎週数、出生時体重、その他） 

 

（確認検査の結果、要精密検査だった場合） 

• 精密検査の説明の有無 

• 保護者の結果に対する理解は十分か 

• 精密検査紹介先医療機関 

 

（初回検査・確認検査の結果、先天性サイトメガロウイルス感染症検

査の受検が必要だった場合） 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査の説明の有無 

• 保護者の検査の必要性に対する理解は十分か 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査紹介先医療機関 

事例１様式③’④’、事例 2 様式⑦、事例６様式⑫ 参照 

 

  事例 1（P69～） 

事例 2（P81～） 

事例６（P103～） 

事例 10（P118～） 
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(イ) 新生児聴覚検査についての啓発・情報提供 

様々な機会を活用し、新生児聴覚検査について普及・啓発を行います。 

母子健康手帳を交付する際は、行政と、生まれてくるこどもの保護者としての妊婦との最初

の接点であり、このタイミングで新生児聴覚検査がこどもにとって非常に大事な検査であるこ

とを周知します。また、母親学級、両親学級など母子保健事業の場でも、本検査の趣旨などに

ついて周知するよう努めます（図表 37）。 

 

図表 37：新生児聴覚検査について知らせるべき内容 

• 新生児の難聴について（発症頻度や、発症した場合の、その後の発達や社会生活への影

響の可能性など） 

• 早期発見、早期療育・支援の重要性（もし、きこえに異常があったとしても、早い時期

から適切な医療や支援を行うことで、こどもの発達を促せること） 

• 検査について（受検が可能な産科医療機関や検査方法など） 

• 検査費用に関わる公費助成について 

• 難聴があった場合の、取りうる幅広い選択肢とロードマップ 

• 地域の難聴のある乳幼児の早期支援のための専門機関（療育・支援機関、特別支援学校

（聴覚障害）幼稚部など）について 

• 疑問や不安を感じた際の相談先 

 

医療機関で新生児聴覚検査を説明する際に、必要な情報が漏れなく提供されるように、検査

の説明様式を作成して産科医療機関に配布している地域もあります。 

都道府県が作成する新生児聴覚検査のパンフレットや説明様式を活用してもいいでしょう

（事例 13、事例 18 参照）。 

 

 

 

 

  

事例 13（P129～） 

 

 事例 18（P147～） 
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(ウ) 新生児の受検有無の把握と未受検児の保護者への受検勧奨 

管内における新生児聴覚検査未受検児を把握し、その保護者に対して漏れなく受検勧奨を行

います。ここでも、保健師と新生児聴覚検査の事業担当者の連携が重要となります。 

 

保健師の役割：  

⚫ 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等、保護者と接する機会を通して、新生児聴覚検査

の受検状況とその結果を把握する。 

⚫ 未受検児の保護者には、その理由を確認するとともに、改めて新生児聴覚検査の重

要性を説明し、できるだけ早いタイミングでの受検を勧める。 

→その際、近隣地域で外来での検査が可能な医療機関を紹介する。 

• 勧奨後しばらくしたら、受検の有無とその結果を改めて確認する。 

 

新生児聴覚検査事業担当者の役割：  

⚫ 保健師の把握した新生児聴覚検査に関する情報を一元管理するとともに、産科医療

機関から提供された検査に関する情報との突き合わせを行い、未受検児の漏れがな

いかを確認する。 

⚫ 受検の確認が取れないこどもの保護者へは、保健師と連携を取りつつ、改めて受検

勧奨を行う。 

⚫ 定期的に未受検児を抽出し、継続して保護者への働きかけを行う。 

 

 

 

  

事例 17（P144～） 
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4.3.要精密検査となったこどもの保護者に対する確定診断までのフォローアップ 

新生児聴覚検査の受検率が向上しても、要精密検査となったこどもが精密検査を受けなけれ

ば、難聴の早期発見にはつながりません。早期支援の機会が失われないように、要精密検査とな

ったこどもの確実な精密検査受診を促し、ロードマップの時間軸に沿った支援を心がけます。こ

の段階では、「要精密検査とは、もう一度詳しい検査が必要であるということで、難聴の有無は

不明である。」という点を十分念頭において支援することが大切です。 

また、支援が難しいケースについては、都道府県の専門窓口（P37、46 参照）や精密検査機

関と連携しつつ、支援を行います。 

 

(ア) 要精密検査となったこどもの精密検査の早期受診に向けた支援 

要精密検査児とその保護者への支援においても、保健師と新生児聴覚検査の事業担当者との

連携が重要です。産科医療機関や精密検査機関から提供される情報と、実際の保護者の様子を

共有しつつ、大きく以下 3 つのステップに沿って支援を行います。 

 

ステップ１：新生児聴覚検査事業担当者 

⚫ 産科医療機関から（または都道府県経由で）提供された、要精密検査児に関する情

報を、保健師と共有する。 

【事前に共有することで役立つ情報】 

➢ 新生児聴覚検査、先天性サイトメガロウイルス感染症検査結果 

➢ 精密検査紹介先医療機関（適切な紹介がなされているか） 

➢ 保護者の理解や心理状態、他に考慮すべき情報など 

 

ステップ２：保健師 

⚫ 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等の機会を通して、要精密検査児のその後の受診状

況（受診有無やその予定など）や保護者の理解度、心理状態などを確認する。 

⚫ 保護者の不安に寄り添い心理的な支援を行いながら、必要に応じて、精密検査の重

要性（および、もしきこえに異常があったとしても、早い時期から適切な医療や支

援を行うことで、こどもの発達を促せること）を伝え、少しでも早い受診を促す。 

 

ステップ３：新生児聴覚検査事業担当者および保健師 

⚫ 対象児および保護者の状況を共有し、その後の支援について相談する。 

→必要に応じて、都道府県や精密検査機関にも状況を共有し、連携を取る。 

⚫ 要精密検査となったこどもの保護者に対しては、その後も継続して状況の把握を行

う。 
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参考：生後３か月以内に精密検査が受診されない主な理由とそれぞれの対応方法例 

他に優先すべき事象があるケース場合 

⚫ 重篤な合併症など他に優先すべき事象（NICU や医療的ケア児の長期入院など）がある： 

✓ 保護者の様々な不安に寄り添い、心理的な支援を行う。 

✓ 適切な精密検査時期は、主治医や専門医（耳鼻咽喉科医など）の判断に委ねる。 

 

本来であれば受診すべきタイミングでの受診が遅れているケース 

⚫ 検査結果や精密検査受診の重要性についての、保護者の認識不足： 

✓ 改めて、精密検査の重要性（および、もしきこえに異常があったとしても、早い時期か

ら適切な医療や支援を行うことで、こどもの発達を促せること）を伝え、遅くとも生後

３か月までの受診を促す。 

✓ 検査結果や聴覚障害に対する保護者の先入観が強いケースの場合、医療ソーシャルワー

カーや言語聴覚士等の専門職と連携しながら保護者への説明や受診勧奨を行う。 

 

⚫ 適切な精密検査機関が紹介されていないケース（精密検査機関以外の医療機関を受診し、保

護者は適切な対応を取っている認識でいる場合もある）： 

✓ 適切な精密検査機関の情報を提供し、受診を勧める。必要に応じて、都道府県の相談窓

口を紹介する。 

✓ 検査を実施した産科医療機関へも、適切な精密検査機関の紹介がなされていない旨をフ

ィードバックする。 

 

⚫ 保護者の心理的理由等から、精密検査を受けないまま時が経過してしまうケース： 

✓ 保護者の不安に寄り添い、心理的な支援を行いながら、精密検査の重要性（および、も

しきこえに異常があったとしても、早い時期から適切な医療や支援を行うことで、こど

もの発達を促せること）を伝え、少しでも早い受診に繋がるよう支援する。 

✓ 必要に応じて、より専門的な相談支援が可能な都道府県の相談窓口を紹介する。 

 

⚫ 精密検査を受けようにもなかなか予約がとれないケース： 

✓ 確定診断までの待ち時間が長くなり、保護者にとってつらい時間が継続するため、保護

者の不安に寄り添い、心理的な支援を行う。 

✓ 必要に応じて、より専門的な相談支援が可能な相談窓口につなげる。 

 

⚫ 保護者が転居を繰り返すケース： 

✓ 医療機関、保健センター、児童相談所、こども家庭センター、教育委員会など、関連機

関と情報共有・連携を図り、こどもの健康管理を総合的に支援する。 

✓ 複数の市町村に転居している場合は、転居先自治体への適切な引継ぎを行う。 
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⚫ 行政の介入を拒むケース： 

✓ 検査の重要性や早期発見・治療の必要性を丁寧に説明する。また、保健師や児童相談所

職員、医療機関職員が連携し、継続的な情報提供や面談を行うなど、保護者への繰り返

しの説明・説得を行う。 

✓ 医療機関、保健センター、児童相談所、こども家庭センター、教育委員会など、関連機

関と情報共有・連携を図り、こどもの健康管理を総合的に支援する。 

✓ 行政の介入を頑なに拒み、こどもの健康や福祉が著しく損なわれる恐れがある場合、必

要に応じて要保護児童対策地域協議会や児童相談所と連携し、家庭環境調査や必要な措

置（支援指導、場合によっては一時保護など）を検討するなど児童福祉法の視点からの

支援に繋げる。 

 

(イ) 精密検査の診断がなされるまでの保護者への支援 

新生児から乳児期の聴覚の評価は、専門的な技術を要し、最終的な診断がなされるまで時間

がかかる場合もあります。保護者にとっては、不安でつらい時間が継続するため、その間に医

療から脱落しないよう、市町村の母子保健担当者や保健師等が、乳児健診の機会や個別訪問、

電話連絡などを通じて定期的に声がけを行い、保護者の気持ちに沿った支持的なフォロー（傾

聴やねぎらいなど）を行います。 

精密検査の内容や結果、今後の医療的な見通し等に関する説明は、原則として精密検査を実

施する医師や言語聴覚士、聴覚専門医などの医療専門職が担い、市町村の母子保健担当者や保

健師等は、その説明内容を踏まえて保護者の不安や疑問に寄り添いながら支援を行います。こ

の際、医療的判断に踏み込んだ不用意な情報提供は避け、医療的説明は専門家に委ねることが

重要です。 

また、保護者の不安が大きい場合や、より専門的な相談支援が必要と判断される場合には、

市町村の母子保健担当者や保健師等が、難聴児支援に関する専門的な相談支援が可能な都道府

県の相談窓口や発達支援機関、療育・支援センター等へ円滑に紹介・連携を図ります。 

なお、児童虐待（ネグレクト等）対応の観点より、産科医療機関の専門職や市町村の保健師

の 2 者間において連携体制が構築されている場合も存在します。保護者支援が必要な場合には

市町村の保健師や療育・支援機関等に早期に情報提供するよう産科医療機関に依頼するなど、

既存の連携体制を活用しながら支援につなげる方法も考えられます。 

 

 

 

  
事例 17（P144～） 

 

 

事例 16（P142～） 
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4.4.確定診断後のフォローアップ 

診断が確定し療育・支援が必要とされた場合、確実に療育・支援に繋がっているかを見守る必

要があります。また、継続して、保護者の不安に寄り添った支援を行います。 

療育・支援機関や精密検査機関の専門家や、都道府県の専門的な相談窓口（P37、46 参照）

と連携を取りつつ、多方面から保護者を支えることが大切です。 

 

(ア) 精密検査の結果、療育・支援が必要であると判断された場合の支援 

事実を受け入れる過程で、保護者は様々な思いや不安を抱きます。 

そのため、こどもの難聴について心配で保護者の気持ちが揺れ動き、療育・支援に至るまで

に時間がかかってしまうこともありえます。また、例えば、一定の音や声には反応する中等度

の難聴の場合などにおいては、一方では療育・支援の必要性を理解できていても、他の家族や

周囲からの「きこえているから大丈夫」などの楽観的な意見に影響され、気持ちが揺れ動くこ

ともあります。家族の認識がそれぞれ異なるなど、特定の保護者（母親など）が家族の中で孤

立感を深めてしまう場合も考えられます。 

様々な状況があり得ることを念頭に置き、保護者の思いを傾聴し、支持的なフォローを心が

けます。また、乳児健診の機会などに、継続して療育・支援や定期通院の状態を確認するとと

もに、家族との関係にも気を配り状況の把握に努めます。 

 

こうした保護者の思いや状況を踏まえた具体的な支援方法について、以下に示します。 

 

⚫ 支援機関の紹介や中核機能との連携 

保護者にとって、適切な療育・支援に自ら繋がることは難しいと考えられます。生後 6 か

月以内に療育・支援を開始できるよう、地域の中核機能を有する機関と連携しながらこどもの

状態にあった療育・支援機関を紹介します。 

 

⚫ 経済的な不安に対する支援 

保護者にとって、医療や療育・支援に伴う経済的な負担も大きいと考えられます。関係機関

と連携の上、こどもの状況に応じて、医療費など公的助成制度や地域の母子保健事業、障害福

祉サービスの利用者負担などについて、保護者に情報を提供します。 

 

⚫ 必要に応じた発達に関する相談の実施 

難聴が原因となる発達や言語の遅れは、多くの場合、ある程度想定されますが、こどもによ

っては、難聴が原因とならない発達の遅れや課題を併せ持つ場合もあります。 

いずれの場合においても、きこえだけでなく発達検査や行動観察によって発達の状態を的確

に把握し、その状態に合わせた適切な子育てや療育・支援・相談を行うことが大切ですが、中

でも、発達の遅れや課題を併せ持つ場合には、保護者の心理を丁寧に捉えながら、発達に関す

る相談を行っていく必要があります。 

発達相談の担当者と連携を取りつつ、支援を進めます。 
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⚫ 先天性サイトメガロウイルス感染症検査陽性児への対応 

精密検査にて難聴の診断が確定している他、先天性サイトメガロウイルス感染症検査の陽性

判定が出ているこどもは、先天性サイトメガロウイルス感染症検査の精密検査を受検し、症状

が出ている場合には医療機関における治療を開始する必要があります。また、症状が出ていな

い場合でも医療機関における継続的なフォローが必要です。特に先天性サイトメガロウイルス

感染症検査の精密検査に対応していない機関にて先天性サイトメガロウイルス感染症検査の陽

性判定が出たこどもについては、切れ目なく治療等へ繋げられるよう、地域の医療機関と連携

しながら保護者に対する適切な医療機関の紹介や連携を行います。 

 

(イ) 精密検査の結果、難聴がなかった場合の保護者の心理への対応 

精密検査が必要とされても、精密検査の結果、最終的に問題なしとなる場合が過半数です。

結論が出るまで時間を要する場合もあるため、最終的に問題がないとされても、ほっとする反

面、「長期間に亘った検査やその間に感じた不安はなんだったのか」といった気持ち（不満、

怒り）が生じることもありえます。 

この体験が、以降の医療機関受診や健診を忌避することにつながらないよう、保護者の気持

ちを汲み取った支援が必要です。 

また、「きこえに気を取られすぎて、十分な愛情を注げなかった」との自責の念が生じるこ

ともあるため、支持的なフォローを心がけます。 

  

事例 17（P144～） 

 

 

事例 16（P142～） 
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4.5.初回検査・確認検査にてリファーとなったこどもの保護者に対する先天性サイ

トメガロウイルス感染症検査の受検推奨 

新生児聴覚検査の初回検査または確認検査にてリファー（要再検）となった場合、そのこども

が先天性サイトメガロウイルス感染症検査の受検できるよう、保護者への支援を行います。受検

時期が生後 3 週間を超えると、先天性感染と後天性感染の区別が困難となるため、早期に受検す

るよう促すことが必要です。ここでも、保健師と新生児聴覚検査の事業担当者の連携が重要とな

ります。 

なお、先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施や結果の把握については、以下 2 点に留

意の上で対応が必要です。 

⚫ 新生児聴覚検査の初回検査または確認検査にてリファー（要再検）となった児を対象に保

険診療として同検査を実施すること。 

⚫ 令和 6 年度改正の母子保健課長通知4により、市町村が新生児の訪問指導や乳児家庭全戸

訪問等の際に、母子健康手帳への記載内容の確認により同検査結果を把握するよう示され

ていること。 

 

保健師の役割：  

⚫ 新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等、保護者と接する機会を通して、新生児聴覚検査

の受検状況やその結果の確認と併せて、先天性サイトメガロウイルス感染症検査の

受検が必要な児の受検状況やその結果を把握する。 

⚫ 未受検児の保護者には、その理由を確認するとともに、先天性サイトメガロウイル

ス感染症検査の重要性を説明し、できるだけ早いタイミングでの受検を勧める。 

→その際、近隣地域で外来での検査が可能な医療機関を紹介する。 

⚫ 勧奨後しばらくしたら、受検の有無とその結果を改めて確認する。 

 

新生児聴覚検査事業担当者の役割：  

⚫ 保健師の把握した先天性サイトメガロウイルス感染症検査に関する情報を一元管理

するとともに、産科医療機関から提供された検査に関する情報との突き合わせを行

い、未受検児の漏れがないかを確認する。 

⚫ 受検の確認が取れないこどもの保護者へは、保健師と連携を取りつつ、改めて受検

勧奨を行う。 

⚫ 定期的に未受検児を抽出し、継続して保護者への働きかけを行う。 

 

また、精密検査受診票へ先天性サイトメガロウイルス感染症検査の検査結果の記載欄を設ける

ことにより、精密検査機関においても受検状況や結果の把握が可能となるとともに、未受検であ

った場合の受検勧奨や自治体との連携が可能となる。 

  

 
4 令和６年 12 日 27 日付こ成母第 791 号「新生児聴覚検査の実施について」１（１）①イ 
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1．体制整備における都道府県および市町村の役割の整理 
 

新生児聴覚検査では、乳幼児の難聴例を全て発見できるわけではありません。新生児期以降に

おいて徐々に発現する進行性難聴、中耳炎等に伴う難聴は、新生児聴覚検査では発見できませ

ん。そうした難聴を、乳幼児健康診査などで発見し、早期支援につなげる体制を整備する必要が

あります。 

 

市町村は、乳幼児の難聴の早期発見の重要性について広く保護者に啓発することで、家庭での

注意や異変への気づきを促すとともに、乳幼児健康診査等の母子保健事業（３〜４か月健康診査

や 1 歳６か月健康診査、３歳児健康診査、等）の場で難聴が疑われるこどもを拾い上げ、早期に

精密検査機関への受診を勧めることで難聴の早期発見を促します。 

また、新生児聴覚検査の結果が要再検（リファー）となっていたにもかかわらず、精密検査や

先天性サイトメガロウイルス感染症検査の受検に繋がっていないケースが見受けられます。受検

状況を確認した上で、乳幼児健康診査等において状況を確認した上で適切な機関へ繋げることが

必要です。 

 

乳幼児の難聴を発見するために、乳幼児健康診査において具体的に実施すべき内容について

は、図表 38 の通り、マニュアルがまとめられています。 

 

図表 38：乳幼児の難聴を発見するためのマニュアル 

3〜４か月

健康診査 

「乳幼児健康診査 身体診察マニュアル」第４節 ３～４か月児健康診査
参照（平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 乳幼児健康診査
のための「保健指導マニュアル（仮称）」および「身体診察マニュアル（仮
称）」作成に関する調査研究 国立研究開発法人 国立成育医療研究センタ
ー（平成 30 年 3 月）） 

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdf 

1 歳６か月

健康診査 

「難聴を見逃さないために １歳６か月児健康診査」 
（日本耳鼻咽喉科学会［現：日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会］ 福祉医

療 ・乳幼児委員会 2015 年 第 2 版） 

https://www.jibika.or.jp/uploads/files/committees/hearing_loss-

you.pdf 

３歳児 

健康診査 

「難聴を見逃さないために ３歳児健康診査」 
（日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会 福祉医療 ・乳幼児委員会 2015 年 

第 2 版 2023 年 11 月改訂） 

https://www.jibika.or.jp/uploads/files/hearing_loss-ai_3.pdf 

 

一方で、乳幼児健康診査等において難聴の疑いのあるこどもを見つけるだけでは十分ではな

く、その後、どのように早期支援に繋げていくかが重要であり、これは新生児聴覚検査と同様で

す。 

Ⅰ章では、新生児聴覚検査の体制整備における都道府県・市町村の役割を説明しました。乳幼

児健康診査においても、その発見のためのプロセスが異なるだけで、都道府県・市町村として把

握・管理すべき情報や、要支援児および保護者に対して行うべき支援は基本的には変わりませ

ん。 

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdf
https://www.jibika.or.jp/uploads/files/committees/hearing_loss-you.pdf
https://www.jibika.or.jp/uploads/files/committees/hearing_loss-you.pdf
https://www.jibika.or.jp/uploads/files/hearing_loss-ai_3.pdf
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本章では、乳幼児健康診査における難聴児発見のための体制整備における、都道府県および市

町村の役割（図表 39、図表 40）で、特に配慮すべき点をご説明します。 

 

図表 39：都道府県の４つの役割 

都道府県の 4 つの役割 本手引きページ 

① 検査結果を含めた情報集約のための仕組み作り P62〜 

② 取り組みの評価および推進施策の検討 P64 

③ 専門的な支援体制の整備 P64 

④ 関係者の知識・スキルの底上げ P65 

 

図表 40：市町村の３つの役割 

市町村の 3 つの役割 本手引きページ 

① 乳幼児健康診査等における難聴児発見のための取り組み P65 

② 難聴の疑いのあるこどもの保護者に対するフォローアップ P66 

③ 精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査未受検

のこどもの保護者に対するフォローアップ 

P67 
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２．都道府県の４つの役割 

 

都道府県の役割は、新生児聴覚検査の場合と同様、市町村の保健師を中心としたきめ細やかな

支援を実現するための体制整備です。 

 

2.1.検査結果を含めた情報集約のための仕組み作り 

乳幼児健康診査等における難聴児を発見するための取り組み（“きこえの確認”など）におい

て見つかった、難聴が疑われるこどもについても、新生児聴覚検査と同様に、精密検査機関の受

診やその検査結果を把握するための仕組みが必要です。 

 

(ア) 市町村における取り組みの実施体制の把握 

まずは、管内の市町村における、乳幼児健康診査等の場での難聴児発見のための取り組みの実

施状況をアンケートなどで把握します（図表 41）。 

特に、3〜４か月健康診査・1 歳６か月健康診査・３歳児健康診査においては、マニュアルに

沿った取り組みを行っているか、また、他のテストなどを実施しているか、などについても把握

します。 

 

図表 41：アンケート等で把握する項目 

（各月齢の乳幼児健康診査において） 

• 乳幼児健康診査等の場で行っている難聴児発見のための取り組み内容 

• 乳幼児健康診査の対象となるこどもの数 

• 難聴児発見のための取り組み（“きこえの確認”など）を行ったこどもの数 

• その結果発見された、難聴が疑われるこどもの数 

• 精密検査の受診状況および診断結果 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査の受検状況および検査結果 

• その後の状況 

 

(イ) 情報共有のための様式およびプロセスの整備 

新生児聴覚検査と同様に、乳幼児健康診査で発見された難聴疑いのこどもについても、精密

検査機関から市町村または都道府県へ、受診や検査結果に関する情報が提供される仕組みを整

備します。 

精密検査機関からの情報提供は、新生児聴覚検査と同じ仕組み（「3.1.検査結果の情報収集

のための仕組み作り」の「（ア）情報共有のための様式の整備）」、図表 14（P24 参照））

を活用するとよいでしょう。 
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(ウ) 関係機関における情報共有のための同意の取得 

精密検査の結果やその後の療育・支援の状況まで含めて、関係機関で情報の共有を図るため

には、できるだけ早い段階で保護者に聴覚検査に関する一連の個人情報の取り扱いについて説

明し、同意を取得することが大切です。 

可能であれば、精密検査の受診時に、検査結果を市町村・都道府県・精密検査機関で共有す

ることや、診療（療育・支援）情報の照会がなされうることまで含めて同意を取得する体制を

整えると、その後の支援がスムーズです（図表 42）。 

都道府県で「説明・同意文書」の様式を作成し、精密検査機関に保護者からの同意取得を依

頼するなどして、関係機関間で必要な情報の共有が可能な体制を整えましょう（「3.1.検査結

果の情報収集のための仕組み作り」、「（エ）関係機関における情報共有のための同意の取

得」（P30〜参照））。 

 

図表 42：同意取得のタイミング 

 

 

(エ) 関係機関への情報共有 

乳幼児健康診査等における難聴児発見のための取り組み（“きこえの確認”など）によって

難聴が疑われる、新生児聴覚検査（初回検査または確認検査）の結果がリファー（要再検）で

あったものの、先天性サイトメガロウイルス感染症検査を未受検であることが判明するなど、

支援が必要なこどもや保護者については、新生児聴覚検査で発見された難聴（疑い）児の場合

と同様に、支援の中で把握した情報や気がかりな点などは、保護者の同意を得た上で、精密検

査機関や療育・支援機関と共有し、専門機関と自治体が密接に連携しつつ、こどもや保護者の

支援を行うための体制を整えます。 

 

  

乳幼児及び保護者

精密検査
（精密検査機関）

療育・支援
（療育・支援機関）

受診 受療

受診時に、一連の情報を
関係者へ共有するための

同意を取得するのが
望ましい

必要に応じた支援
（市町村/都道府県）

難聴の発見～療育の流れ

乳幼児健診における
難聴疑いの

子どもの発見
～精密検査機関

受診の勧め（市町村）
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2.2.取り組みの評価および推進施策の検討 

乳幼児健康診査等における難聴児発見のための取り組みについても、都道府県として情報を集

約し、取り組みの評価を行うとともに、課題を検討します。 

課題の検討には、協議会（新生児聴覚検査推進協議など）を活用するといいでしょう（「3.2.

新生児聴覚検査に関する事業評価と検査を推進するための施策の検討」（P32〜参照））。 

 

(ア) 集約したデータの分析と事業評価 

分析すべき事がらは、基本的には新生児聴覚検査と同様です（図表 43）。 

 

図表 43：分析すべき事がらと、確認・検討ポイント 

乳幼児健康診査等に

おける難聴児発見の

ための取り組みの実

施状況 

• 管内の市町村において、乳幼児健康診査等における難聴児発見

のためにどのような取り組みが実施されているか 

• 取り組みの対象児数 

• 上記取り組みにおいて発見された難聴疑いのこどもの数 

精密検査の受診状況 

（新生児聴覚検査と同様。P32、図表 23 参照） 

先天性サイトメガロ

ウイルス感染症検査

の実施状況 

療育・支援の状況 

 

(イ) 協議会（新生児聴覚検査推進協議会など）の活用 

取り組みを推進する上での課題および施策の検討の場としては、新生児聴覚検査の関係機関

からなる協議会（新生児聴覚検査推進協議会など）を活用します。 

 

(ウ) 日々の運用における関係機関との連携・フィードバック体制の整備 

乳幼児健康診査等における難聴児発見のための取り組みにおいても、何らかの課題や検討が

必要な事項が生じた場合に、各関係機関と連携が取れる体制（連絡窓口やフローの明確化）は

必要です。 

新生児聴覚検査における連携体制と同様に、事前に協議会等において検討を行います。 

 

2.3.専門的な支援体制の整備 

乳幼児健康診査における“きこえの確認”等によって難聴が疑われたこどもおよび保護者への

相談対応や、市町村からの相談対応も、乳幼児聴覚検査と同様に必要です。 

乳幼児聴覚検査体制整備事業において整備する「専門の相談窓口」（P37、46 参照）が、乳

幼児健康診査等における難聴児発見のための取り組みにおいても同様に、そうした役割を担うこ

とが期待されます。  
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2.4.関係者の知識・スキルの底上げ 

市町村の担当者などに対し、乳幼児の難聴を発見するための取り組みが適切に行われるための

研修を実施します。 

特に、3〜４か月健康診査・1 歳６か月健康診査・３歳児健康診査においては、図表 38

（P60）で示したマニュアルに沿って取り組みが徹底されることを目指します。 

 

３．市町村の３つの役割 

 

乳幼児健康診査における難聴児発見のための体制整備において市町村が担う役割としては、ま

ず、乳幼児健康診査等における難聴児発見のための具体的な取り組み（“きこえの確認”など）

の導入・実施があげられます。 

もちろん、難聴の疑いのあるこどもを見つけるだけでは十分ではありません。その後の個別支

援のために必要な体制は、基本的には新生児聴覚検査と同様です。 

 

3.1.乳幼児健康診査等における難聴児発見のための取り組み 

(ア) 乳幼児健康診査等における難聴児を発見するための取り組みの実施 

乳幼児健康診査（特に、3〜４か月健康診査・1 歳６か月健康診査・３歳児健康診査）等にお

いて、難聴児を発見するための取り組み（“きこえの確認”など）を実施します。 

3 か月健康診査・1 歳６か月健康診査・３歳児健康診査の際に実施する内容および判定方法に

ついては、図表 38（P60）のマニュアルに従ってください。 

 

(イ) 難聴児発見のための取り組みについての啓発・情報提供 

乳幼児健康診査の場やその案内などの機会を活用し、保護者に対して、乳幼児期に難聴児を

発見することの重要性や、普段からこどものきこえに気を配る必要があることなどについて、

十分に理解できるように周知します（図表 44）。 

こうした情報提供の際には、保護者の不安の軽減を図るため、いつでも相談が可能な問い合

わせ先・相談先等についても併せて周知することが重要です。 

 

図表 44：保護者に伝えるべき内容 

• 乳幼児の難聴について（発症頻度や、発症した場合の、その後の発達や社会生

活への影響の可能性など） 

• 早期発見、早期療育・支援の重要性（もし、きこえに異常があったとしても、

早い時期から適切な医療や支援を行うことで、こどもの発達を促せること） 

• 乳幼児健康診査などにおける難聴児発見のための取り組み（“きこえの確認”

など）について 

• 保護者が行えるささやき声検査について 

• 疑問や不安を感じた際の相談先（市町村や都道府県の相談支援窓口、当事者団

体など） 
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3.2.難聴の疑いがあるこどもの保護者に対するフォローアップ 

こどもの難聴が疑われる場合には、早い段階での精密検査機関の受診を促すとともに、その後

も継続して状況を確認し、必要に応じた支援を行います。 

 

(ア) 難聴の疑いのあるこどもの精密検査の早期受診に向けた支援 

乳幼児健康診査等における難聴時発見のための取り組みの結果、こどもの難聴が疑われる場

合には、保護者に精密検査機関の受診を勧めます（判定方法は、図表 38（P60）のマニュアル

を遵守してください）。その際、具体的な精密検査機関名を伝えるとともに、以下の内容につい

ても十分に説明しましょう（図表 45）。 

 

図表 45：保護者に説明すべき内容 

• 乳幼児の難聴について（発症頻度や、発症した場合の、その後の発達や社会生

活への影響の可能性など） 

• 早期発見、早期療育・支援の重要性（もし、きこえに異常があったとしても、

早い時期から適切な医療や支援を行うことで、こどもの発達を促せること） 

• 難聴があった場合に取りうる幅広い選択肢とロードマップ 

• 現時点では、あくまで詳しい検査が必要であるということで、難聴の有無は不

明であること（過度な不安を与えないように注意する） 

• 精密検査が受けられる医療機関（精密検査機関）名 

• 疑問や不安を感じた際の相談先（市町村や都道府県の相談支援窓口、当事者団

体など） 

 

また、その後も戸別訪問や電話連絡等で、継続して状況を把握することが重要です。 

 

(イ) 精密検査に関する情報の収集および活用体制の整備〜その後の支援 

精密検査機関からの情報共有の仕組み（「3.1.検査結果の情報集約のための仕組み作り」

（P22〜参照））が整っている場合には、新生児聴覚検査と同様に、共有された情報を基に市

町村の乳幼児健診事業担当者と保健師が連携しつつ支援を行うことが重要です。 

 

また、精密検査機関の受診から、確定診断後の療育・支援に繋げる支援までも含めて、都道

府県の専門窓口を始めとする関係機関と連携を取りつつ進めるのは、新生児聴覚検査と同様で

す。地域全体としての支援を行う体制を整えます。 
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3.3.先天性サイトメガロウイルス感染症検査未受検のこどもの保護者に対するフォ

ローアップ 

新生児聴覚検査の結果が要再検（リファー）となっていたにもかかわらず、精密検査や先天性

サイトメガロウイルス感染症検査の受検に繋がっていないケースが見受けられます。乳幼児健康

診査等において受検状況を確認した上で適切な機関へ繋げることが必要です。 

 

(ア) 精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査の早期受診に向けた支援 

乳幼児健康診査等において、新生児聴覚検査の結果が要再検（リファー）となっていたにも

かかわらず、精密検査や先天性サイトメガロウイルス感染症検査の受検に繋がっていないことが

判明した場合は、早期に精密検査機関を受診すること、および先天性サイトメガロウイルス感染

症検査機関等を受診して未受検について相談することを保護者に勧めます。その際、具体的な検

査機関名を伝えるとともに、以下の内容についても十分に説明しましょう（図表 46）。 

 

図表 46：保護者に説明すべき内容 

• 乳幼児の難聴について（発症頻度や、発症した場合の、その後の発達や社会生活へ

の影響の可能性など） 

• 早期発見、早期療育・支援の重要性（もし、きこえに異常があったとしても、早い

時期から適切な医療や支援を行うことで、こどもの発達を促せること） 

• 難聴があった場合に取りうる幅広い選択肢とロードマップ 

• 現時点では、あくまで詳しい検査が必要であるということで、難聴の有無は不明で

あること（過度な不安を与えないように注意する） 

• 精密検査が受けられる医療機関（精密検査機関）名 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査が受けられる医療機関名 

• 疑問や不安を感じた際の相談先（市町村や都道府県の相談支援窓口、当事者団体な

ど） 

 

また、その後も戸別訪問や電話連絡等で、継続して状況を把握することが重要です。 

 

(イ) 精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査に関する情報の収集および活用体制の整

備〜その後の支援 

精密検査機関および先天性サイトメガロウイルス感染症検査実施機関からの情報共有の仕組

み（「3.1.検査結果の情報集約のための仕組み作り」（P22〜参照））が整っている場合に

は、新生児聴覚検査と同様に、共有された情報を基に市町村の乳幼児健診事業担当者と保健師

が連携しつつ支援を行うことが重要です。 

 

また、精密検査機関の受診から、確定診断後の療育・支援に繋げる支援までも含めて、都道

府県の専門窓口を始めとする関係機関と連携を取りつつ進めるのは、新生児聴覚検査と同様で

す。地域全体としての支援を行う体制を整えます。
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本手引きでは、体制整備の好事例として、以下をご紹介します。 

 

 

事例１．産科医療機関および精密検査機関から市町村への情報集約（高知県） 

事例２．都道府県による支援のために必要な情報集約（岡山県） 

事例３．聴覚障害児支援のための情報共有システムとハイリスク妊産婦保健・医療連携事業を

活用した検査実施状況・検査結果の一元的把握と早期支援へのつなぎ（石川県） 

事例４．管理支援システムを活用した情報連携と精度管理（静岡県） 

事例５．「養育支援ネット」を活用した医療と保健の連携と新生児聴覚検査後のフォロー 

（兵庫県） 

事例６．産科医療機関における同意の取得 - 市町村への実績報告の流れ -（長崎県） 

事例７．新生児聴覚検査要再検（リファー）児にかかる先天性サイトメガロウイルス感染症の

早期発見・治療体制整備の取組（兵庫県） 

事例８．事業評価および新生児聴覚検査推進協議会における検討（静岡県） 

事例９．医療機関等における検査実施体制の把握と共有（新潟県） 

事例 10．集合契約方式による新生児聴覚検査対応医療機関の確保と把握（埼玉県） 

事例 11．産婦人科医会と連携した新生児聴覚検査の検査状況の把握および精度管理（埼玉県） 

事例 12．検査機関の拡大 - 聴覚検査機器の購入補助 -（静岡県） 

事例 13．普及・啓発のための資材の作成 

 事例 13-1．啓発リーフレット（静岡県） 

 事例 13-2．啓発チラシ（新潟県） 

事例 14．精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査受診の説明文書の作成（高知県） 

事例 15．新生児聴覚検査と先天性サイトメガロウイルス感染症検査を踏まえた保護者への説

明と産科での結果通知の工夫（石川県） 

事例 16．乳幼児聴覚支援センターの設置と強化（静岡県） 

事例 17．新生児聴覚検査の結果確認と療育・支援につなげるまでのフォロー体制（神戸市） 

事例 18．保護者・医療機関等への啓発用資材の作成（神戸市） 

 

 

 

 

  事例集 
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事例１．産科医療機関および精密検査機関から市町村への情報集約 

（高知県） 

1. 新生児聴覚検査〜精密検査機関への情報提供までの流れ 

高知県では、平成 29 年 4 月 1 日より県内の全市町村で公費助成（初回検査および確認検査費

用全額）が導入されたことを機に、県内の産科医療機関から市町村へ新生児聴覚検査の結果が報

告される仕組みを整えました。 

 

新生児聴覚検査の説明時に、結果（先天性サイトメガロウイルス感染症検査を受検した場合、

その結果も含む）が市町村・産科医療機関・精密検査機関で共有されることや、精密検査機関

（高知大学医学部附属病院・高知県立療育福祉センター）と療育機関（高知県立療育福祉センタ

ー）間において診療（療育）情報の照会がされることを記載した同意書を保護者から取得するこ

とで、関係機関における情報の共有が可能となりました。その際に使用する検査の説明書と申込

書兼同意書は、県内で様式を統一し、産科医療機関へ提供されています（図表 47）。 

また、結果の報告についても様式を統一し（図表 48）、要精密検査となった場合には、産科

医療機関から精密検査機関および市町村へ、必要な情報が FAX にて迅速に提供されるプロセスを

整備しました（図表 49）。 

  

図表 47：検査の説明書と同意書（産科医療機関での検査説明時に使用） 

(1) 検査の説明書（様式①） 

(2) 申込書兼同意書（様式②） 

 

図表 48：受診票一式（６枚綴り）（母子保健手帳交付時に妊婦に配布） 

(1) 新生児聴覚検査受診票（1 回目）（様式③） 

(2) 新生児聴覚検査請求書兼結果報告書（1 回目）（様式③’） 

(3) 新生児聴覚検査受診票（再検査）（様式④） 

(4) 新生児聴覚検査請求書兼結果報告書（再検査）（様式④’） 

(5) 新生児聴覚検査連絡票（FAX 送信票）（様式⑤） 

(6) 診断情報提供書（様式⑥） 

※１回目=初回検査、再検査=確認検査 

※5 および 6 は要精密検査判定の場合に使用 

 

2. 精密検査機関からの検査結果に関する状況提供 

高知県では、年に 2 回、市町村から精密検査機関に、生後６か月以上の精密検査対象児に関す

る状況照会を行っています。精密検査実施後の状況（検査結果や要フォロー保護者など）の情報

が提供されます。 
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図表 49：高知県における情報の流れ 
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高知県「新生児聴覚検査 説明書」（様式 ①）1/2 

 

 

  

【新生児聴覚検査の説明文書 みほん】 

※県外の方の里帰り分娩等で、自己負担で受検される方については、この説明書に準じた形で内容を作成

して活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「要精密検査」と判定された場合に、尿のサイトメガロウイルス検査（尿の中にウイルスの核酸というもの

があるかどうかを調べる検査）を実施することが勧められています。サイトメガロウイルスによってきこえの問

題がおこる場合がありますが、この検査は生後 3 週以内に行う必要があります。そのため、きこえの精密検査に

先立って入院中に検査を実施するものです。退院前に尿の検査をして、退院後外来に予約をしていただき結果を

お伝えします。 

 

 

 赤ちゃんが眠っている間に小さな音を聴かせて、脳から出る微弱な反応波を検出し、正常な波形と

比較することにより、自動的に判定を行う耳の検査です。 

 数分間で安全に行える検査で、赤ちゃんは何の痛みも感じませんし、副作用もありません。また、

薬も使いません。検査結果は「パス」あるいは「リファー（要再検）」のいずれかで、出産の入院中に

わかります。 

 １回目に「要再検（リファー）」となった場合は、耳の中（中耳というところ）に水がたまっていて

音が十分に届かずパスしなかった場合が多いので、２日後以降にもう1度検査（再検査）を行います。 

 再検査の結果が「リファー」となった場合は、「要精密検査」と判定されます。この場合、自動的に

判定を行う耳の検査ではきこえの状態を判断できなかったため、専門機関で詳しい聴力検査を受けて

きこえを確認することが必要となります。精密検査が必要と判断されることが直ちに音がきこえてい

ないことを意味するものではありません。専門機関は検査を実施した医療機関から紹介します。 

赤ちゃんのきこえの検査（新生児聴覚検査）について 

－保護者の方へー 

 

 

 

赤ちゃんの健やかな成長はみんなの願いです。 

生まれてくる赤ちゃんの 1,000 人のうち，1～2 人は、耳のきこえに障害を持っているといわれ

ています。その場合には、早く発見して、適切な援助をしてあげることが赤ちゃんのことばと心の

成長にとても大切です。 

○○市町村では、生まれた赤ちゃんの耳のきこえの検査を公費負担で実施しています。検査は、

高知県内の出産を取り扱う医療機関で実施します。 

生まれた時のきこえを確認するため、この検査を受けられることをお勧めします。 

出生時、出産した母親の住民票が○○市町村にあり、「新生児聴覚検査（きこえの検査）申込書

兼同意書」で申し込みをされた場合には、新生児聴覚検査費用の全額を○○市町村が負担します。

個人負担はありません。（精密検査については、健康保険と乳幼児医療費助成の適用で無料となり

ます。） 

どんな検査ですか？ 



 

 

72 

高知県「新生児聴覚検査 説明書」（様式①）２/2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生まれた時から耳のきこえに問題がある場合、できるだけ早く療育を始める必要があり

ます。きこえの問題の発見は検査をしないとわからないため、検査を受けることが望まし

いです。 

検査を受ける必要が 

あるのですか？ 

 検査に「パス」した赤ちゃんの場合でも、成長の過程で中耳炎やおたふくかぜなどのい

ろいろな原因できこえが悪くなる場合もあります。耳のきこえに問題のある、小学校にあ

がるまでのお子さんのうち、６割は生まれた時からきこえに問題がありますが、残りの４

割は生後数か月以降からきこえの問題がおこっています。 

 結果をお知らせする時にお渡しする「乳児のきこえの発達 チェック項目」と題したチ

ェックリストを参考にして、今後もお子さんのきこえの発達を確認してください。このこ

とは耳のきこえだけでなく、お子さんの健やかな成長を見守る上でも大切ですのでぜひ行

ってみてください。 

検査に「パス」した場合は、一生、耳

のきこえは心配ありませんか？ 

保護者の方は、「新生児聴覚検査（きこえの検査）申込書兼同意書」（産科医療機

関でお渡しします。）をお読みいただき、ご署名の上、出産で入院中に医療機関へ

提出してください。検査の結果については、他の目的に使用することはありません。

また、検査を受けない場合でも医療上の不利益が生じることはありません。 
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【新生児聴覚検査申込書兼同意書 みほん】 
※県外の方の里帰り分娩等で、自己負担で受診される方については、この説明書に準じた形で内容を作成

して活用ください。 

 

新生児聴覚検査（きこえの検査）申込書兼同意書 

 

母の氏名               母の生年月日  昭和・平成  年   月   日 

 

新生児氏名              新生児生年月日    令和  年   月   日 

（決まっていれば）  ※出産前に申し込みすることもできます。その場合は空欄でお願いします。 

 

記 

１．検査の申し込みについて 

・この「新生児聴覚検査（きこえの検査）申込書兼同意書」の内容に同意の上署名し、新生児聴覚検査を実施す

る医療機関に提出することによって、検査の申し込みとします。 

・検査（及び再検査）の実施前であれば、いつでも検査申し込みを撤回することができます。この検査を申し込

まない、あるいは申し込みを撤回した場合でも、通常の診療で不利益をこうむることはありません。 

 

２．検査について 

・この検査は、新生児期（生まれた時）のきこえの問題を発見するために行われます。小学校にあがるまでに難

聴が発見されるお子さんのうち、新生児期に難聴があるお子さんは６割とされています。残りの４割は新生

児期には難聴がなく、生後数か月以降に難聴が現れます。 

・新生児期にきこえの問題がある子どもは1,000人に１～２人とされており、その場合できるだけ早く療育を開

始する必要があります。 

・検査は自動聴性脳幹反応検査（自動ABR）という方法で、音が脳まで伝わっているかどうか電気信号を検出し

て調べるものです。検査の通過をパス、通過しない場合をリファーといいます。哺乳直後などの熟睡時に行

い数分程度で終了します。からだに傷がつかない安全な検査です。 

・初回の検査でリファーになる場合がありますが、耳の中（中耳というところ）に羊水がたまっていておこる場

合が多いので、日をあけて再検査（確認検査）を行います。初回の検査結果がリファーになったというだけ

で精密検査になることはありません。検査の結果がパス（反応あり）の場合でも成長に従ってきこえの状態

を確認し、乳幼児健診を受けましょう。 

 

３．精密検査について 

・再検査をしてもリファーになった場合は自動聴性脳幹反応検査（自動ABR）ではきこえの状態を判断できない

ため、精密検査が必要となります。精密検査が必要と判断されることが直ちに音がきこえていないことを意

味するものではありません。 

・高知県内では、新生児聴覚の精密検査は高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科（以下高知大学）及び高知県立療

育福祉センター、二次検査機関である幡多けんみん病院で実施しています。 

・新生児聴覚検査を実施した医療機関では、居住地や保護者の意向等から精密検査等機関に紹介し、精密検査を

依頼します。 

・精密検査では、詳しいきこえの検査や耳鼻咽喉科診察などが行われます。場合によって精密検査機関から高知

県立療育福祉センターに紹介され、引き続き検査などを行う場合があります。 

・精密検査の結果、定期的に診療（療育）や検査が必要となる場合は、高知大学又は高知県立療育福祉センター

への通院（通所）を引き続きお願いすることとなります。 
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４．尿のサイトメガロウイルス検査について 

・令和６年から、精密検査が必要となったお子さん（再検査をしてもリファーになった場合）には尿のサイトメ

ガロウイルス検査を実施することが勧められています。詳しくは、検査が必要となった場合に説明いたしま

す。 

 

５．検査結果の報告、連絡と検査（診療）情報の保管について 

・検査結果は法律に基づいて検査実施医療機関に３年間以上保管されます。また、「新生児聴覚検査（きこえの

検査）申込書兼同意書」及び「新生児聴覚検査受診票」は検査実施医療機関に保管されます。 

・検査結果は新生児聴覚検査を実施した医療機関から住所地の市町村に報告され、「新生児聴覚検査費請求書兼

結果報告書」が市町村に保管されます。精密検査の対象となった場合は、市町村から訪問や相談などの支援

が実施されます。 

・精密検査の結果は、精密検査を実施した機関から新生児聴覚検査を実施した医療機関に紹介の返信として連絡

されるとともに、訪問や相談などの支援を実施している市町村から結果についてお問い合わせをすることが

あります。 

・将来きこえの検査が必要となり高知大学又は高知県立療育福祉センターを受診した場合に、新生児聴覚検査に

関する情報（検査受検の有無、検査結果など）について、高知大学又は高知県立療育福祉センターから市町

村に対して情報の照会を行う場合があります。また、高知大学から紹介されて高知県立療育福祉センターに

て診療（療育）を受けている時は、要精密検査となったお子さんのきこえの状態がどうであったかを最終的

に確認するために、高知大学と高知県立療育福祉センターが相互に診療（療育）の情報を照会することがあ

ります。 

・取り扱われる個人情報は、氏名、住所、生年月日、性別のほか、診療・相談・療育に必要な最低限の医学情報

に限られます。 

・検査結果には、４の尿のサイトメガロウイルス検査を実施した場合には、その結果も含まれます。 

 

６．個人情報の取り扱いについて 

・個人情報は厳格・確実に保護され、「５．検査結果の報告，連絡と検査（診療）情報の保管について」の目的

に沿って使用し、目的以外に使用されることはありません。なお、個人が特定されない形で統計的に処理さ

れた情報は、検査実施結果、精密検査実施結果として高知県に報告されます。 

 

７．診療費用の負担について 

・市町村では、新生児聴覚検査の「検査」「再検査」に係る費用を負担します。 

・精密検査紹介前に行われる尿のサイトメガロウイルス検査は、保険適用となるため健康保険と乳幼児医療費助

成で行われ、無料です。 

 医療機関の長 様 

 

新生児聴覚検査（きこえの検査）の説明を受け、上記１～７を確認し、同意の上、検査を 

申し込みます。 

   令和  年  月  日  保護者署名（自署）        児との続柄： 
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医療機関コード　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　年　　月　　日　　　　

　　　　

ふりがな 性　別

保護者氏名
（母の氏名）

　 　 (                 )

  　　　　　　年　　　月　　　 日 日齢 日

その他
担当者名

（保護者の方へ）
○この受診票は，高知県外では使用できません。
○この受診票は，1回目の検査で使用するものです。
○検査は生後2～4日目に検査を行いますので，入院時に母子健康手帳とともにご持参ください。

（医療機関保存用）

自動ABR検査結果
　　右　パス（反応あり）　　　リファー（要再検査）

　　左　パス（反応あり）　　　リファー（要再検査）
判定

1回目検査の結果判定
によって，右記のこと

を行ってください。

下記のことを実施し，　実施した場合は□に✔を入れてください。

□　新生児聴覚検査実施に当たって，保護者への説明と同意書の受理

□　正常の場合，結果を説明し検査結果を母子健康手帳に貼付

□　再検査となった場合は，2日後以降に再検査を実施

お名前が決まっていたら，ご記入ください。

電話番号

第1回　検査実施日

医師名

新生児氏名 男　・　女 　　　　年　　　月　　　日生　

住　　所

正常　（両耳パス)

要再検査（両耳　リファー)
（右・左　リファー)

特記事項

・在胎週数（　　　　　）週　　出生時体重（　　　　　　　　　）ｇ

・その他特記事項

新生児聴覚検査受診票

下記　新生児の聴覚検査を依頼します。

負担者番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　          　　　円

　生年月日

　委託医療機関長　様

○○市町村長　

○○市町村外に住民票を移された場合は，この受診票を使用することができません。

○○市町

１回目
受診票有効期間 児の1歳の誕生日の前日まで

みほん
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高知県「新生児聴覚検査請求書兼結果報告書（1 回目）」（様式 ③’） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療機関コード　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　年　　月　　日　　　　

所   在  地
　　　　 医療機関名

氏         名 　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　下記のとおり新生児聴覚検査の結果を報告します。

ふりがな 性　別

保護者氏名
（母の氏名）

　    (              )　　　　　

年 月 日 日齢 日

その他
担当者名

（医療機関の方へ）
○医療機関は1ヶ月分をまとめて，翌月の10日までに高知県国保連合会に提出してください。

（検査料請求用兼検査結果報告用）

自動ABR検査結果
　　右　パス（反応あり）　　　リファー（要再検査）

　　左　パス（反応あり）　　　リファー（要再検査）
判定

1回目検査の結果判定
によって，右記のこと

を行ってください。

下記のことを実施し，　実施した場合は□に✔を入れてください。

□　新生児聴覚検査実施に当たって，保護者への説明と同意書の受理

□　正常の場合，結果を説明し検査結果を母子健康手帳に貼付

□　再検査となった場合は，2日後以降に再検査を実施

電話番号

第1回　検査実施日

医師名

　　○○市町村長　様

新生児氏名 男　・　女 　　　　年　　　月　　　日生　

住　　所

正常　　（両耳パス)

要再検査（両耳　リファー)
（右・左　リファー)

特記事項

・在胎週数（　　　　　）週　　出生時体重（　　　　　　　　　）ｇ

・その他特記事項

新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書

負担者番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

　生年月日

お名前が決まっていたら，ご記入ください。

○○市町村外に住民票を移された場合は，この受診票を使用することができません。

○○市町

１回目
受診票有効期間 児の1歳の誕生日の前日まで

みほん
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高知県「新生児聴覚検査受診票（再検査用）」（様式 ④） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療機関コード　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　年　　月　　日　　　　

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふりがな 性　別

保護者氏名
（母の氏名）

    　(                 )　　　　　

年 月 日

年 月 日 日齢 日

（シリーズ名

その他
担当者名

（保護者の方へ）
○この受診票は，再検査で使用するものです。高知県外では使用できません。

（医療機関保存用）

自動ABR検査結果
　　右　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）

　　左　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）
判定

再検査結果で
要精密検査となった場合

下記のことを実施し，　実施した場合は□に✔を入れてください。
　
□　母子健康手帳に結果を貼付
□　聴覚の検査結果の説明

□　尿サイトメガロウイルス検査の説明
□　尿サイトメガロウイルス検査の実施

□　聴覚の精密検査について説明
□　精密検査・二次検査機関の選定
　　 高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・高知県立療育福祉センター・高知県立幡多けんみん病院
　　（県外の場合の紹介先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　精密検査・二次検査機関に診療情報提供書をFAXで送信
□　診療情報提供書を保護者に交付
□　児の住民票のある市町村へ４枚目の新生児聴覚検査結果連絡票（FAX送信票）をFAX

再検査実施日

使用機種
ネイタスアルゴ（バージョン　　　　　　　　　　）　　エコースクリーンⅡMAAS
MB11ベラフォーン　　　MB１１クラッシック　　　その他（

医師名
連絡先電話　　　　　　（　　　　　）

正常　　（両耳パス)

要精密検査　（両耳　リファー)
（右・左　リファー)

特記事項

・在胎週数（　　　　　）週　出生時体重（　　　　　　　）ｇ  Apgarスコア　　　点（1分）　　　　点（5分）
・以下に該当があればチェック　　□　該当なし
□　高ビリルビン血症（交換輸血施行）　　　□　子宮内感染（風疹など）       □尿サイトメガロウイルス検査　陽性
□　頭頸部の奇形　　　　　　　　　　　　　　　□　人工換気療法（5日以上）
□　先天聴覚障害の家族歴　　　　　　　　　□　耳毒性薬剤使用（妊娠中，周産期）
□　臍帯血ｐH（実施していれば）　（　　　　）　□　先天異常症候群（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・その他特記事項

お名前が決まっていたら，ご記入ください。

電話番号

1回目検査 1回目検査結果
右　パス（反応あり）　　　リファー（要再検査）
左　パス（反応あり）　　　リファー（要再検査）

新生児氏名 男　・　女 　　　　年　　　月　　　日生　

住　　所

新生児聴覚検査受診票

下記　新生児の聴覚検査を依頼します。

負担者番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

　生年月日

　委託医療機関長　様

○○市町村長　

○○市町村外に住民票を移された場合は，この受診票を使用することができません。

○○市町

再検査
受診票有効期間 児の1歳の誕生日の前日まで

みほん

)

)
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高知県「新生児聴覚検査請求書兼結果報告書（再検査用）」（様式 ④’） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療機関コード　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　年　　月　　日　　　　

所   在  地
　　　　 医療機関名

氏         名 　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 　　年　　月　　日の再検査に要した費用を下記のとおり請求します。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　下記のとおり新生児聴覚検査の結果を報告します。

ふりがな 性　別

保護者氏名
（母の氏名）

　    (　              )　　　　

年 月 日

年 月 日 日齢 日

（シリーズ名

その他
担当者名

（医療機関の方へ）
○医療機関は1ヶ月分をまとめて，翌月の10日までに高知県国保連合会に提出してください。

（検査料請求用兼検査結果報告用）

自動ABR検査結果
　　右　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）

　　左　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）
判定

再検査結果で
要精密検査となった場合

下記のことを実施し，　実施した場合は□に✔を入れてください。
　
□　母子健康手帳に結果を貼付
□　聴覚の検査結果の説明

□　尿サイトメガロウイルス検査の説明
□　尿サイトメガロウイルス検査の実施

□　聴覚の精密検査について説明
□　精密検査・二次検査機関の選定
　　 高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・高知県立療育福祉センター・高知県立幡多けんみん病
院
　　（県外の場合の紹介先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　精密検査・二次検査機関に診療情報提供書をFAXで送信
□　診療情報提供書を保護者に交付
□　児の住民票のある市町村へ４枚目の新生児聴覚検査結果連絡票（FAX送信票）をFAX

再検査実施日

使用機種
ネイタスアルゴ（バージョン　　　　　　　　　　）　　エコースクリーンⅡMAAS
MB11ベラフォーン　　　MB１１クラッシック　　　その他（

医師名
連絡先電話　　　　　　（　　　　　）

正常　　（両耳パス)

要精密検査（両耳　リファー)
（右・左　リファー)

特記事項

・在胎週数（　　　　　）週　出生時体重（　　　　　　　）ｇ  Apgarスコア　　　点（1分）　　　　点（5分）
・以下に該当があればチェック　　□　該当なし
□　高ビリルビン血症（交換輸血施行）　　　□　子宮内感染（風疹など）       □尿サイトメガロウイルス検査　陽性
□　頭頸部の奇形　　　　　　　　　　　　　　　□　人工換気療法（5日以上）
□　先天聴覚障害の家族歴　　　　　　　　　 □　耳毒性薬剤使用（妊娠中，周産期）
□　臍帯血ｐH（実施していれば）　（　　　　）　□　先天異常症候群（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・その他特記事項

電話番号

1回目検査 1回目検査結果
右　パス（反応あり）　　リファー（要再検査）
左　パス（反応あり）　　リファー（要再検査）

住　　所

新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書

負担者番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

　生年月日

お名前が決まっていたら，ご記入ください。

　　○○市町村長　様

新生児氏名 男　・　女 　　　　年　　　月　　　日生　

○○市町村外に住民票を移された場合は，この受診票を使用することができません。

○○市町

再検査受診票有効期間 児の1歳の誕生日の前日まで

みほん

)

)
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高知県「新生児聴覚検査連絡票（FAX 送信票）」（様式 ⑤） 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療機関コード　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　年　　月　　日　　　　

所   在  地
　　　　 医療機関名

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　新生児聴覚検査で要精密検査と判断されました。今後のフォローをよろしくお願いします。

ふりがな 性　別

お名前が決まっていたら、ご記入ください。

保護者氏名
（母の氏名）

　    (　              )　　　　

年 月 日

年 月 日 日齢 日

（シリーズ名

その他
担当者名

特記事項

・在胎週数（　　　　　）週　出生時体重（　　　　　　　）ｇ  Apgarスコア　　　点（1分）　　　　点（5分）
・以下に該当があればチェック　　□　該当なし
□　高ビリルビン血症（交換輸血施行）　　　□　子宮内感染（風疹など）     □尿サイトメガロウイルス検査　陽性
□　頭頸部の奇形　　　　　　　　　　　　　　　　□　人工換気療法（5日以上）
□　先天聴覚障害の家族歴　　　　　　　　　　□　耳毒性薬剤使用（妊娠中，周産期）
□　臍帯血ｐH（実施していれば）　（　　　　）　 □　先天異常症候群（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・その他特記事項

（医療機関の方へ）
○精密検査が必要になった方について，この検査結果連絡票をFAXしてください。○○市町村○○○○課より電話にて，児の氏
名，住所等を確認します。

●FAXを受信した市町村は，検査実施医療機関に電話連絡し，児の氏名，住所等を確認
　してください。

（検査結果市町村への連絡票）

再検査結果で
要精密検査となった場合

下記のことを実施し，　実施した場合は□に✔を入れてください。
　
□　母子健康手帳に結果を貼付
□　聴覚の検査結果の説明

□　尿サイトメガロウイルス検査の説明
□　尿サイトメガロウイルス検査の実施

□　聴覚の精密検査について説明
□　精密検査・二次検査機関の選定
　　 高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・高知県立療育福祉センター・高知県立幡多けんみん病院
　　（県外の場合の紹介先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　精密検査・二次検査機関に診療情報提供書をFAXで送信
□　診療情報提供書を保護者に交付
□　児の住民票のある市町村へ４枚目の新生児聴覚検査結果連絡票（FAX送信票）をFAX

医師名
連絡先電話　　　　　　（　　　　　）

　○○市町村○○○○課　御中

新生児氏名 男　・　女 　　　　年　　　月　　　日生　

住　　所

自動ABR検査結果
　　右　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）

　　左　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）
判定 要精密検査（両耳　リファー)

（右・左　リファー)

1回目検査 1回目検査結果
右　パス（反応あり）　リファー（要再検査）
左　パス（反応あり）　リファー（要再検査）

再検査実施日

使用機種
ネイタスアルゴ（バージョン　　　　　　　　）　エコースクリーンⅡMAAS
MB11ベラフォーン　　　MB１１クラッシック　　　その他（

新生児聴覚検査結果連絡票（FAX送信票）

　生年月日

電話番号○○市町村外に住民票を移された場合は，この受診票を使用することができません。

○○市町

再検査受診票有効期間 児の1歳の誕生日の前日まで

みほん

)

)
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高知県「診断情報提供書」（様式 ⑥） 

 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療機関コード　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　年　　月　　日　　　　

所   在  地
　　　　 医療機関名

氏         名 　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　新生児聴覚検査で要精密検査と判断されました。精密検査等よろしくお願いします。

ふりがな 0 性　別

お名前が決まっていたら、ご記入ください。

保護者氏名
（母の氏名）

　    (　              )　　　　

年 月 日

年 月 日 日齢 日

（シリーズ名

その他
担当者名

診療情報提供書

　生年月日

電話番号

1回目検査 1回目検査結果
右　パス（反応あり）　リファー（要再検査）
左　パス（反応あり）　リファー（要再検査）

　精密検査実施医療機関　御中

新生児氏名 男　・　女 　　　　年　　　月　　　日生　

住　　所

再検査実施日

使用機種
ネイタスアルゴ（バージョン　　　　　　　　　　）　　エコースクリーンⅡMAAS
MB11ベラフォーン　　　MB１１クラッシック　　　その他（

医師名
連絡先電話　　　　　　（　　　　　）

特記事項

・在胎週数（　　　　　）週　出生時体重（　　　　　　　）ｇ  Apgarスコア　　　点（1分）　　　　点（5分）
・以下に該当があればチェック　　□　該当なし
□　高ビリルビン血症（交換輸血施行）　　　□　 子宮内感染（風疹など）       □尿サイトメガロウイルス検査　陽性
□　頭頸部の奇形　　　　　　　　　　　　　　　□　人工換気療法（5日以上）
□　先天聴覚障害の家族歴　　　　　　　　　□　耳毒性薬剤使用（妊娠中，周産期）
□　臍帯血ｐH（実施していれば）　（　　　　）　□　先天異常症候群（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・その他特記事項

（精密検査用情報提供書）

自動ABR検査結果
　　右　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）

　　左　パス（反応あり）　　　リファー（要精密検査）
判定

要精密検査（両耳　リファー)
（右・左　リファー)

再検査結果で
要精密検査となった場合

下記のことを実施し，　実施した場合は□に✔を入れてください。
　
□　母子健康手帳に結果を貼付
□　聴覚の検査結果の説明

□　尿サイトメガロウイルス検査の説明
□　尿サイトメガロウイルス検査の実施

□　聴覚の精密検査について説明
□　精密検査・二次検査機関の選定
　　 高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・高知県立療育福祉センター・高知県立幡多けんみん病院
　　（県外の場合の紹介先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　精密検査・二次検査機関に診療情報提供書をFAXで送信
□　診療情報提供書を保護者に交付
□　児の住民票のある市町村へ４枚目の新生児聴覚検査結果連絡票（FAX送信票）をFAX

（医療機関の方へ）
○本状を保護者に交付し，精密検査実施医療機関受診時に持参させてください。
○本状（あるいは複写を）精密検査実施医療機関にFAXしてください。
○本状は複写をとり，診療録とともに保管ください。

○○市町村外に住民票を移された場合は，この受診票を使用することができません。

○○市町

再検査受診票有効期間 児の1歳の誕生日の前日まで

みほん

)

)



 

 

81 

事例２．都道府県による支援のために必要な情報集約 

（岡山県） 
 

岡山県では、新生児聴覚検査の結果が「リファー（要再検）」となった児について、自治体が

迅速に把握し必要な支援につなげるため、県内の関係機関（市町村・産科医療機関・精密検査機

関）と連携し、以下の情報集約の仕組みを整えています。 

 

1. 新生児聴覚検査結果の把握：迅速な支援につなげるための県による情報集約 

⚫ 通常時の新生児聴覚検査の結果報告（図表 50） 

岡山県では全市町村が公費助成を導入しており、産科医療機関から（国民健康保険団体連合会

を経由して）市町村へ請求を兼ねた受診状況と結果の報告（様式⑦）がなされます。 

 

⚫ 「要再検査（リファー）」となった場合（図表 50） 

新生児聴覚検査の結果が「要再検査（リファー）」となった場合には、各産科医療機関から県

健康推進課に「新生児聴覚検査要再検者連絡票」（様式⑧）が送付されます。その上で、県から

対象児が居住する市町村へ必要な情報を提供し、対象児と保護者のフォローおよび精密検査受診

へ向けての支援を依頼しています。 

「要再検査（リファー）」となったこどもについては、県を介しての情報共有がなされること

で、より迅速な状況の把握が可能となっています。 

また、当該連絡票には先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施状況の記載欄を設けてお

り、産科医療機関における同検査の受検状況の把握を行うとともに未受検の児への働きかけを市

町村へ併せて依頼しています。 

 

図表 50：岡山県における新生児聴覚検査結果報告の流れ 

 

⑦

⑧
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2. 精密検査機関からの検査結果に関する状況提供 

精密検査機関からも、「新生児聴覚検査事業精密検査実施報告書」（様式⑨）を用いて、県へ

検査結果についての情報提供がなされます。その上で、県が管轄の市町村に必要な情報を提供

し、要療育児と保護者のフォローおよび早期療育開始へ向けての支援を依頼しています。 

また、当該報告書には先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施状況の記載欄を設けてお

り、精密検査機関における同検査の受検状況の把握を行うとともに未受検の児への働きかけを市

町村へ併せて依頼しています。 

 

3. 県による情報集約の仕組みの背景および仕組みによるメリット 

新生児聴覚検査事業の実施主体は市町村ですが、県においては、新生児聴覚検査・精密検査と

もに、実施医療機関との契約は県が一括して結んでいる（市町村長から県知事への委任という

形）ことも、情報集約の仕組みの背景となっています。 

また、県が情報を集約することによる、以下のようなメリットも挙げられます（図表 51）。 

 

図表 51：一度県に情報を集約することのメリット 

迅速な報告の徹底

を図りやすい 

• 医療機関の立場としては、対象児の居住する市町村それぞれへ連絡を

入れるよりも、都道府県へ報告するプロセスを一本化したほうが、対

応が簡易となり、迅速な報告の徹底につながりやすい。 

• 迅速な報告が徹底されない場合には、都道府県が状況に基づき、医療

機関への依頼を行いやすい。 

都道府県と市町村

が密に連携を取れる 

• 支援依頼を通して、都道府県と市町村の担当者がコミュニケーション

をとるため、支援が困難なケースなどにおいて連携が取りやすい。 
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図表 52：岡山県における情報の流れ（全体） 

 

 

岡山県「新生児聴覚検査依頼票・結果票」（様式 ⑦） 

 

⑦

⑦

⑧

⑨
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岡山県「新生児聴覚検査要再検者連絡票」（様式 ⑧） 
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岡山県「新生児聴覚検査事業精密検査実施報告書」（様式 ⑨） 
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事例３．聴覚障害児支援のための情報共有システムと 

ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業を活用した 

検査実施状況・検査結果の一元的把握と早期支援へのつなぎ 

（石川県） 
 

石川県では、新生児聴覚検査の確認検査にてリファーとなった児（以下、「確認検査リファー

児」とする）について、産科医療機関・耳鼻咽喉科医療機関・市町・県が連携し、検査の実施状況

や精密検査結果を遅滞なく把握し、早期からの支援につなげる体制を構築しています。 

 

＜体制構築の重要なポイント＞ 

① 関係者の連携（ネットワーク）の構築 

行政担当者（県、市町）・耳鼻科専門医・言語聴覚士・療育に関する専門家・小児科医・

当事者等によるミーティングにより、課題の整理と望ましい支援体制をプランニング（約

20 年前より継続） 

 

② 医療体制、療育体制の見える化 

・医療体制：専門医、言語聴覚士がおり、精密聴力検査（ASSR）実施可能な医療機関の選定 

・療育に関するワンストップ相談窓口「みみずくクラブ」：耳鼻科医師・言語聴覚士・聴覚障

害教育の専門家があらゆる相談に対応。県内の療育情報を提供し保護者が選べるよう支援。 

 

③県内全域での支援体制の標準化 

・情報共有、費用助成の仕組みの構築（聴覚障害児支援のための情報共有システム） 

・従来の保健医療連携体制（ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業）に乗せることで、対象者

の把握・情報共有・支援を切れ目なく実施 

・検査、受診、支援のフロー図の作成 

・産科でのスクリーニング検査の精度向上：ABR 

・マニュアル作成（全体版、産科用版） 

・市町母子保健担当者、医療機関担当者等への啓発・研修会等の実施 

 

その際の情報共有の柱となっているのが、以下の２つの取組です。 

・「聴覚障害児支援のための情報共有システム」 

・「ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業」 

石川県では、これらを組み合わせ、検査実施から精密聴力検査、確定診断、さらには先天性サ

イトメガロウイルス感染症検査結果の把握までを含めて医療機関と行政が情報共有することで、

県・市町が継続的にフォローできる仕組みを整えています。 
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1. 聴覚障害児支援のための情報共有システム 

(1) システム構築の経緯と目的 

 石川県では、平成 20 年より確認検査リファー児の情報を産科・耳鼻咽喉科医療機関と市町

が共有する体制整備に取り組み、平成 23 年から精密聴力検査受診から確定診断・その後の支

援へと切れ目なくつなげることを目的として「聴覚障害児支援のための情報共有システム」の

運用を開始しました（図表 53）。 

 

(2) 乳児精健票（５枚複写）の活用 

 このシステムにおいては、確認検査リファー児の保護者に対して、行政への情報提供を兼ね

た「乳児精密健康診査受診票」（様式⑩）（以下、「乳児精健票」とする）が発行されます。

受診票は５枚複写で構成されており、これを適切に使用することで、以下 3 点が一元的に行え

るようになっています。 

① 産科・耳鼻咽喉科など医療機関から県・市町への検査実施・結果情報の提供 

② 市町による精密検査費用の負担・助成に関する事務 

③ 半年後の確定診断結果の連絡票によるフォローアップ情報の共有 

 

図表 53：「聴覚障害児支援のための情報共有システム」の流れ 

 

  

聴覚障害児支援のための情報共有システム
　　＊この図では、乳児精密健康診査受診票（耳鼻咽喉科）を『乳児精健票』と略して示しています

　　＊乳児精健票は、５枚つづりになっており、情報提供等のために随時使用します

（⑤の写し等）
《産科・小児科》

検査実施
保護者と児は、乳児精健票の２枚目以降を持って受診

乳児精健票
（１枚目）

《県保健福祉センター》

《市町母子保健担当部署》

乳児精健票（２枚目）に
受診結果を書いて送付

（生後３か月までがめやす）

《精検医療機関》

《石川県国民健康保険団体連合会》

確定診断時（確定診断が得られてい
ない場合でも、初診から６か月が経
過した時点）の状況を診療情報提供
書（耳鼻咽喉科 確定診断等連絡票）
に書いて送付 ※乳児精健票（５枚目）

請求内容等を書いて
乳児精健票（４枚目）を送付

乳児精健票３枚目を紹介元の医療機関へ
情報提供（生後３か月までがめやす）

乳児精健票による情報提供

結果告知
↓

要精検(refer)児へ、
医療機関が乳児精健票を発行

審査請求事務

①
②

④

⑤

③

情
報
共
有

・聴覚障害（疑）児の台帳管理
・治療・療育の継続を支援
・育児支援

情報の集約（一元化）

支援結果連絡票で、
訪問等の支援結果
を情報提供

※金沢市に児の住所地が
ある場合、
金沢市福祉健康センター
総務課へ送付

乳児精健票５枚目写し等を利用し、紹介元の
医療機関へ確定診断結果を情報提供
（確定診断時または生後６か月が経過した時点）

家庭訪問等によ
り

精密健康診査受診
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(3) 精密聴力検査・確定診断結果および先天性サイトメガロウイルス感染症検査結果の把握 

 石川県が作成した乳児精健票には、聴覚の精密検査結果や確定診断結果に加え、先天性サイ

トメガロウイルス感染症検査結果を記載する欄を設けています。 

 これにより、確認検査リファー児については、先天性サイトメガロウイルス感染症検査結果

も併せて、医療機関から県・市町へ情報提供される仕組みとしました。そして、先天性サイト

メガロウイルス感染症検査結果の集計を令和８年度より開始する予定とし、新生児聴覚検査の

精密検査情報と併せて、把握・分析を進める体制を整備しています。 

また、石川県では、母子健康手帳に貼付する「聴覚検査結果用紙」を県で統一して作成して

おり、その中にも先天性サイトメガロウイルス感染症検査結果の欄を追加しています。市町の

乳幼児家庭訪問等の際には、保健師等が母子健康手帳の該当欄を確認することで、以下 3 点を

あわせて確認し、必要に応じた相談支援につなげています。 

 

＜主な確認事項＞ 

・新生児聴覚検査の結果 

・精密聴力検査受診の有無 

・先天性サイトメガロウイルス感染症検査の実施状況と結果 
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石川県「乳児精密健康診査受診票」（様式 ⑩）１/５ 

 

精密検査受診票１枚目 新生児聴覚スクリーニング検査実施医療機関→市町母子保健主管課 

・新生児聴覚スクリーニング検査を実施した医療機関から、患者の住所地の市町母子保健主管課（保

健センター、福祉健康センター）へ情報提供のため送付します。 

 
 

【スクリーニング検査実施医療機関→市町→県保健福祉センター】 

 
発行市町名  交付番号           

市 町 番 号  医療機関コード  

⑳ 乳児精密健康診査受診票（産科・小児科等→市町） 

下記の乳児について、耳鼻科精密健康診査を依頼したことを情報提供します。 

 

 

 

   年   月   日交付  ※太枠内を強めの筆圧でしっかりと記載してください。 

精密検査依頼先 
医療機関名(石川県内に限る) 

 
有効期間  年  月  日～  年  月  日 
＊乳児一般健康診査(１回目)受診日より約２ヶ月をめやすとしてください。 

乳児一般健康診査             主治医名（      ） 
受診医療機関               TEL   －   － 

受診日   年  月  日 

ふりがな 
乳児氏名 

 
 

生年月日    年   月   日生 

保護者 
氏名 

 

 

住 所 
〒   － 

 
TEL   （   ）         

出生時体重：      g、 在胎週数：    週、 胎児仮死（有・無）、 分娩方法（経膣・帝王切開） 

聴
覚
検
査
結
果 

 検査日時(生後日数) 検査方法 右  耳 左  耳 

初回検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

先天性サイトメガロウイルス 

検査結果 

検査日時 検査結果 

  年   月   日  陰性   陽性 

[市町への連絡事項] 

保健指導実施上の留意点等 

 

 
※対象児の住所地に併せて、発行市町名と市町番号を記載してください。 

市町名 市町番号 市町名 市町番号 市町名 市町番号 

七尾市 170043 かほく市 170100 内灘町 170688 

小松市 170035 白山市 170118 志賀町 170720 

輪島市 170068 能美市 170126 宝達志水町 170845 

珠洲市 170076 野々市市 170571 中能登町 170852 

加賀市 170050 川北町 170555 穴水町 170803 

羽咋市 170084 津幡町 170647 能登町 170860 

 
※１枚目を記入後、すぐに市町母子保健主管課(金沢市は福祉健康センター総務課)へ送付してください。 

（送付先住所は新生児聴覚スクリーニング検査事業担当者一覧参照） 
※２枚目以降は切り離さず、保護者はこれをもって精密検査実施医療機関を受診してください。 
 
 
 
〈情報提供への同意について〉 （金沢市在住者は記入不要） 

県保健福祉センターでは、難聴の疑いのあるお子さんやそのご家族を支援しています。主治医と連携して支援する
ために、この受診票の写しをスクリーニング検査を実施した機関及び精密検査を実施した医療機関からお住まいの地域
の県保健福祉センターへ送付します。なお、提供を受けた個人情報は、お子さんやご家族への支援以外の目的には使
用しません。 
 

県保健福祉センターへの情報提供に同意します。            保護者氏名：                              

１枚目 

注）※石川県内に住所地がある人のみ利用できます。発行時は必ず住所地をご確認ください。 

※この受診票は、石川県内に所在地がある医療機関に対してのみ有効です。 

 

石川県健康福祉部少子化対策監室 (R7)  
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石川県「乳児精密健康診査受診票」（様式 ⑩）２/５ 

 

精密検査受診票２枚目 精密健康診査受診医療機関→市町母子保健主管課 

・精密健康診査実施医療機関から、患者の住所地の市町母子保健主管課へ情報提供のため送付しま

す。  

 

 
 
 

【精密検査実施医療機関→市町→県保健福祉センター】 

発行市町名  交付番号           

市 町 番 号  医療機関コード        

⑳ 乳児精密健康診査受診票（耳鼻咽喉科等→市町） 

下記の乳児の耳鼻科精密健康診査結果について情報提供します。 

 

 

 

   年   月   日交付  ※太枠内を強めの筆圧でしっかりと記載してください。 

精密検査依頼先 
医療機関名(石川県内に限る) 

 有効期間  年  月  日～  年  月  日 

乳児一般健康診査             主治医名（      ） 
受診医療機関               TEL   －   － 

受診日   年  月  日 

ふりがな 
乳児氏名 

 
 

生年月日    年   月   日生 

保護者 
氏名 

 
 

住 所 
〒   － 

 
TEL   （   ）         

出生時体重：      g、 在胎週数：    週、 胎児仮死（有・無）、 分娩方法（経膣・帝王切開） 

聴
覚
検
査
結
果 

 検査日時(生後日数) 検査方法 右  耳 左  耳 

初回検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

先天性サイトメガロウイルス 

検査結果 

検査日時 検査結果 

  年   月   日  陰性   陽性 

[市町への連絡事項] 

保健指導実施上の留意点等 
 

精密健康診査受診日     年    月    日 

検 査  （請求内容） 点 数 所 見 又 は 今 後 の 処 置 

  （生後   か月   日目） 

 

１ 異常なし 

 ２ 要経過観察 診断名【              】 

                      （疑い含む） 

 ３ 要治療   診断名【              】 

  

  

計 
 

上記の診査を実施したので通知します。     年    月    日 
  医 療 機 関 名 
  医療機関住所 
  担 当 医 師              印        TEL    －     － 

医療保険の適用者はこの票と一緒に保険証を提出してください。 
この票は治療に関する医療は対象にはなりません。 
太枠内は医療機関で記入ください。 
この票は本人以外は使用できません。 

保険負担割合  

８割 その他（       ） 

請求金額             円 

※この票で費用請求はできません。 

この検査について、精密検査実施医療機関から 

県保健福祉センターへの情報提供に同意します。           保護者氏名：                      

 

２枚目 

注）※石川県内に住所地がある人のみ利用できます。発行時は必ず住所地をご確認ください。 

※この受診票は、石川県内に所在地がある医療機関に対してのみ有効です。 

 

石川県健康福祉部少子化対策監室 (R７) 

精密検査実施医療機関の方へ 
記入後、２～６枚目を切り離して、それぞれの関係機関へ送付ください。 
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石川県「乳児精密健康診査受診票」（様式 ⑩）３/５ 

 

精密検査受診票３枚目 精密健康診査受診医療機関→新生児聴覚スクリーニング検査実施医療機関 

・精密健康診査実施医療機関から、紹介元の医療機関へ情報提供のため送付します。 

  

 

 

 
【精密検査実施医療機関→スクリーニング検査実施医療機関】 

 

発行市町名  交付番号           

市 町 番 号  医療機関コード        

⑳ 乳児精密健康診査受診票（耳鼻咽喉科等→産科・小児科等） 

下記の乳児の耳鼻科精密健康診査結果について情報提供します。 

 

 

 

   年   月   日交付 

精密検査依頼先 
医療機関名(石川県内に限る) 

 有効期間  年  月  日～  年  月  日 

乳児一般健康診査             主治医名（      ） 
受診医療機関               TEL   －   － 

受診日   年  月  日 

ふりがな 
乳児氏名 

 
 

生年月日    年   月   日生 

保護者 
氏名 

 

 

住 所 

〒   － 

 

TEL   （   ）         

出生時体重：      g、 在胎週数：    週、 胎児仮死（有・無）、 分娩方法（経膣・帝王切開） 

聴
覚
検
査
結
果 

 検査日時(生後日数) 検査方法 右  耳 左  耳 

初回検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

 

精密健康診査受診日     年    月    日 

検 査  （請求内容） 点 数 所 見 又 は 今 後 の 処 置 

  （生後   か月   日目） 

 

１ 異常なし 

 ２ 要経過観察 診断名【              】 

                      （疑い含む） 

 ３ 要治療   診断名【              】 

  

  

計 
 

上記の診査を実施したので通知します。     年    月    日 

  医 療 機 関 名 

  医療機関住所 

  担 当 医 師              印        TEL    －     － 

  

 

 

 

 

 

注）※石川県内に住所地がある人のみ利用できます。発行時は必ず住所地をご確認ください。 

※この受診票は、石川県内に所在地がある医療機関に対してのみ有効です。 

 

石川県健康福祉部少子化対策監室 (R7) 

 

３枚目 
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石川県「乳児精密健康診査受診票」（様式 ⑩）４/５ 

 

精密検査受診票４枚目 精密健康診査実施医療機関→健診費用の支払い事務機関 

・健診費用の支払いのために国保連合会（金沢市は健康政策課）へ送付します。 

 

 

 
【精密検査実施医療機関→石川県国民健康保険団体連合会(金沢市は福祉健康センター総務課)】 

 

発行市町名  交付番号           

市 町 番 号  医療機関コード        

⑳ 乳児精密健康診査受診票（耳鼻咽喉科等→支払事務機関） 

下記の乳児の耳鼻科精密健康診査結果について情報提供します。 

 

 

 

   年   月   日交付   

精密検査依頼先 
医療機関名(石川県内に限る) 

 有効期間  年  月  日～  年  月  日 

乳児一般健康診査             主治医名（      ） 
受診医療機関               TEL   －   － 

受診日   年  月  日 

ふりがな 
乳児氏名 

 
 

生年月日    年   月   日生 

保護者 
氏名 

 

 

住 所 

〒   － 

 

TEL   （   ）         

出生時体重：      g、 在胎週数：    週、 胎児仮死（有・無）、 分娩方法（経膣・帝王切開） 

聴
覚
検
査
結
果 

 検査日時(生後日数) 検査方法 右  耳 左  耳 

初回検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

 

精密健康診査受診日     年    月    日 

検 査  （請求内容） 点 数 所 見 又 は 今 後 の 処 置 

  （生後   か月   日目） 

 

１ 異常なし 

 ２ 要経過観察 診断名【              】 

                      （疑い含む） 

 ３ 要治療   診断名【              】 

  

  

計  

上記の診査を実施したので通知します。     年    月    日 

  医 療 機 関 名 

  医療機関住所 

  担 当 医 師              印        TEL    －     － 

医療保険の適用者はこの票と一緒に保険証を提出してください。 
この票は治療に関する医療は対象にはなりません。 
 

保険負担割合  

８割 その他（       ） 

請求金額             円 

 

※必要事項を記入後、石川県国民保険団体連合会(金沢市は福祉健康センター総務課)へ送付してください。 
 

 

注）※石川県内に住所地がある人のみ利用できます。発行時は必ず住所地をご確認ください。 

※この受診票は、石川県内に所在地がある医療機関に対してのみ有効です。 

 

石川県健康福祉部少子化対策監室 (R7) 

４枚目

いし 
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石川県「乳児精密健康診査受診票」（様式 ⑩）５/５

 

精密検査受診票５枚目 精密健康診査実施医療機関→市町母子保健主管課 

・診断が確定した時点で（生後６か月の時点で、診断が確定していない場合はその時点の経過に 

ついて）、患者の住所地の市町の母子保健主管課へ送付します。 

 

 

【精密検査実施医療機関→市町】 
 

確定診断時（生後６ヶ月までに診断が確定しない場合はその時点）で、住所地の市町へ情報提供

をお願いいたします。 地域で支援を継続する際に必要な情報です。 

 

診療情報提供書（耳鼻咽喉科 確定診断等連絡票） 

 下記の乳児について、耳鼻科精密検査結果（確定診断等）を情報提供します。 

※太枠内をご記載ください。 

 

   年   月   日交付   

精密検査依頼先 
医療機関名(石川県内に限る) 

 有効期間  年  月  日～  年  月  日 

乳児一般健康診査             主治医名（      ） 
受診医療機関               TEL   －   － 

受診日   年  月  日 

ふりがな 
乳児氏名 

 
 

生年月日    年   月   日生 

保護者 
氏名 

 

 

住 所 

〒   － 

 

TEL   （   ）         

出生時体重：      g、 在胎週数：    週、 胎児仮死（有・無）、 分娩方法（経膣・帝王切開） 

聴
覚
検
査
結
果 

 検査日時(生後日数) 検査方法 右  耳 左  耳 

初回検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

確認検査 
 年 月 日 

(生後   日） 

AABR 

TEOAE DPOAE 
pass  refer pass  refer 

＜ＡＢＲの結果＞ 

 検査日：  年  月  日／結 果：  
 
＜ＡＳＳＲの結果＞ 

 検査日：  年  月  日 

 特記事項： 

 

 

＜貴院での経過＞ 

 

 

＜診断名及び今後の治療・療育方針＞（※難聴の場合は、両側性か片側性かを明記のこと） 

 
 

 

＜保健指導実施上の留意点＞ 

上記について、情報提供します。     年    月    日 

  医療機関名 

  医療機関住所 

  担 当 医 師              印        TEL    －     － 

※当票は確定診断結果を市町へ連絡するためのものであり、検査実施等に係る費用を市町に請求することはできません。 

 

５枚目 

石川県健康福祉部少子化対策監室 (R7) 

（補聴器： 必要 ・ 不要 ） 

250 500 1k 2k 4k Hz

右 dB

左 dB
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2. ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業による早期介入 

(1) 事業の概要と聴覚検査との関連 

石川県では、平成８年度より、「気になるお母さん」や「小さく生まれた赤ちゃん」に対す

る地域フォローを行うため、産科等医療機関と県・市町行政等の情報共有体制を整備してきま

した。 

「ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業」では、産科医療機関から、県の保健福祉センター

を通して市町の保健師等へ「気になる妊婦」「産後うつリスクの高い産婦（EPDS 高得点）」

や「地域での支援が必要な児」等の情報を提供するしくみを構築し、早期からの訪問支援や相

談支援につなげています。 

新生児聴覚検査との関係では、確認検査リファー児について、リファーを保護者に告知した

時点で保健師が速やかに支援に入れるよう、連携の枠組みに組み込んでいます。  

 

(2) 情報提供様式と早期支援に向けた連携の流れ 

石川県では、「リファーとなった瞬間から保健師が関われるようにしたい」という考えのも

と、ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業の枠組みの中に新生児聴覚検査の連携を位置づけて

います。 

産科医療機関から県の保健福祉センターへ情報を提供する際には、「指導連絡票」と呼ばれ

る情報提供様式を用いて、以下の流れで連携しています。 

 

• リファーの告知後速やかに、産科医療機関から県の保健福祉センターへ電話および指

導連絡票により連絡 

• 県の保健福祉センターより市町へ連絡し情報共有、対応を検討 

• 保健師が保護者支援を開始（必要に応じて家庭訪問や相談） 

• 乳児精健票（５枚複写）および母子健康手帳の聴覚検査結果用紙を通じて、その後の

精密聴力検査結果・先天性サイトメガロウイルス感染症検査結果・確定診断結果を確

認 

• 必要に応じて、難聴児相談支援機関等と連携し、療育や言語発達支援につなぐ 

 

この情報提供の流れにより、県・市町は確認検査リファー児を早期に把握することができ、

保健師が保護者支援を開始できます。特に、若年妊婦や特定妊婦など、子育てや医療へのアク

セスに不安がある家庭では、この早期介入が重要な役割を果たしています。 

 

先述の、乳児精検票を用いた情報連携システムでも検査結果等の情報共有はできますが、保

護者の育児不安が必要以上に大きくならないようできる限り早く介入することが必要と考え、

「指導連絡票」を活用することとしました。 
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3. 取り組みのポイント 

石川県の取組は、「聴覚障害児支援のための情報共有システム」により検査・診断情報を確実

に把握しつつ、「ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業」によりリファー告知直後から保健師に

よる支援を開始できる体制を整えている点が特徴です。 

 

① 情報共有様式（乳児精健票）の統一と多目的活用 

５枚複写の乳児精健票を整備し、情報提供・費用助成・確定診断結果の共有など、複数の

目的を１枚の様式で完結できるようにしました。 

また、先天性サイトメガロウイルス感染症検査結果欄も設け、新生児聴覚検査結果と併せ

て把握できるようにすることで、先天性サイトメガロウイルス感染症への対応も含めた早期

支援につなげています。 

 

② リファー告知直後からの早期介入 

ハイリスク妊産婦保健・医療連携事業の枠組みを活用し、産科医療機関からの電話・文書

による早期の情報提供を受け、保健師が速やかに支援に入る体制を構築しています。 

特に支援を要する家庭に対し、新生児期からの継続的な伴走支援につなげています。 
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事例４．管理支援システムを活用した情報連携と精度管理 

（静岡県） 
 

静岡県では、新生児聴覚検査の結果を関係機関で速やかに共有し、確実な精密聴力検査受診およ

び早期の療育・支援につなげることを目的として、「新生児聴覚スクリーニング検査管理支援シス

テム」（以下、「システム」とする）を導入しています。令和５年度から段階的に運用を開始し、

分娩取扱施設が新生児聴覚検査の結果を入力すると、市町の保健師や県（乳幼児聴覚支援センター

以下、「センター」とする）へ即時に情報共有される体制を構築しました。 

このシステムには、市町、センター、分娩取扱施設、県内４か所の精密聴力検査機関が参加して

おり、関係機関が即時に情報を把握することが可能となっています。また、結果通知やフォローア

ップの手段として保護者の携帯電話に SMS で受診勧奨メッセージを配信する機能を備えており、

リファーとなった児の確実な受診勧奨につなげています。 

システムは市販のパッケージ製品ではなく、県乳幼児聴覚支援センターにて構築・運用してお

り、自県の実情に即した柔軟な設計・機能拡張が可能となっています。 

 

1. 導入の背景と課題認識 

静岡県では、新生児聴覚検査の普及に伴い、分娩取扱施設から市町やセンターへの検査結果の報

告・共有が紙媒体や FAX などに依存していたため、主に以下の点が課題として認識されていまし

た。 

• 情報の到達が遅れることによる精密検査受診の遅れ 

• 結果の転記・集計作業に伴う負担や入力ミス 

• 県全体の実態把握や精度管理に必要なデータの収集の困難さ 

 

また、リファーとなった児の保護者に対する受診勧奨についても、各市町の保健師が個別に電話

や郵送で連絡を行うなど、人的負担が大きいわりに受診完了状況を一元的に把握しにくいという状

況がありました。 

これらの課題を解消するため、紙ベースのやり取りに依存しないインターネットシステムによる

情報連携の仕組みが必要と判断され、システムの構築に至りました。 

 

2. 聴覚検査管理支援システムの仕組み 

(1) 情報入力の流れ 

 母子健康手帳の配布時に、各母子に固有の「ヒアリング ID」を付与し、その QR コード

を母子健康手帳に貼付します。分娩取扱施設や検査機関は、新生児聴覚検査の実施時に当該

QR コードを読み込むことで、専用の端末を用意することなく、既存のパソコンやタブレッ

ト等から管理支援システムにアクセスし、検査結果を入力します。 

検査結果が入力されると、該当する市町の保健師およびセンターが即時に結果を閲覧でき

るようになります。これにより、検査実施から結果把握までのタイムラグが大幅に短縮され

ました（図表 54）。  
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(2) 保護者への受診勧奨 

 新生児聴覚検査にてリファーとなった児については、システムから保護者の携帯電話に対

して SMS で精密聴力検査の受診勧奨メッセージが送信される仕組みとなっています。これ

により、保護者は検査結果とともに、精密検査の必要性や受診先、受診期限の目安等につい

て速やかに情報を得ることができます。 

保護者への連絡が自動化されることで、市町保健師による個別の電話連絡等の負担軽減に

もつながっています。一方で、必要に応じて保健師が個別にフォローし、受診に対する不安

や疑問の相談に応じることで、保護者の理解と受診行動を支えています。 

 

(3) 関係機関間の情報共有 

 システムに参加している市町、センターは、各自の権限に応じて検査実施状況や結果を確

認することが可能となります。市町は、自地域の対象児の検査実施の有無や結果を把握し、

未実施やリファーの児へのフォローアップを行い、センターは、県全体の実施率、リファー

率、精密検査受診率等の把握や、分娩取扱施設ごとの傾向の分析に活用することで難聴児支

援のために役立てています。 

現在、多くの市町や分娩取扱施設でシステムの導入が進んでおり、引き続きシステム参加

の意義や情報共有の必要性について説明を行い、システムの導入を進めてまいります。 

 

図表 54：「新生児聴覚スクリーニング検査管理支援システム」の流れ 
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3. 検査の精度管理と分娩取扱施設へのフィードバック 

システムでは、単に検査結果を集約するだけでなく、分娩取扱施設ごとの検査精度やリファー率

等の把握と改善にも活用しています。センターは、システムを通じて各施設のデータを継続的に監

視・分析し、他施設と比較した場合にリファー率が高い・低いといった傾向がみられる場合には、

その背景を確認し、必要に応じて改善を働きかけています。 

フィードバックの場として、「精度管理研修」を開催し、システムで得られた集計結果や事例を

示しながら、適切な検査方法と機器の管理などについて共有・検討しています。こうした研修を通

じて、分娩取扱施設の検査精度の向上と、施設間のばらつきの縮小が図られています。 

また、システム導入前は年１回紙ベースで行っていた報告書の提出や集計作業が不要となり、シ

ステムレポートによって、実態把握が随時可能となったことも大きなメリットであり、センター側

の事務負担も軽減されています。その分、データ分析や研修等、質的向上のための取組に時間を割

けるようになりました。 

 

4. 運用上の工夫 

(1) 専用端末を不要とする設計と分娩取扱施設の事務負担軽減 

システムの利用にあたり、分娩取扱施設や検査機関に専用端末を配布するのではなく、QR コ

ードを用いて既存の機器からアクセスできるようにしたことで、導入コストや現場の負担を抑

えることができました。母子健康手帳配布時に QR コード（ヒアリング ID）を貼付するだけ

で、対象児の識別と結果入力が可能であり、現場の業務フローにも比較的スムーズに組み込む

ことが可能となっています。 

また、分娩取扱施設は、市町に対する新生児聴覚検査の公費助成請求書の作成をシステムか

ら自動で作成することが可能となっており、システムを導入することで施設側の事務負担も大

きく軽減されています。 

 

(2) 自県でのシステム開発による柔軟性 

システムはパッケージ製品ではなく、センターに在籍するシステムに詳しい職員を中心に開

発・改良を行っています。そのため、運用を通じて明らかになった課題や現場からの要望を踏

まえ、画面の表示内容や入力項目、集計機能等を機動的に修正・追加できる点が利点となって

います。 

一方で、マニュアル整備や引き継ぎ体制の構築など、長期的な運用を見据えた体制づくりも

進めています。 

 

(3) プライバシー・同意の取り扱い 

分娩取扱施設や保護者からの信頼を得るため、システムへの参加や情報提供に関する同意取

得や、個人情報の取り扱いについても丁寧な説明を行っています。特に、検査結果の共有範囲

や利用目的を明確にし、センシティブな医療情報が適切に管理されるよう配慮しています。 

システム導入に同意が得られていない分娩取扱施設に対しては、情報共有の必要性や、児の

早期支援につながる意義を説明しつつ、施設の実情にも耳を傾けながら、参加に向けた働きか

けを継続しています。 
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事例５．「養育支援ネット」を活用した医療と保健の連携と 

新生児聴覚検査後のフォロー（兵庫県） 

 

兵庫県では、「養育支援ネット」と呼ばれる医療と保健の連携スキームを構築し、養育上支援が

必要と判断された親子や妊婦について、医療機関から市町への情報提供・支援依頼を行い、その後

の家庭訪問・相談支援を確実に行う体制を整備しています。 

この枠組みは、平成 14 年より兵庫県独自の取組として開始されましたが、平成 16 年からは医

療機関から市町への情報提供に診療報酬が算定可能となり、国が提示する様式を活用しながら運用

を継続し発展させています。 

令和 5 年 4 月には、新生児聴覚検査にて要精密検査となるなど支援が必要な親子に対する支援

依頼ができるよう、要綱および様式改正を行い、既存の連携体制を活用しながら早期支援につなげ

る仕組みを整備しています。 

 

1. 養育支援ネットの位置づけと目的 

(1) 医療と保健をつなぐ「情報提供」の仕組み 

 養育支援ネットは、医療機関で支援が必要と判断された親子や妊婦について、市町の母子保

健担当部署へ情報提供を行う仕組みです。新生児聴覚検査を含む支援の必要性が把握された場

合、医療側から市町へ所定の様式により支援依頼を行い、市町では原則訪問支援等のフォロー

を行っています（図表 55）。 
 

(2) 新生児聴覚検査後フォローにおける役割 

 新生児聴覚検査において要精密検査となった児や聴覚障害が疑われた児、あるいは検査結果

説明時に保護者支援が必要と判断された家庭など、早期からの継続支援が望まれるケースにつ

いても、養育支援ネットの枠組みを用いて市町へ確実に情報を橋渡しすることにより、検査か

ら診断・療育、さらには家族支援までの連続性を確保しています。 

 

図表 55：医療と保健が連携した「養育支援ネット」の流れ 

 



 

 

100 

2. 情報提供と市町の対応の流れ 

(1) 医療機関から市町への情報提供・支援依頼 

(ア) 国の様式での支援依頼 

 情報提供は、国が示す診療報酬算定対象の様式である養育支援ネット（県独自名称）の様式

に、医療機関が必要事項を記入し、市町へ送付します。 

• 診療報酬の算定様式であり、書面でのやり取りとなっている。 

• 必要に応じて電話による連絡も併せて行い、緊急度の高いケース等では市町と医療機関

が迅速に情報を共有している。  

(イ) 国の様式（診療報酬算定）を活用した県独自様式（別添）の追加 

 兵庫県では「養育支援ネット」という独自名称を用いていますが、実際には、支援が必要な

者を医療機関から市町へ情報提供し支援依頼する仕組み全体が診療報酬の対象となっており、

国が全国共通の様式を提示しています。 

 兵庫県は新生児聴覚検査で要再検となり支援が必要な親子を円滑に支援できるよう、国の様

式に追加する形で、別紙を追加して運用しています。 

 

(2) 市町における受理後の対応 

 各市町では、養育支援ネットの様式が医療機関から届いた場合、「速やかに家庭訪問等対面

での支援を行う」ことを原則としています。 

• 保健師等が家庭訪問を行い、児の状態や家庭の養育状況、保護者の不安やニーズを把

握し支援。（新生児聴覚検査の結果説明や今後の精密検査・診断・療育への流れにつ

いて保護者の理解を丁寧に確認し、必要な情報提供等を行っている。） 

• その後の乳幼児健診や相談事業への継続的な支援、療育機関・福祉サービス等との連

携につなげている。  
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3. 様式・運用に関する工夫 

(1) 国様式への別紙追加と要綱改正 

兵庫県では、令和５年４月に養育支援ネットに関する要綱を改正し、新生児聴覚検査要再検で

支援が必要な親子を支援依頼できるよう、国の様式に県独自の別紙を追加して運用しています

（図表 56）。また、新生児聴覚検査要再検児は必ず尿 CMV 核酸検査を実施するという認識の

定着を図るため、今後は先天性サイトメガロウイルス感染症等の情報が記載できるよう、様式の

見直しを検討しています。 

 

図表 56：医療と保健が連携した「養育支援ネット」の様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R5～別紙を追加 

今後、先天性サイ

トメガロウイルス感

染症の尿検査結果が

記載できるよう修正

が必要 
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(2) 記載表現の見直し（「聴覚障害児」→「疑いも含む」） 

現行の対象例には「聴覚障害児」と記載している箇所がありますが、実際には、新生児聴覚検

査の段階では診断が確定しておらず、「疑い」や「要精密検査」の段階で支援が必要な場合があ

ります。 

このため、兵庫県では「聴覚障害児」に「疑いも含む」といった表現を加えるなど、検査段階

から早期に支援につなげることを前提とした記載への修正を検討しています。（図表 57） 

こうした様式の工夫により、医療機関・市町ともに、「診断確定前から支援対象とする」とい

う共通認識を促し、支援の開始時期の遅れを防ぐことを期待しています。 

 

図表 57：医療と保健が連携した「養育支援ネット」の対象例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県 HP：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/boshi.html 

 

4. フォロー状況の把握とデータの活用 

(1) 個別情報と集計情報 

養育支援ネットにより医療機関から市町へ情報提供・支援依頼がされた後は、市町において支

援を実施するとともに、個別情報を継続して管理しています。 

兵庫県では、主に以下の事項について、年間実績報告様式を用いて、市町から県へ数的データ

を提出（翌年 6 月頃）する仕組みとしています。 

• 養育支援ネットでの支援依頼件数、訪問件数 

• 訪問後の支援方針（継続訪問、相談支援、医療機関や療育機関への紹介等） 

 

(2) 養育支援ネット実績の市町への情報還元 

市町から提出のあった養育支援ネットの年間実績報告を県で取りまとめ、全県データを市町へ

情報還元することで、市町の取組を推進しています。 

  

今後、聴覚障害（新生児聴覚
スクリーニング検査 refer 含
む）と修正が必要 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/boshi.html
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事例６．産科医療機関における同意の取得 

- 市町村への実績報告の流れ - 

（長崎県） 

 

長崎県では、平成１５年 10 月より、国の補助を受ける形で新生児聴覚検査を導入しました

が、その当初から県内の産科医療機関から市町村へ、直接新生児聴覚検査の結果が報告される仕

組みを整えました。 

 

県が整備したのは、以下の様式（図表 58）およびプロセス（図表 59）です。 

様式を整備することで、検査の説明〜同意の取得が徹底され、漏れのない報告に繋がっていま

す。 

 

図表 58：産科医療機関において活用される様式 

1. 新生児聴覚検査のお知らせ（保護者向け説明資料）（様式⑪） 

2. 新生児聴覚検査同意書兼受診（結果）票（様式⑫） 

3. 新生児聴覚検査事業に関する実績報告書（様式⑬） 

4. 請求書（様式⑭） 

 

図表 59：長崎県における産科医療機関と市町村との間の情報の流れ 

 

  

⑪

⑫

⑫⑬

⑭
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長崎県「新生児聴覚検査のお知らせ」（様式 ⑪） 

 

   参考例様式③ 

新生児聴覚検査のお知らせ 

 

 新生児聴覚検査は、生まれて間もない赤ちゃんの耳のきこえの状態を調べるものです。 

一般に耳のきこえに障害をもつお子さんは、１，０００人に１～２人で、とても多いので

す。生まれつきの両側の聴覚障害をそのままにしていますと、ことばは発達しません。し

かし、聴覚障害を早期に発見し、適切な療育を受けると、ことばの発達がよいことがわか

ってきました。 

 近年、新生児期に聴覚障害の有無を自動的に判定できる検査装置が開発され普及してき

ました。この検査は、出生後入院中にお子さんの自然睡眠中に行います。検査に要する時

間は数分間で、痛みは伴いません。パス（pass）か要検査（refer）の判定がなされます。

パス（pass）の場合、お子さんの聴力には問題がないと判断されますが、要再検査（refer）

の場合は、後日再検査（「確認検査」）を行います。その結果が要再々検査（refer）の場合、

「精密検査」が必要です。  

 この検査の結果はすべてお子さんのお住まいの市町に報告され、必要な場合は精密検査

や療育相談への支援をしていくために、医療機関、療育機関等に検査結果をお知らせする

ことがあります。 

このことについて同意いただいた方に、検査費用のうち３，０００円（確認検査について

も３，０００円）をお住まいの市町が負担します。 

 新生児聴覚検査に同意される方は出産後に別紙「新生児聴覚検査同意書兼受診結果票（様

式第１号）」に必要事項を記入の上、担当医または看護師へお渡しください。 

 

○ この検査では、出生後の感染症等が原因となった聴覚障害や、徐々におこってくる性

質の聴覚障害を発見することはできません。退院後も引き続きお子さんの観察をお願

いします。 

 

○ この検査の結果等については、今後の検査・療育体制の確立のためにも役立てられま

すが、ご迷惑をおかけすることは一切ございませんので、ご協力くださいますようお

願い申し上げます。（※個人のプライバシーは保護されます。） 

 

○ この検査への同意は任意であり、いったん同意しても撤回することができます。 

 

○ この検査についてのお尋ねは、お住まいの市町の母子保健担当保健師までご連絡くだ

さい。 
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長崎県「新生児聴覚検査同意書兼受診（結果）票」（様式 ⑫） 

  

参考例様式① 

   （スクリーニング機関保存用、（協議会提出用（市町控）、保護者用） 

新生児聴覚検査同意書兼受診（結果）票 

                                                    令和  年  月  日 

１ 新生児聴覚検査事業の内容について了解し、検査を行うことに同意します。 

お母さんのお名前
ふりがな

                      

生年月日     年  月  日 

お母さんの現住所（住民票）                                   

                                           TEL 

他の連絡先 

（異動等があった場合に連絡が取れる連絡先があれば記入）  TEL 

赤ちゃんのお名前
ふりがな

（決まっている場合）    

赤ちゃんの生年月日・性別  令和  年  月  日     性別 男・女 

赤ちゃんの現住所（住民票） 

（母親の住所と同じ場合は記載不要です。） 

２ あなたのお子様の聴覚検査の結果は、次のとおりでした。 

検査 初回検査（令和  年  月  日） 確認検査（令和  年  月  日） 

機種 自動ABR 自動ABR 

右耳 パス ・ 要再検査 パス ・ 要精密検査 

左耳 パス ・ 要再検査 パス ・ 要精密検査 

出生時体重（      g）      在胎週数（   週   日） 

 

スクリ－ニング機関名 

TEL FAX 主治医 

聴覚障害の １血縁に幼少時からの聴覚障害者がいる 

危険因子   ２子宮内感染（風疹、サイトメガロウイルス、梅毒、トキソプラズマなど） 

           ３頭頸部の奇形（口蓋裂、副耳など） 

           ４出生時体重1,500g以下 

           ５交換輸血を必要とした黄疸（高ビリルビン血症） 

           ６耳毒性医薬品の使用（アミノグリコシド、ループ利尿薬など） 

           ７細菌性髄膜炎 

           ８重症仮死 

           ９人工呼吸器管理 ５日間以上 

         １０聴覚障害が合併するといわれている先天異常症候群 

連絡事項（保健師などの家庭訪問の必要性、母親の状況などについて） 
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長崎県「新生児聴覚検査事業に関する実績報告書」（様式 ⑬） 

 

  

参考例様式② 

（協議会提出用（市町村控）様式第２号） 

 

令和   年   月   日 

 

様 

（当該市町村別） 

所 在 地 

 

医療機関 

 

代 表 者               

 

新生児聴覚検査事業に関する実績報告書 

 

令和   年   月請求分の検査状況は次のとおりです。 

① 同意書兼受診票 

提出数 

             

 人（Ａ） 

 ② ①のうちの 

  検査件数 

検査実施件数 件 

 内訳 初回検査         件 

 

    確認検査         件 

③ ②の検査 

  結果 

 パス（Ｐａｓｓ）    件 

 要再検査        件  合計  件（Ｂ） 

 要精密検査       件 

 保留（経過観察）    件  （Ｂ）＝（Ａ） 

※実績報告は、当該市町村別に作成する。 
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長崎県「請求書」（様式 ⑭） 

  

 

 

                  参考例様式④ 

様式第８号 

 

請   求   書 

金                       円也 

 ただし、新生児聴覚検査 令和   年   月分、検査   件として 

別紙報告書のとおり上記金額を請求いたします。 

 令和   年   月   日 

       （医療機関） 

             住  所  〒 

                電話番号 

                医療機関 

                代 表 者                                       印 

［請求先（当該市町村あて）］ 

             様 

※振込先の記入については、初回請求時のみご記入ください。（その後の記入不要です。） 

 ※口座名義の変更については、別添文書でご通知ください。 

１．請求書は、当該市町別に作成してください。 

  ２．当該月内の検査料を取りまとめ翌月１０日までに送付してください。 

  ３．口座名義はカタカナで記入してください。 

 

  ※送付先 長崎県市町村福祉振興協議会 

         〒850-0875 長崎市栄町４－９ 長崎県市町村会館内      

TEL：095-827-5511・FAX：095-824-6993 

 

銀  行  名                  銀行              本・支店 

口座種別・番号 普通 ・ 当座   

口 座 名 義 

（カタカナ） 
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事例７．新生児聴覚検査要再検（リファー）児にかかる 

先天性サイトメガロウイルス感染症の早期発見・治療体制整備の取組 

（兵庫県） 
 

兵庫県では、先天性サイトメガロウイルス感染症の確定診断のための尿検査（生後 21 日以内

の尿 CMV 核酸検査）と、治療薬（生後 2 か月以内に開始が推奨されているバルガンシクロビ

ル）が保険適用となり、令和 5 年 10 月には、先天性サイトメガロウイルス感染症診療ガイドラ

インが発行されている背景を踏まえ、専門家からの要望を受け取組を開始しました。 

取組を開始するにあたり、令和 6 年 1 月に分娩取り扱い医療機関・助産所への実態調査を実施

したところ、半数の医療機関が新生児聴覚検査要再検（リファー）児への尿検査（尿 CMV 核酸

検査）を実施しておらず、そのうち、約半数が他施設へ紹介をしていないことが判明しました。 

そこで、兵庫県では、「先天性サイトメガロウイルス感染症調査研究事業（令和６年度・令和

７年度の 2 か年事業）」を創設し、県レベルで新生児聴覚検査要再検児における先天性サイトメ

ガロウイルス感染症の早期発見・早期治療に向けた県内の体制整備に取り組みました。 

令和 6 年度は、新生児聴覚検査要再検児における、尿検査（尿 CMV 核酸検査）の確実な実施

による早期発見の促進に取組み、令和 7 年度は、発見された児が確実に精査・治療につながるこ

とを目指して、治療体制等の充実に取り組みました。 

2 年間を通じて、専門家会議、県内の医療機関等調査、対応可能医療機関等一覧（※）の作

成・公表、研修会、啓発資材の作成・配布を実施し、新生児聴覚検査要再検児にかかる先天性サ

イトメガロウイルス感染症の早期発見・早期治療体制の推進を図っています。 

 

（※）県 HP での公表：https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/06saitomegaro.html 

①尿検査（尿 CMV 核酸検査）実施医療機関一覧 

②先天性サイトメガロウイルス感染症の症候性かどうかの精査・治療実施医療機関一覧 

 

1. 推進体制の構築 

(1) 専門家会議の開催 

兵庫県では、本事業を推進するため専門家会議を設置しました。会議には、県の医師会・産科

婦人科学会・耳鼻咽喉科医会・助産師会に所属する専門職に加え、先天性サイトメガロウイルス

感染症および新生児難聴に関する臨床経験を有する医師に参画していただきました。 

 

(2) 県内新生児聴覚検査・尿検査（尿 CMV 核酸検査）の実施状況の整理 

新生児聴覚検査の実施状況、尿検査（尿 CMV 核酸検査）の実施状況等を整理するため、専門

家会議で調査内容を検討した上で、実態調査を実施しました。実態調査により今後対応すべき課

題を明らかにし、課題への対応を議論しました。 

  

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/06saitomegaro.html
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2. 段階的な調査と体制整備 

(1) 令和６年度：２回の医療機関等調査と対応策の検討 

(ア) 第１回調査の実施と課題の抽出 

令和６年度の第１回調査では、分娩取り扱い医療機関・助産所に対し、下記内容の調査を実

施しました（図表 60）。調査にあたっては専門家会議において、先天性サイトメガロウイルス

感染症の啓発も兼ねた記載や調査項目となるよう助言を受け反映して実施しました。また、調査

結果から課題を抽出し、対応策を検討しながら取組を推進しました（図表 61）。 

 

図表 60：令和６年度第１回調査の概要 

実施期間 令和 6 年８⽉〜９⽉ 

対象 分娩取扱施設（医療機関(82)、助産所(16)） 計 98 施設 

回答率 86.7%(医療機関(69)、助産所(16)) 

⽅法 調査票を郵送し、FAX⼜はオンライン回答 

主な 

調査項目 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症診療ガイドライン 2023 の認知状況 

• 新生児聴覚検査要再検査児に対する尿 CMV 核酸検査の実施状況および公表意向 

• 新生児聴覚検査要再検査児に対する尿 CMV 核酸検査を実施したことがない理由等 

 

図表 61：調査結果に対する兵庫県の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 本調査における工夫点：採尿バッグをめぐる現場ニーズへの対応 

令和６年度第１回検討会では、尿検査（尿 CMV 核酸検査）の実施に関して、「新生児の採

尿方法がわからないことが現場ではハードルとなっている」との意見が出されました。そこ

で、分娩取り扱い医療機関・助産所向けの調査に、兵庫県作成の採尿方法を説明するリーフ

レットを同封し、現場で具体的な手順をイメージしやすいように工夫しました。 

当該リーフレットの作成にあたっては、専門家会議構成員からの紹介を受け、AMED（日

本医療研究開発機構）の「サイトメガロウイルス、トキソプラズマ等の母子感染の予防と診

療に関する研究班」の医師等に協力を求め作成しました。 

 

※その後、AMED 研究班においても「採尿バッグの使い方」のリーフレットが作成されて

います。  
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兵庫県作成の「採尿方法を説明するリーフレット」 
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(イ) 第２回調査の実施と対応策の検討 

第１回調査にて「尿検査（尿 CMV 核酸検査）陽性時の紹介先医療機関が分からない」との

回答があったほか、同内容の問い合わせが複数件あったことから、第２回専門家会議で検討

し、追加調査（第 2 回調査）を実施しました（図表 62）。 

第 2 回調査により、症候性の精査や治療対応可能な病院の把握が可能となり、一覧に整理

し、県ホームページにおいて公開することで、尿検査（尿 CMV 核酸検査）陽性後、迅速に精

査・治療につながれる環境を整理しました。また、先天性サイトメガロウイルス感染症の治療

対応不可の理由に「治療方法がわからない」との回答があり、令和７年２月 20 日の研修内容

に反映させました。 

 

図表 62：令和６年度第２回調査の概要 

実施期間 令和 6 年 11⽉〜12⽉ 

対象 総合周産期⺟⼦医療センター(６)、地域周産期⺟⼦医療センター(６) 

上記に該当しない精密聴⼒検査機関・⼆次聴⼒検査機関(７) 計 19 施設 

回答率 100%(19 施設) 

⽅法 調査票を郵送し、FAX⼜はオンライン回答 

主な 

調査項目 

• 尿検査（尿 CMV 核酸検査）陽性者に対する症候性の精査や治療の対応状況及び

公表意向、治療対応不可の理由等 

 

(2) 令和７年度：調査の一本化と令和６年度・令和７年度比較 

令和７年度には、令和６年度に実施した第１回・第２回調査の内容を統合する形で、１回の調

査票調査を実施しました（図表 63）。令和６年度と令和７年度の結果を比較し、医療機関への

働きかけや研修等の効果を検証しながら、新生児聴覚検査要再検児が確実に尿検査（尿 CMV 核

酸検査）を受けることができ、必要な児が精査や治療につながることができる体制の整備を進め

ました。また、令和７年度は、調査対象に小児科標榜病院を加え、先天性サイトメガロウイルス

感染症の症候性の精査・治療ができる医療機関の公表拡大を図りました。 

 

図表 63：令和７年度調査の概要 

実施期間 令和７年７⽉〜８⽉ 

対象 分娩取扱施設(医療機関(82)、助産所(15)) 、左記以外の⼩児科標榜病院(28) 

 計 125 施設 

回答率 84.8%(医療機関(94)、助産所(12)) 

⽅法 調査票を郵送し、FAX⼜はオンライン回答 

主な 

調査項目 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症診療ガイドライン 2023 の認知度 

• 新生児聴覚検査要再検査児に対する、尿検査（尿 CMV 核酸検査）の実施状況及

び公表意向 

• 尿検査（尿 CMV 核酸検査）陽性者に対する、症候性かどうかの精査・治療対応

状況及び公表意向 
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(3) 研修と医療機関へのアプローチ 

令和６年度から令和７年度の２年間にわたり、医療機関等への調査だけでなく、周産期医療に

関わる医師・看護師・助産師等に加え、行政職員を対象とした研修を実施しました。 

研修内容は、令和 6 年度は、新生児聴覚検査要再検児に対する尿検査（尿 CMV 核酸検査）の

確実な実施、令和 7 年度は、先天性サイトメガロウイルス感染症の治療体制の充実や対応力の

向上につながる内容とし、段階的な内容で実施することにより、新生児聴覚検査や、要再検児に

おける先天性サイトメガロウイルス感染症検査・精密検査・治療をつなぐ実務的な理解を図りま

した（図表 64、図表 65）。 

研修実施にあたっては、県医師会と連携して開催し、令和７年度は、県医師会と共催し各種研

修単位が取得できるようにして、医師の参加を促しました。また、研修の冒頭で、県担当者が説

明することで、取組状況や方針を周知することができました。 

 

図表 64：令和６年度研修会の概要 

日程 令和７年 2 月 20 日 

目的 • 尿検査（尿ＣＭＶ核酸検査）実施の現状と検査の意義の周知 

• 新生児聴覚検査の意義の周知及び質の向上 

• 新生児聴覚検査要再検児における尿検査（尿 CMV 核酸検査）実施の促進 

内容 ① 県調査の結果報告(県の⽅針等含む) 

② 先天性サイトメガロウイルス感染症の治療と検査の実際について 

③ 新生児聴覚検査の意義と現状 

④ 新生児聴覚検査（⾃動 ABR）の⼿技について 

⑤ 新生児聴覚検査機器（自動 ABR）の展⽰ 

参加者 55 名（医師、助産師、看護師、言語聴覚士、臨床検査技師、⾏政（保健師等）等） 

受講者の 

評価 

各講演について 4 段階評価のアンケートを行ったところ、 

すべての講演において「（とても）参考になった」との回答が 95％以上であった。 

図表 65：令和７年度研修会の概要 

日程 令和７年９月４日 

目的 • 先天性サイトメガロウイルス感染症の治療体制の充実および対応⼒の向上 

• 新生児聴覚検査の意義の周知及び質の向上 

内容 ① 県調査結果の報告(県の⽅針等含む) 

② 先天性サイトメガロウイルス感染症の早期治療の意義及び治療の実際について 

③ 新生児聴覚検査と先天性サイトメガロウイルス感染症について 

④ 新生児聴覚検査（⾃動 ABR）の⼿技について 

⑤ 新生児聴覚検査機器（自動 ABR）の展⽰ 

⑥ 患者会作成の動画の上映 

参加者 医師、助産師、看護師、言語聴覚士、臨床検査技師、⾏政（保健師等）、教員、等 

・現地参加：39 名  ・オンデマンド配信申込者：178 名 

受講者の

評価 

各講演について 4 段階評価のアンケートを行ったところ、 

すべての講演において「（とても）参考になった」との回答が 95％以上であった。 

先天性トキソプラズマ＆サイトメガロ
ウイルス感染症患者会「トーチの会」の

“知識があれば感染を防げる可能性があ
った“等の当事者の思いを伝えることに
より、医療従事者の取組を促進 
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3. 保護者への情報提供・啓発 

(1) 妊娠期からの先天性サイトメガロウイルス感染症感染予防啓発 

先天性サイトメガロウイルス感染症は妊娠中からの感染予防が重要であることから、専門家会

議で啓発資料の配布物を検討するだけでなく、兵庫県で独自リーフレットの作成を行い、分娩取

り扱い医療機関や市町等を通じて妊婦へ配布しています。各年度の配布状況は以下のとおりで

す。 

 

【令和 6 年度】 

・配布内容：①チラシ（感染予防） 

      ②チラシ（検査の必要性） 

      ③冊子（疾患説明） 

・配布先：県内の分娩取り扱い医療機関 

     および助産所、市町、等 

 

 

※①については、「NPO 法人トーチの会（先天性トキソプラズマ＆サイトメガロウイルス 

感染症 患患者会）」作成のチラシを購入 

※②については、調査結果を踏まえて専門家会議で検討し、兵庫県独自に作成 

※③については、AMED（日本医療研究開発機構）の「サイトメガロウイルス、トキソプラ

ズマ等の母子感染の予防と診療に関する研究班」と調整し、研究班作成のデータを兵庫県で

印刷発注することの了解を得て印刷を実施 

 

 【令和７年度】 

  ・配布内容：①チラシ 

（感染予防・検査の必要性） 

        ②冊子（疾患説明） 

  ・配布先：令和 6 年度の配布先に加え、 

小児科標榜医療機関 

 

 

 

  ＜工夫点＞ 

①について、「NPO 法人トーチの会（先天性トキソプラズマ＆サイトメガウイルス感染症 

患患者会）」と調整し、チラシの表面に「トーチの会」作成の感染予防に関する情報、裏面

に県作成の新生児聴覚検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査を勧奨する内容を掲載

し前年度 2 枚だったチラシを両面 1 枚にまとめ、配布がしやすいようにした。 
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＜チラシ（兵庫県作成）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【チラシ作成における工夫点】※専門家会議で検討し作成 

① 兵庫県では、治療開始が生後２か月以内より生後１か月以内の方がよりエビデンスレベルが

強いこと、生後 21 日以内の尿検査（尿 CMV 核酸検査）を確実に実施する必要があること

を踏まえ、新生児聴覚検査の初回検査要再検で尿検査（尿 CMV 核酸検査）の実施を推奨 

② ①の理由から、必要な児を早期に治療につなぐため、聴力精密検査の前に尿検査（尿 CMV

核酸検査）実施を推奨 

③ 抗ウイルス治療薬という選択肢がある事を記載し、保護者の不安軽減に努めた文言を記載 

① 

② 

③ 
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4. 成果と今後の展望 

(1) 令和６年度・令和７年度の比較からみた改善 

令和６年度・令和７年度にわたる専門家会議・調査・研修・啓発の結果、以下の通り、一定の

改善が確認されました。 

・ 先天性サイトメガロウイルス感染症に関する認知度の向上 

・ 新生児聴覚検査後の尿検査（尿 CMV 核酸検査）実施率の向上 

・ 新生児聴覚検査（自動 ABR による検査）と尿検査（尿 CMV 核酸検査）、症候性かど

うかの精査、治療等の流れの明確化（図表 66） 

自動 ABR による新生児聴覚検査の要再検児に対して 

生後 21 日以内の尿検査（尿 CMV 核酸検査）の実施 

⇒ 検査陽性の場合は、速やかに精密医療機関へ紹介し、症候性かどうかの精査 

⇒ 症候性の場合は、生後 2 か月以内の治療開始 

・ 分娩取り扱い医療機関・助産所、市町等への新生児聴覚検査要再検児における尿検査

（尿 CMV 核酸検査）に関する理解度の向上 

・ 分娩取り扱い医療機関・助産所における対応力の向上（要再検児がいない等の理由から

過去に尿検査（尿 CMV 核酸検査）を実施したことがない場合でも、要再検児が出た場

合には、必要に応じて検査実施や紹介等の対応ができるようになった） 
 

図表 66：新生児聴覚検査から先天性サイトメガロウイルス感染症治療までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) PDCA による継続的な体制整備 

「先天性サイトメガロウイルス感染症調査研究事業」を通じて、専門家会議で検討しながら、

調査⇒課題把握⇒課題解決に向けた取組の検討⇒実践（研修、啓発資材等）⇒評価の過程を踏ま

えることで、より効果的に事業展開することができました。 

本事業としての取組は令和 7 年度をもって終了となりますが、令和６年度・令和７年度の調査

結果と専門家会議での議論を踏まえ、引き続き、新生児聴覚検査と要再検児における尿検査（尿

CMV 核酸検査）を一体的に推進する方針にしています。また、令和 8 年度においては、新生児

聴覚検査機器購入支援事業を通じて、新生児聴覚検査体制の充実を図るとともに、先天性サイト

メガロウイルス感染症に関しては、医療機関・助産所における、尿検査（尿 CMV 核酸検査）、

症候性かどうかの精査、治療の実施件数の把握に向け調査実施を予定しています。 

引き続き、継続的な取組により新生児聴覚検査にかかる先天性サイトメガロウイルス感染症の

早期発見・早期治療の体制整備の充実を図っていきます。  
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事例８．事業評価および新生児聴覚検査推進協議会における検討 

（静岡県） 

1. 静岡県における事業評価の流れ 

静岡県では、県（乳幼児聴覚支援センター）が集約した新生児聴覚検査に関する情報（検査の

実績データおよび医療機関への書面調査（新生児聴覚検査に関する実態調査）結果）を分析し、

事業評価を行っています。 

分析結果を基に、静岡県乳幼児聴覚支援協議会（平成 23 年度より年１回開催）の主要な委員

を中心に課題の検討を行い、さらに、協議会や新生児聴覚検査に関する検討会の場で、関係機関

に共有された上で、具体的な施策についての検討がなされます（図表 67）。 

 

図表 67：静岡県における関係機関による事業評価および連携体制 

 

 

2. 分析データ例 

関係機関が、データを基に新生児聴覚検査の実施状況を把握し課題を共有することで、取り組

みにおける連携が強化され、より具体的な対策につながります。 

 

【医療機関における検査精度の分析（受検率、要再検査（リファー）率、等）】 

産科医療機関毎に検査の実績データ（受検率や要再検査（リファー）率等）を分析し、施設毎

のばらつきが多いなどの課題があれば、協議会・研修会（講演会）、関係者会議等で検討を行う

とともに、必要に応じて対象機関にフィードバックを行っています。 

  

市町
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事例９．医療機関等における検査実施体制の把握と共有 

（新潟県） 
 

新潟県では、年に１度、県内の産科医療機関を対象に、新生児聴覚検査の実施体制についての

調査を実施しています（調査項目は図表 68 参照）。調査は、県から産科医療機関へ調査票をメ

ールにて送付する形で行われ、分娩を取り扱うすべての施設からの回答を確認しています。 

 

図表 68：産科医療機関への調査項目 

項目例 新生児聴覚検査実施の可否、（他院出生児に対する）外来での検査

実施の可否、検査方法、分娩数、検査児数（初回検査、確認検査）、

市町村への要精検児に関する情報共有の状況 

 

収集した情報の一部は、リストとしてまとめられ、県のホームページで公開されています（図

表 69）。 

 

図表 69：産科医療機関における検査実施体制の把握と市町村への共有 

 

 

（医療機関リストイメージ） 

 

 

市町村の担当者は、本リストを参照し、新生児聴覚検査が実施可能な産科医療機関を保護者に

案内することが可能です。 

特に、未受検児の保護者へ新生児聴覚検査の受検を勧める場合には、（他院での出生児に対す

る）外来での検査が実施可能な医療機関を紹介しないと実際の行動には繋がらないため、非常に

重要な情報となります。 

都道府県 市町村

産科
医療機関

産科
医療機関

産科
医療機関

保護者
医療機関
リ スト

アンケート 調査 より 具体的な情報に基づく
適切な受診勧奨
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事例 10．集合契約方式による 

新生児聴覚検査対応医療機関の確保と把握 

（埼玉県） 
 

埼玉県では、新生児聴覚検査を含む妊婦健診等について、集合契約方式による検査業務の委託を

行うことで、県内外の医療機関における検査体制の確保と、検査実施医療機関の把握を図っていま

す。 

集合契約方式を採用することで、県民が県外の医療機関で出産した場合であっても、新生児聴覚

検査の助成が利用できる仕組みとなっており、居住地や出産場所にかかわらず検査が受けやすい環

境づくりを進めています。 

 

1. 実施内容 

(1) 集合契約方式の概要 

埼玉県では、新生児聴覚検査を妊婦健診等とあわせて「集合契約方式」により実施している。

集合契約方式とは、県が医師会や助産師会等と包括的な契約を結び、その傘下の医療機関・助産

所等が統一された様式・単価等に基づいて検査を実施する仕組みです。 

これにより、検査の実施条件や請求方法等を県全体で標準化しつつ、多数の医療機関と効率的

に契約を締結できるようにしています。 

 

(2) 委託医療機関の範囲と契約形態 

(ア) 県内医療機関等との契約 

県内の医療機関については、埼玉県が県医師会および県助産師会と集合契約を締結していま

す。 

県医師会および県助産師会との契約のもと、構成員である医療機関・助産所等が、県と取り

決めた様式・単価・請求方法に従って新生児聴覚検査を実施する体制となっています。 

この集合契約により、県内の多数の医療機関に対し、一件ずつ個別契約を行うことなく、一

定の品質・条件で検査を提供できています。 

 

(イ) 県外医療機関との契約 

県外の医療機関についても、埼玉県は集合契約方式で委託医療機関を確保しています。 

特に、関東の一都六県（東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県）に

ついて、県が個別に医療機関と一括契約を行っています。 

令和７年度の委託医療機関数は、県内 97 か所、県外 196 か所であり、県外の医療機関も

含め、広域的な検査実施体制を整備しています。 
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県外医療機関との契約手続きは、原則として以下の通り医療機関側からの申し出を起点とし

ています。 

• 新たに埼玉県の新生児聴覚検査の委託医療機関として契約を希望する医療機関から、

県担当部署に連絡が入る 

• 県担当者が契約内容を説明し、必要書類の提出および契約締結手続きを行う 

• 契約は年度ごとの更新とし、毎年４月に更新手続きを行う 

このように、年度を通じて医療機関からの申出を随時受け付けながら、契約医療機関を拡充

しています。 

 

(3) 集合契約に基づく検査の流れ 

(ア) 妊産婦・新生児への周知と利用 

県内市町村を通じて、妊娠届出時や母子健康手帳交付時に、新生児聴覚検査の意義や検査費

用助成制度について周知しています。 

 

(イ) 検査実施と請求 

集合契約の対象となる医療機関・助産所等では、新生児聴覚検査を実施した後、集合契約に

て定められた請求書（様式⑮）および実施報告書（様式⑯）により市町村へ請求を行いま

す。請求を受けた市町村は医療機関に対して、定められた支払決定通知書（様式⑰）により

支払額の通知、および検査費用の支払いを行います。 

 

(ウ) 償還払いとなるケースへの対応 

県外の医療機関のうち、埼玉県との契約がない医療機関で新生児聴覚検査を受けた場合に

は、医療機関と埼玉県との間で集合契約が結ばれていないため、原則として保護者は一旦自

己負担で支払いを行うこととなります。その後、居住地の市町村と保護者との間で償還払い

による助成を行います。 

また、当該医療機関から埼玉県に対して新規契約の申出があった場合には、集合契約への参

加を検討し、年度途中であっても随時契約を締結しています。 

 

(4) 検査医療機関の把握 

集合契約方式を通じて、県は委託医療機関の一覧および所在地等を把握しており、これを県ホ

ームページ等で公表しています。 

妊産婦や市町村担当者は、この一覧を参照することで、新生児聴覚検査に対応可能な医療機関

を確認できます。 

また、契約更新時や新規契約締結時には、委託医療機関の情報を適宜更新し、最新の状況を反

映させています。 
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2. 成果と工夫 

(1) 様式・事務手続きの統一による負担軽減 

集合契約方式により、検査実施医療機関で使用する様式や請求方法が統一されていることか

ら、医療機関側の事務負担軽減につながっています。 

特に、集合契約に基づき県が医療機関へ直接支払う方式であるため、利用者が一旦自己負担を

して後日市町村に償還払いを申請する必要がないケースが多く、医療機関・利用者双方の事務の

煩雑さが軽減されています。 

 

(2) 県外出産者への助成利用の確保 

県外の医療機関とも集合契約方式で委託契約を結んでいることにより、里帰り出産や県外での

勤務・居住等により埼玉県外の医療機関で出産した場合でも、新生児聴覚検査の助成が利用しや

すくなっています。 

特に、関東一都六県の医療機関と広く契約を行っていることで、近隣都県への里帰り出産の増

加にも対応可能である状況です。 

結果として、居住地や出産場所による新生児聴覚検査の受検機会の差を縮小し、検査の受検率

向上に寄与しています。 

 

(3) 検査実施医療機関の継続的な拡充 

県外医療機関からの申出を随時受け付け、年度途中でも新規契約を行う運用とすることで、利

用者ニーズに応じて委託医療機関を柔軟に拡大しています。 

また、毎年度４月に契約更新を行うことで、委託医療機関の状況を整理し、最新の実施体制を

把握できるようにしています。 

これにより、県内外を含めた新生児聴覚検査実施医療機関のネットワークが年々拡充されてい

ます。 

 

(4) 情報提供体制の整備 

新生児聴覚検査の委託医療機関一覧や助成制度の内容については、県ホームページ等で公開し

ています。 

市町村の母子保健担当者に対しても、委託医療機関の情報を提供し、妊娠届出時や両親学級、

母親学級等の場面で、新生児聴覚検査の重要性とともに利用可能な医療機関を案内できるように

しています。 

これらの情報提供により、妊産婦が出産先を検討する際の参考になり、検査の受検機会の確保

に繋がっています。 
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埼玉県「新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料請求書」（様式 ⑮） 
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埼玉県「新生児聴覚スクリーニング検査業務実施報告書」（様式 ⑯） 
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埼玉県「新生児聴覚スクリーニング検査業務委託料支払決定通知書」（様式 ⑰） 
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事例 11．産婦人科医会と連携した新生児聴覚検査の 

検査状況の把握および精度管理（埼玉県） 
 

埼玉県では、新生児聴覚検査の質を確保し、要精密検査児の確実な精密検査受診および療育につ

なげることを目的として、令和５年度から新生児聴覚検査の精度管理事業を開始しました。委託事

業として実施しており、分娩取扱施設を対象に取組を進めています。 

精度管理事業により、初回検査 PASS 率（スクリーニング検査で問題なしと判定された割合）等

の検査結果を施設ごとに把握・分析し、初回 PASS 率が低い施設に対しては個別の訪問調査を行っ

て原因を検証し、検査環境の改善や装置の点検・修理等につなげています。その結果、県内のほぼ

全ての分娩施設の検査が適切に実施されていることが確認されるとともに、要精密検査児は全例が

専門施設での精密検査を受診し、療育にも確実につながっています。 

 

1. 事業の体制 

(1) 委託先 

埼玉県では、精度管理事業の委託先として、事業の目的条件を満たす団体を、毎年度公募によ

る企画提案型競技を実施し、選定しています。 

 令和５年度から令和７年度までは埼玉県産婦人科医会が受託し、分娩取扱施設への調査、結果

の集計・分析、耳鼻咽喉科医との協議、初回 PASS 率の低い施設への訪問調査等を行っていま

す。 

 委託事業として実施することにより、委託先のネットワークや現場に対する理解を生かしつ

つ、現場に即した実効性のある取組が可能となっています。なお、精度管理に関する委員会を設

置し、専門家の判断により検討・評価が行われています（図表 70）。 

 

図表 70：「埼玉県新生児聴覚スクリーニング検査精度管理業務」の流れ 
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(2) 対象施設 

県内の分娩取扱施設（医療機関（病院、クリニック）、助産院）に対し、委託先から新生児聴

覚検査の実施状況等についてのアンケート調査を実施しています。 

 

2. 取組の内容 

(1) アンケート調査とデータ収集 

精度管理事業では、まず全ての分娩取扱施設に対してアンケートを送付し、新生児聴覚検査の

実施状況を把握しています。 

令和 6 年度のアンケート回答率は 100％であり、県内の分娩取扱施設の実態を網羅的に把握

することが可能となっています（図表 71）。 

 

図表 71：令和６年度調査の概要 

実施期間 令和 6 年１２月～令和 7 年 1 月 

対象 分娩取扱施設 

回答率 100% 

⽅法 メールにて回答 

主な 

調査項目 

• 施設種別（周産期センター、病院、クリニック、助産院） 

• 分娩数、出生児数、新生児聴覚スクリーニング検査実施数 

• 初回検査装置使用状況（自動 ABR・OAE） 

• 初回検査の結果（PASS、Refer の件数） 

• 再検査の実施状況（再検査者数、再検査 PASS、再検査 Refer、要精密検査と

なった児の数） 

• 要精密検査児の精密検査受診結果（難聴、正常、経過観察中、不明） 

 

(2) 精度管理指標と分析方法 

収集したデータをもとに、施設種別ごとの分娩数、検査実施数、初回 PASS 率等を集計し、検

査の精度を評価しています。周産期センター、病院、クリニック、助産院といった施設種別ごと

の分析も行い、初回 PASS 率の分布（最小値から最大値）、初回 PASS 率が 90％未満の施設数

等を把握しています。 

特に、初回 PASS 率は検査の質を測るうえで重要な指標と位置づけており、耳鼻咽喉科医との

協議の中でも、精度管理の方法として初回 PASS 率を用いることが妥当であることが確認されて

います。 
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(3) 初回 PASS 率の低い施設の抽出 

分析の結果、初回 PASS 率が 90％未満であった施設（令和６年度は７施設）については、個

別に状況を確認する対象として抽出しています。 

そのうち、特に PASS 率が低い３施設を検査対象施設として位置づけ、埼玉県産婦人科医会の

特別委員会の委員が訪問調査を実施しました。訪問先の選定にあたっては、初回 PASS 率が著

しく低いことや、近年の機器更新状況等が考慮されています。 

 

(4) 耳鼻咽喉科医および産婦人科医会内での協議 

アンケートによる施設ごとのデータ集計結果は、耳鼻咽喉科医および埼玉県産婦人科医会内の

特別委員会で共有され、以下の点について協議が行われています。 

• 要精密検査児の精密検査受診状況および療育につながるまでの流れ 

• 精度管理指標として初回 PASS 率を用いる妥当性と、その限界 

• PASS 率の低い施設における装置の不具合や検査手技、検査環境に関する想定される要

因 

耳鼻咽喉科医からは、精密検査の受診状況が明らかになったことに対する評価や、初回 PASS

率を用いた施設間比較による精度管理が妥当であるとの意見が示されています。また、PASS

率が低い施設では、装置の不具合や検査方法に問題がある可能性があるため、機器の点検や検査

環境の確認が必要であることが共有されています。 

 

(5) 初回 PASS 率の低い施設への訪問調査 

初回 PASS 率が低い３施設に対しては、県産婦人科医会特別委員会の委員が訪問調査を行い、

検査の実施状況や機器の状態、検査環境等を詳細に確認した。その上で改善策を検討、指導を行

いました。 

 

3. 成果と評価 

(1) 検査の適切な実施状況の確認 

精度管理事業により、県内の分娩取扱施設からのデータを集約・分析した結果、多くの施設で

新生児聴覚検査が適切に実施されていることが確認され、多くの施設で安定した検査が行われて

います。 

一方で、一部の施設では初回 PASS 率が顕著に低い状況が確認され、機器の不具合や検査環境

の問題等が明らかとなりました。こうした施設に対しては、訪問調査を実施して具体的な改善策

を講じることで、検査の質の向上につなげています。 
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(2) 要精密検査児の確実な受診・療育へのつながり 

本事業により、要精密検査と判定された児の受診結果を施設ごとに把握し、精密検査の受診状

況やその後の経過が明らかになりました。要精密検査児は、受診予定となっている児を含めて全

例が専門施設での精密検査を受診しており、その後の療育にも確実につながっていることが確認

されています。 

 これにより、検査から精密検査、療育までの一連の流れにおいて、支援の抜け漏れが生じてい

ないかを県として把握できるようになり、必要に応じて個別のフォローや関係機関との連携強化

につなげることが可能となっています。 

 

(3) 機器管理・検査環境整備の重要性の共有 

訪問調査の結果、自動 ABR 装置等の本体部分だけでなく、プローブやケーブルなどの周辺機

器の定期点検や交換が必要であること、光線治療装置や Wi-Fi ルーター等の周辺機器から発生す

るノイズが検査に影響し得ることが具体的に示されました。 

これらの知見は、埼玉県産婦人科医会や耳鼻咽喉科医会を通じて県内の分娩取扱施設に共有さ

れ、装置のメンテナンスや検査環境の整備の重要性について認識を高める契機となっています。 

 

4. 運用上の工夫 

(1) 産婦人科医会への委託による現場との連携 

事業の実施主体を埼玉県産婦人科医会とすることで、現場の実態を踏まえた調査票の作成や、

施設への働きかけ、訪問調査の受け入れ調整等が円滑に進んでいます。また、同じ医療者同士で

の情報共有となるため、施設側にとっても相談しやすく、課題や懸念事項を率直に出しやすい環

境が保たれています。 

 

(2) 初回 PASS 率を用いたシンプルな指標化 

精度管理の指標として初回 PASS 率を主に用いることで、施設側にも分かりやすい形でのフィ

ードバックが可能となっています。PASS 率が一定の基準を下回る場合には、機器の不具合や

検査環境の問題を疑う必要があるといったメッセージを明確に伝えることができ、実務上の改善

につながりやすくなっています。 

 

(3) 耳鼻咽喉科医との連携 

耳鼻咽喉科医との協議を通じて、精度管理の方法や要精密検査児のフォローアップ状況の評価

が行われている。専門医の視点を取り入れることで、単に数値の高低を評価するだけでなく、精

密検査や療育につながるまでの過程も含めた総合的な検討が可能となっています。 
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事例 12．検査機関の拡大 - 聴覚検査機器の購入補助 - 

（静岡県） 
 

静岡県では、県内のどこで生まれても新生児聴覚検査が受けられる体制を整えるため、検査実

施機関での検査機器購入費用の補助を実施しています（新生児聴覚検査体制整備事業 実施年

度：平成 28 年度、令和 2 年度、令和 6 年度以降）。事業の概要は、以下の通りです。 

 

図表 72：新生児聴覚検査体制整備事業（令和６年度 検査機器整備） 

対象 県内分娩取扱機関が検査機器を整備する場合の購入・買い換え費

用 

補助率 10/10 （助成限度額 2,400 千円） 

決算額 19,200 千円 

 

一方で、静岡県における取組は、分娩取扱機関に対する機器整備の働きかけのみならず、さら

なる受検率の向上および早期支援を図るためには多面的・総合的な事業展開が効果的だと考え、

平成 28 年度から以下の 3 つの取組を同時に展開し、全県的な体制作りが進められました。 

 

静岡県における３つの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全分娩取扱機関での検査実施体制が整った背景としては、機器整備の補助だけでなく、「市町

における公費助成制度創設に向けた支援」によって、平成 28 年度には０％（０市町/３５市町）

であった県内市町での公費助成の実施が、平成 30 年度には 100％（０市町/３５市町）となっ

たことや、「発見された難聴児等の母子支援体制の強化」として『乳幼児聴覚支援センター（県

立総合病院内）』を県が設置（委託）したことによって、発見後の難聴児および保護者への支援

の見通しがより明確になったことも関係しています。 

（「発見された難聴児等の母子支援体制の強化」（乳幼児聴覚支援センター）については、

「事例 16．乳幼児聴覚支援センターの設置と強化（静岡県）」（P142〜参照）にて詳述してい

ます。） 

  

県内どこでも受検可能な実施体制の整備 

検査実施機関での機器購入費用の補助 

（平成 28 年度、令和 2 年度、令和 6 年度より継続） 

市町における公費助成制度創設に向けた支援 

新生児聴覚検査公費助成の開始（平成 29 年度より継続） 

発見された難聴児等の母子支援体制の強化 

乳幼児聴覚支援センターの体制強化（平成 29 年度より継続） 
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事例 13．普及・啓発のための資材の作成 
 

事例 13-１．啓発リーフレット（静岡県） 
 

静岡県では、県が作成したリーフレットを市町に提供し、妊娠届提出時などの機会に保護者へ

配布しています。 

リーフレットでは、新生児聴覚検査についての必要な情報に加えて、難聴があると診断された

場合の早期療育の重要性についても触れており、保護者の理解を深めています。 

また、精密検査機関を掲載するとともに、相談窓口として静岡県乳幼児聴覚支援センターの連

絡先を掲載し、何らかの疑いや不安等が生じた場合の受け皿を明確にして次の行動へつながりや

すくしています。 

なお、医療機関や市町からの要望に応じて多言語版（英語・韓国語・中国語・フィリピン語・

ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語）のリーフレットを併せて作成し、県内に居住する外国

人の保護者への受検勧奨も積極的に行っています。 
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静岡県リーフレット（三つ折り表面） 

 

静岡県リーフレット（三つ折り中面） 
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静岡県リーフレット（多言語版（表面のみ抜粋）） 
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事例 13-２．啓発チラシ（新潟県） 
 

新潟県では、新生児聴覚検査について、また、「要再検査（リファー）」だった場合の難聴が

あると診断された場合の説明など重要な情報が記載され、市町村の担当窓口の改変が可能なチラ

シのひな形を市町村に提供しています。 

市町村は、妊娠届提出時などの機会に保護者へ配布します。不安や不明なことがあった場合の

相談先として、市町村の窓口や地域の相談窓口（「子どものきこえ相談室」）を記載すること

で、より身近で相談しやすい形としています。 

 

新潟県チラシ（表面） 
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新潟県チラシ（裏面） 
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事例 14．精密検査・先天性サイトメガロウイルス感染症検査 

受診の説明文書の作成 

（高知県） 
 

高知県では、確認検査にてリファーとなったこどもの保護者に、産科医療機関から精密検査受

診や先天性サイトメガロウイルス感染症検査について説明できるよう説明文書を整備していま

す。（「精密検査受診のお願い」（様式 ⑱）および「尿のサイトメガロウイルス検査について」

（様式 ⑲）） 

「精密検査受診のお願い」（様式 ⑱）では、精密検査により専門医がきこえの状態をより詳し

く調べ、現在の状態を総合的に判断すること、その検査結果を市町村の保健師に連絡すること、

そして、今後、きこえや言葉の発達については、市町村の母子保健担当課に相談できること等を

記載しています。 

また、「尿のサイトメガロウイルス検査について」（様式 ⑲）では、新生児聴覚検査の精密検

査に先立って産科医療機関への入院中に検査を実施すること、結果は退院後の外来受診の際に説

明するため予約が必要であること、検査結果に係る情報の取扱いは新生児聴覚検査結果と一体的

に扱うこと等を記載しています。 

なお、先天性サイトメガロウイルス感染症検査にて陽性判定が出た場合、産科医療機関から保

護者にサイトメガロウイルス感染症に関する精密検査の受診について説明するための参考文書を

整備しています。 

この「サイトメガロウイルス感染症に関する精密検査受診のお願い」（様式 ⑳）では、耳鼻咽

喉科（新生児聴覚検査）と小児科（先天性サイトメガロウイルス感染症検査）の両方の精密検査

を受ける必要があること、精密検査を担当する医師より治療について話があった場合は、治療効

果や薬の副作用などを医師とよく相談の上で治療を検討いただきたいこと等を記載しています。 
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高知県 説明文書「精密検査受診のお願い」（様式 ⑱） 

 

 

  

【新生児聴覚検査要精密検査判定の場合の説明文書 みほん】 

※県外の方の里帰り分娩等で、自己負担で受診される方については、この説明書に準じた形で内容

を作成して活用ください。 

 

 

「要精密検査」（新生児聴覚検査実施医療機関 ➞ 保護者） 

 

                                   

                             

 

 お子さんが受けた「新生児聴覚検査」では、ささやき程度の大きさの音をきいて、反応を調べる検

査を２回行いました。今回の検査では、２回とも反応が十分ではなく（２回ともリファー）、きこえの

状態を判断できなかったため、もう少し詳しい精密検査が必要と判断されました。この検査では、100

人から200 人に1 人のお子さんが「精密検査が必要」と判断されます。 

 

 精密検査が必要と判断されることが直ちに音がきこえていないことを意味するものではありません。

また、もし、きこえに問題があったとしても、「新生児聴覚検査」ではどの程度のきこえなのかまでは

診断できません。専門的な診察と検査をうけることによって、詳しくきこえの状態を調べ、専門医が

総合的に診断します。 

 

精密検査については、「新生児聴覚検査」を受けた医療機関からご案内いたします。 
 
※県外の施設をご希望の場合は、「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会」が指定した検査施設に紹介いたし

ます。 

 
 また、今後子育ての相談や適切な支援をするために、今回の検査結果を住民票のある市町村の保健

師に連絡いたしますのでご理解をお願いします。お子さんとご家族のプライバシーを守ることについ

ては確実に配慮されます。なお、詳しい検査を受けるまでの間、お子さんのきこえやことばの発達に

ついて心配なことがありましたら、お住まいの市町村の母子保健担当課にご相談ください。 

 
※新生児の時に、両方あるいはどちらかの耳に、「ささやき声程度の大きさ」以上のきこえの問題があ

るお子さんは、500 人から1,000 人に1 人程度といわれています。「ささやき声程度」とは、ド

アを閉める音や、ガラガラや太鼓の音などの「普通の大きさの音」は聞こえるが、小さな声でお話

しする時の音がわかりにくい（ざわざわした環境ではことばがうまく聞き取れない）程度の大きさ

の音です。万一、精密検査の結果、きこえの問題があった場合には、診療や療育につないでいきま

す。お子さんの健やかな成長のために、必ず精密検査を受けていただくようお願いいたします。 

聴覚の精密検査受診のお願い 
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高知県 説明文書「尿のサイトメガロウイルス検査について」（様式 ⑲） 

 

高知県 説明文書「サイトメガロウイルス感染症に関する精密検査受診のお願い」（様式 ⑳） 

 

 

【尿CMV検査説明文書 例】 

※尿 CMV 検査は公費負担ではなく保険診療となりますので例示です。必要に応じて、本内容を参考

に、医療機関でご作成ください。 

 

 

尿のサイトメガロウイルス検査について 
 

・令和６年から、きこえの精密検査が必要となったお子さん（再検査をしてもリファーになった場

合）には、尿のサイトメガロウイルス検査（尿の中にウイルスの核酸というものがあるかどうかを

調べる検査）を実施することが勧められています。 

 

・サイトメガロウイルスによってきこえの問題がおこる場合がありますが、この検査は生後３週以内

に行う必要があります。そのため、きこえの精密検査に先立って入院中に検査を実施するもので

す。 

 

・退院前に尿の検査をして、退院後外来の予約をしていただき結果をお伝えします。 

 

・尿のサイトメガロウイルス検査で陽性の場合、聴覚の精密検査と併せて小児科での精密検査が必要

となりますので、小児科の精密検査も紹介いたします。 

 

・尿のサイトメガロウイルス検査は健康保険と乳幼児医療費助成で行われ、無料です。 

 

・検査結果の住所地の市町村や医療機関などへの報告、連絡と検査（診療）情報の保管及び個人情報

の取り扱いについては、新生児聴覚検査の結果と一体として扱います。 

 

 

【サイトメガロウイルス陽性判定の場合の精密検査受診の説明文書 例】 

※尿CMV検査は公費負担ではなく保険診療となりますので例示です。必要に応じて、本内容を参考に、

医療機関でご作成ください。 

 

 

サイトメガロウイルス感染症に関する精密検査受診のお願い 

 
・サイトメガロウイルスは世界中のどこにでもいるありふれたウイルスです。赤ちゃんが、このウイ

ルスに感染して生まれてくる場合があり、このウイルスによって、きこえの問題をおこしている場

合があります。 

 

・お子さんは、今回行った尿の検査で、このウイルスを持っていると診断されました。 

 

・きこえの問題のほかに、このウイルスで身体のほかの場所の問題がおこっている場合があります。 

 

・そのため、小児科（全身）と耳鼻咽喉科（きこえ）の両方の精密検査を受ける必要があります。高知

県内で両方の精密検査が１つの病院で可能なのは、高知大学医学部附属病院ですので、小児科と耳

鼻咽喉科・頭頸部外科の両方へ紹介します。 

 

・なお、サイトメガロウイルス感染症（サイトメガロウイルスによって引き起こされたきこえの問題

を含む）では、抗ウイルス薬による治療が可能な場合があります。高知大学医学部附属病院の小児

科で精密検査を担当する医師から治療についてお話があった場合は、治療効果や薬の副作用などを

医師とよく相談の上治療をご検討ください。 
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事例 15．新生児聴覚検査と先天性サイトメガロウイルス感染症検査 

を踏まえた保護者への説明と産科での結果通知の工夫 

（石川県） 
 

石川県では、平成 20 年以降、新生児聴覚検査の普及と、要精密検査児への支援体制の構築を

進めてきました。県では「『きこえ』のマニュアル～すこやかな親子関係を育むために～」（以

下、「マニュアル」とする）として、新生児聴覚検査実施医療機関向けのマニュアルを整備し、検

査の趣旨や結果説明の方法、保護者支援の視点を整理しています。 

生後間もない時期は、産後の不安定さが増し、また親子の愛着形成が重要な時期です。そこ

で、従来は「新生児聴覚検査の結果を生後 1 か月頃に伝えることを原則とする」ことを、マニュ

アルの一つの柱としてきました。（生後 1 週間で聴覚の精密検査が必要と告げられても、精密検

査ができるのは生後 1 か月頃からであり、この間保護者は不安な日々を送ることになるため。） 

近年、先天性サイトメガロウイルス感染症の治療に関する知見が新たになったことより、サイ

トメガロウイルス感染症への対策も考慮した体制への見直しを行いました。具体的には、新生児聴

覚検査の確認検査で「要精検（refer）」となった児には、できるだけ産科医療機関で尿検査を実

施することとしました。そのためには産科退院前に結果を告知する必要があるため、保護者の不安

を高めないよう、より丁寧な伝え方をおこなう等の工夫を重ねています。 

 

1. 検査の趣旨と保護者への基本的な説明 

(1) 検査の目的と性質をわかりやすく伝える 

マニュアルでは、新生児聴覚検査は「異常の有無を断定する検査」ではなく、「聞こえの状態

に気になる点がないかを早期にチェックし、必要な場合には専門の検査につなぐためのスクリー

ニング検査」であることを、わかりやすい言葉で伝えることを重視しています。検査結果が「要

精検（refer）」であっても、この段階では「聞こえに気になる点がある可能性がある」という

サインであり、精密検査をしてみないと診断はできないこと、「異常なし（pass）」であって

も、聴覚発達はその後も続いていくことを丁寧に説明します。  

この際、「産科では将来の見通しなどにふれない（推測を伝えない）」ことをマニュアルのポ

イントとして示しています。医師からの説明次第で、その後親子の関係や育児負担が大きく変わ

るため、産科医療機関向けのマニュアルを作り、保護者の不安が高まりにくい伝え方の具体例を

載せるなどの工夫もしています。 

また、マニュアルには「愛着形成はなぜ重要なのか」というミニコラムを掲載し、「最初の出

会いの時期を『安心』で包むこと」が親子関係の土台になることを解説しています。保護者が

「わが子だ」と感じ、自分を「安心のまなざしで見つめてくれる親」に抱かれることによって、

こどもが安定して育っていくという視点を、結果説明の場面にも反映させています。 
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(2) 検査結果にかかわらず聴覚発達と相談先を説明 

検査結果が「異常なし（pass）」でも「要精検（refer）」でも、今後の聴覚発達について十

分な説明を行うことを共通の原則としています。具体的には、ことばや反応の発達を見守る重要

性、気になることがあれば早めに相談してよいこと、そして、市町の母子保健担当課（保健セン

ター）、県保健福祉センター等で「きこえ」に関する相談ができることをあわせて伝えていま

す。 

これにより、検査の有無や結果にかかわらず、保護者が継続的な見守りと相談の窓口をイメー

ジしやすくなるよう工夫しています。 

 

2. 産科における結果説明のタイミングと方法 

(1) 入院中に結果を説明する体制への見直し 

かつて石川県では、新生児聴覚検査の結果は 1 か月健診時に伝える運用としていました。 

その背景として、産後は母体のホルモン環境が一定せず、抑うつ傾向にある場合も多くメンタ

ルの不調につながりかねないこと、こどもが家族の一員となり、安定した関係性が築かれること

を優先することで育児不全等のリスクを回避できることがありました。 

しかし、聴覚検査結果を確認したうえで先天性サイトメガロウイルス感染症検査に進む必要が

あり、それらを生後 1 週間以内に実施することが望ましいとされたことから、結果説明のタイ

ミングを産科入院中（産科退院まで）へと前倒ししました。 

退院前に結果を伝える上で、特に産科医療機関へ以下の事項について依頼し、強化を図ってい

ます。 

• これまでにも増して、産後の状況を考慮して伝え方に配慮すること 

• 愛着形成に関して重要な時期であること 

• 県・市町母子保健担当者とのと連携を強化し、情報のやり取りを確実にすること 

 

●結果説明の原則：誰が、いつ、どのように伝えるか 

マニュアルでは、検査結果説明の時期と方法を次のように整理しています。 

 

• 結果にかかわらず、原則として産科退院までに説明する。 

• 原則として医師が結果を伝える。 

• 必要以上の安心感や不安感を与えないよう留意する。 

• 検査結果はリーフレットに記載し、保護者に渡す。母子健康手帳に貼付して紛失しない

よう説明する。 

 

とくに「要精検（refer）」の場合は、結果を伝える場面の環境にも配慮が必要です。出産直後

は身体的・精神的負担が大きく、保護者は「過覚醒」の状態で様々な情報に敏感になりやすい一

方で、親子の愛着形成が始まる大切な時期です。このため、結果説明のタイミングや場所、同席

する家族の有無などを考慮し、「まずは親子の出会いとふれあいを大切にしながら、我が子であ

るという気持ちが育つよう援助する」姿勢を基本としています。 
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石川県「『きこえ』のマニュアル～すこやかな親子関係を育むために～」（一部抜粋）１/３ 
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石川県「『きこえ』のマニュアル～すこやかな親子関係を育むために～」（一部抜粋）２/３ 
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石川県「『きこえ』のマニュアル～すこやかな親子関係を育むために～」（一部抜粋）３/３ 
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事例 16．乳幼児聴覚支援センターの設置と強化 

（静岡県） 

1. 静岡県乳幼児聴覚支援センターの概要 

静岡県では、難聴（またはその疑い）のこどもおよびその保護者への支援体制の強化を目指

し、その中核を担う機関として、平成 22 年度より、静岡県乳幼児聴覚支援センターを設置して

います（図表 73）。 

センターは、静岡県立総合病院へ委託する形で運営され、令和８年 3 月現在、言語聴覚士２名

によって高い専門性に基づく支援が行われています。 

 

その事業内容は、難聴（またはその疑い）のこどもおよびその保護者への個別支援を中心に据

えつつ、関係機関との連絡調整、産科医療機関や市町に対する支援や、関係者のスキル底上げの

ための技術支援（研修など）、啓発事業まで多岐に渡り、県の母子保健担当や市町保健センタ

ー、各専門機関の担当者と密接に連携を取りつつ運営されています。 

 

図表 73：静岡県乳幼児聴覚支援センター概要 

設置主体 静岡県（独法県立病院機構 静岡県立総合病院へ委託） 

設置場所 静岡県立総合病院 

設置年度 平成 22 年度（平成 29 年度より体制強化） 

体制 言語聴覚士２名（平成 29 年度より１名増員し、現在の体制に） 

事業内容 

① 要精密検査となったこどもの情報集約（新生児聴覚スクリーニング検

査管理支援システムの管理・運営） 

(ア) 産科医療機関から精密検査が必要なこどもへの支援依頼が集まる 

(イ) 精密検査機関からの診断結果報告 

(ウ) 市町保健センターとの情報共有、支援における連携 

② 精密検査機関への連絡調整（受診依頼等） 

③ 難聴（またはその疑い）のこどもおよびその保護者への個別支援（電

話相談および面接相談） 

④ 産科医療機関や市町からの相談対応 

⑤ 支援機関等への情報伝達（産科医療機関や市町との連絡） 

⑥ 人工内耳装着児等の母子支援（療育教室等の開催、個別相談の実施） 

⑦ 技術支援：研修会等の開催 

⑧ 啓発事業（リーフレットの作成および配布） 

⑨ 補聴システム貸与事業 
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2. 乳幼児聴覚支援センターによる情報集約および関係機関における連携 

新生児聴覚検査に関わる一連の情報（特に、支援が必要とされる、精密検査や先天性サイトメ

ガロウイルス感染症検査が必要となったこどもに関する情報）は、乳幼児聴覚支援センターにて

導入した「新生児聴覚スクリーニング検査管理支援システム」に集約され、市町に共有されま

す。 

乳幼児聴覚支援センターは、各専門機関との連携において中心的役割を担うとともに、上記の

システムを維持・管理しつつ、個別ケースにおいてより高い専門性が求められる場合の支援を行

います。 

（「新生児聴覚スクリーニング検査管理支援システム」については、「事例４．管理支援シス

テムを活用した情報連携と精度管理」（P96〜参照）にて詳述しています。） 

 

3. 個別支援における、静岡県乳幼児聴覚支援センターと市町の役割 

難聴（またはその疑い）のこどもおよびその保護者への個別支援においては、乳幼児聴覚支援

センターと市町保健センターが、以下それぞれの役割を担っています（図表 74）。 

 

図表 74：乳幼児聴覚支援センターと市町保健センターの役割 

 

 

4. 今後に向けての課題 

現状、支援の素地は整ってきているものの、中長期にわたる支援は未だ十分とはいえず、乳幼

児聴覚支援センターの更なる機能強化を図っています。特に、難聴と診断されたこどもについ

て、保護者の考えや希望を十分に尊重しながら療育・支援につなげていく場合に、途切れること

なく安心して支援を受けられる体制づくりが課題となっているため、教育委員会を含めた関係機

関との連携を深めていく必要性を認識しています。 
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事例 17．新生児聴覚検査の結果確認と 

療育・支援につなげるまでのフォロー体制 

（神戸市） 
 

神戸市では、新生児聴覚検査の結果の確認を、新生児訪問を中心とした複数の機会で行うとと

もに、医療機関と行政との情報共有の仕組みを活用しながら、要精密検査児や確定診断未受診児に

対する個別フォローを実施しています。 

また、聴覚障害児支援の中核機能を担う医療機関に専門コーディネーターを配置し、確定診断

後の療育・支援・補装具・手帳・就学等について、家庭が切れ目なく支援につながるよう体制整備

を行っています。 

 

1. 新生児聴覚検査結果の確認の仕組み 

(1) 新生児訪問等、複数の機会による全数確認 

神戸市では、新生児聴覚検査の結果について、以下の複数の機会を通じて全数確認できるよう

にしています。 

① 新生児訪問（生後１～２か月頃）での確認 

市の保健師等による新生児訪問の際に、新生児聴覚検査を受検状況とその結果について確

認します。 

新生児訪問の時期は、概ね生後１～２か月頃ですが、育児不安が強い家庭については早め

に訪問する一方、里帰り出産などで「ゆっくり来てほしい」という希望がある場合には遅め

に訪問するなど、家庭の状況や希望に応じて柔軟に調整しています。 

訪問の際には、「要再検」「要精密検査」となった場合の受診状況や受診予定についても

確認し、未受診であれば受診勧奨を行っています。 

② １か月健診での確認 

早期に新生児聴覚検査結果の確認ができるよう、医療機関等で行われる１か月健診時にお

いても、健診票に項目を設けることにより検査の受検有無と結果を確認しています。 

特に里帰り出産や転入等により新生児訪問時に検査結果が確認できなかった場合において

も、１か月健診を通じて確認を行い、漏れを防ぐ工夫をしています。 

③ ４か月健診での確認 

４か月児健診は区役所での集団健診で全員が受診する機会となっており、新生児期から４

か月までの間に把握できなかった事例も含めて、全ての児の新生児聴覚検査結果・精密検査

受診の有無・確定診断の状況等を確認する場と位置づけています。 

ここで精密検査の未受診が判明した場合には、保健師が個別に受診勧奨を行い、その後の

支援につながるよう働きかけています。 
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(2) 医療機関との情報共有（養育支援ネット）を活用した個別フォロー 

市では、兵庫県が構築している医療機関と行政が情報を共有する仕組みである「養育支援ネッ

ト」の仕組みを活用し、新生児聴覚検査で「要精密検査」となった児への個別フォローを行って

います。 

新生児聴覚検査で「要精密検査」と判定された児について医療機関から個別に情報提供（郵

送）を受けることができるようになっており、その情報をもとに保健師が対象児の家庭へ電話連

絡・訪問等を行っています。 

（「養育支援ネット」については、「事例５．「養育支援ネット」を活用した医療と保健の連

携と新生児聴覚検査後のフォロー（兵庫県）」（P99〜参照）にて詳述しています。） 

 

(3) 要精密検査児への継続的なフォロー 

要精密検査となった児については、区ごとにエクセルでフォロー者リストを作成し一覧管理を

行っています。リストには、確定診断の有無や診断時期を記載しており、生後６か月までに診断

を受けるようフォローしています。また、診断結果、治療・療育・支援等の状況について、継続

的に保護者と連絡をとり、必要なフォローを行っています。 

これらの情報は本庁でも確認できるようにしており、区と本庁が状況を共有しながら、支援が

途切れないようフォロー体制を整えています。 

 

2. 確定診断から療育等の支援につなげる体制 

(1) 確定診断医療機関からのスムーズな支援導入 

神戸市では、難聴の確定診断が可能な医療機関が市内に３か所あり、これらの医療機関での確

定診断後、必要な療育や補聴器等の支援につながる流れを基本としています。 

通常、確定診断を行った医療機関から、相談機関である総合聴覚センターや療育・支援機関な

どに紹介され、早期からの支援開始につながっています。 

 

(2) 区保健師による相談・療育・支援等の紹介 

区保健センター（保健所）には保健師が配置されており、保護者から難聴や聴覚障害について

相談があった場合には、状況に応じて療育・支援機関、補装具担当部署、障害者手帳の相談窓口

などを紹介しています。 

 

４か月健診の際には、以下の事項を確認し、必要に応じて保健師が改めて支援機関につなぐ役

割を担っています。 

• 確定診断を受けているか 

• 医師の指示に従い、必要な療育や支援につながっているか 

 

支援につながっていないケースとしては、主に以下の場合が想定されるため、健診や相談の機

会をとらえて再度説明・調整を行っています。 

• 医師から受診や補装具装用等の指示がでているが保護者が対応できていない場合 

• 転入・転出等により、診療や療育・支援が途切れてしまった場合 
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3. 聴覚障害児支援の中核機能の整備 

(1) 総合聴覚センターを中核とした支援体制 

神戸市では、聴覚障害児支援の中核機能を神戸市立医療センター中央市民病院内の「総合聴覚

センター」に委託しています。 

総合聴覚センターでは、言語聴覚士の資格を持つ専門のコーディネーターを配置し、聴覚障害

に関連する関係機関の連携強化、家族や保育所・幼稚園等からの相談対応、支援者向けの研修な

どを行っています。 

 

(2) 総合聴覚センターを中核とした支援体制 

総合聴覚センターのコーディネーターは、以下のような相談に対応しています。 

• 新生児聴覚スクリーニング検査後の精密検査に関する相談 

• 言語発達・コミュニケーションに関する相談 

• 補聴器・人工内耳の使用や調整など補装具に関する相談 

• 学校・保育所（園）・幼稚園での合理的配慮 

• 支援機関・制度の案内 

 

これにより、保護者がどこに相談すればよいか迷うことなく、一つの窓口を通じて必要な医

療・福祉・教育の支援につながることができる体制を整えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子保健課長通知5 

 

 

 

 

  

 
5 令和６年 12 日 27 日付こ成母第 791 号「新生児聴覚検査の実施について」 

 

 

神戸市においては、新生児聴覚検査結果の丁寧な把握とフォロー体制が構築されており、

難聴児を早期に発見し、その後の療育・支援に繋げるために先進的に取り組まれています。 

その上で、参考までに令和 6 年度に改正された母子保健課長通知1上の位置づけを補足い

たします。 

⚫ 新生児聴覚検査においてリファー（要再検）となった児を対象に、保険診療として先

天性サイトメガロウイルス感染症検査を実施すること。 

⚫ 令和６年度改正の母子保健課長通知により、市町村に対し、新生児訪問や乳幼児全戸

訪問等の機会を通じて、母子健康手帳への記載内容を確認することにより、同検査の

実施状況や結果を把握するよう求められていること。 

いずれも、既に構築されている新生児訪問や健診での結果確認の仕組みを生かしつつ、先

天性サイトメガロウイルス感染症検査に関する情報把握を一層推進していただく際の参考と

なるよう、示されているものです。 

補足 母子保健課長通知（令和 6 年度改正）との関係について 
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事例 18．保護者・医療機関等への啓発用資材の作成 

（神戸市） 
 

神戸市では、新生児聴覚検査の意義やその後の支援体制について、妊娠期から切れ目なく情報

提供が行われるよう、保護者向け・医療機関等関係者向けの資材を計画的に整備しています。 

また、要精査となった段階から相談・支援につながりやすくするための冊子等を作成し、市内

の関係機関や対象となる保護者に配布しています。 

 

1. 具体的な取組内容 

(1) 妊婦への情報提供 

神戸市では、妊娠期から新生児聴覚検査に関する情報を提供することで、保護者が検査の目的

や流れを理解し、安心して検査を受けられるようにしています。 

① 妊娠届出時等での周知 

各区役所等での妊娠届出時に、妊産婦健診券と合わせて新生児聴覚検査受診券や関連資料

を配布しています。これにより、出産前から検査の存在を知ってもらい、検査結果が「要精

密検査」となった場合にも慌てずに受け止められるよう配慮しています。 

② 母子健康手帳の副読本での情報提供 

母子健康手帳に添付して配布している副読本「すくすくハンドブック」に、新生児聴覚検

査や先天性難聴に関する基礎的な情報、相談窓口等を掲載しています。母子保健全般の情報

の中に聴覚検査の情報を組み込むことで、自然な形で保護者の目に触れる工夫をしていま

す。 

神戸市「すくすくハンドブック」（一部抜粋） 
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③ 妊娠期から育児期までの支援情報冊子での周知 

妊娠期から育児期にかけて利用できる支援制度や相談窓口等をコンパクトにまとめた冊子

「こうべ子育て帳」においても、新生児聴覚検査の概要や、市内の相談・支援体制に関する

情報を掲載しています。保護者が子育て全体の情報を確認する際に、聴覚検査に関する情報

にも容易にアクセスできるようになっています。 

 

神戸市「こうべ子育て帳」（一部抜粋） 
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④ 公式 SNS を活用した情報発信 

神戸市公式 Instagram「こどもっと KOBE くらぶ」等の SNS を通じて、新生児聴覚検

査の意義や、市内の相談窓口、支援内容などを分かりやすく紹介しています。若い世代の保

護者が日常的に利用する媒体を活用することで、必要な情報をタイムリーに届けることを目

指しています。 

 

神戸市「こどもっと KOBE くらぶ」（掲載例） 
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(2) 支援に係る冊子を作成 

神戸市では、総合聴覚センターと連携して以下の資材を作成しています。 

 

① 「赤ちゃんの聞こえを心配されるご家族へ」 

新生児聴覚スクリーニングで「要精査（リファー）」と判定された場合などに、保護者が

相談・支援につながりやすくすることを目的とした、家族向けのリーフレットです。 

神戸市では、このリーフレットを各区役所および市内の医療機関に配布し、新生児聴覚ス

クリーニングで「リファー」となった場合などに、保護者へ交付しています。 

 

神戸市「赤ちゃんの聞こえを心配されるご家族へ」（一部抜粋） 
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② 「赤ちゃんの聞こえで要精査と言われたら ― 新生児聴覚スクリーニング後の精密検査と

医療・教育 ―」 

新生児聴覚検査において要精密検査となった児の保護者に向けて、精密検査の流れや、そ

の後の医療・教育・支援体制について整理した冊子です。 

精密検査を受けられる際の不安を少しでも和らげられるよう、作成しています。 

 

神戸市「赤ちゃんの聞こえで要精査と言われたら  

― 新生児聴覚スクリーニング後の精密検査と医療・教育 ―」（一部抜粋） 
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③ 「難聴児支援のハンドブック」 

難聴が確認されたこどもへの医療・教育・福祉的支援について、より専門的かつ体系的に

整理したハンドブックです。 

このハンドブックは、難聴児の支援に携わる支援機関が業務の中で直面するさまざまな疑

問に対応できるよう作成したものであり、支援に携わる専門職を対象とした内容となってい

ます。 

 

神戸市「難聴児支援のハンドブック」（一部抜粋） 
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2. 取組の工夫 

家族向け・医療機関等関係者向けそれぞれに冊子等を複数作成したことにより、目的や対象に応

じた多様な資材が活用できるようになりました。以下の通り、情報提供の内容とタイミングに配慮

しながら資材を活用し説明を行っています。 

• 妊娠期や出産直後には、検査の目的や流れ、相談窓口など、最低限知っておいてほしい内容

を簡潔に伝える 

• 「要精査」となった段階では、保護者の不安に寄り添いながら、今後の見通しや支援体制を

段階的に説明する 

• 専門的な内容を含む冊子は、保護者の状況や希望に応じて適切なタイミングで紹介する 
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1．新生児聴覚検査にかかる近年の動向 

1.1.全国的な新生児聴覚検査の実施状況 

こども家庭庁にて実施される「新生児聴覚検査の実施状況等について」の調査結果を踏まえ

た、近年の全国的な新生児聴覚検査の状況は以下の通りです。 

 

⚫ 受検率の推移 

令和元年度以降、新生児聴覚検査の出生児数に対する受検者数の割合は、令和元年度

の約 91％から令和６年度には約 96％へと上昇し、全国的に高い水準で実施されるよ

うになっています。 

 

⚫ 受検状況および未受検理由の把握 

新生児聴覚検査の受検の有無や、初回検査を受けられなかった理由を把握している市

町村の割合は年々増加しており、令和６年度には多くの市町村で未受検理由の把握が

行われています。これにより、保護者の同意状況や検査機器の有無、転入・転出など

の要因が明らかになりつつあります。 

 

⚫ 公費負担の実施状況 

新生児聴覚検査への公費負担を実施している市町村の割合は、令和元年度の約 52％か

ら、令和２年度以降も継続して増加し、令和６年度には 95％程度に達しています。こ

うした公費負担の拡大により、保護者の経済的負担の軽減と受検機会の確保が進んで

います。 

 

⚫ 検査後の療育・支援体制の整備 

検査により把握された要支援児に対して、療育・支援が遅滞なく実施されるよう指導

援助を行っている市町村の割合も、令和元年度の約 80％から、令和２年度以降も一貫

して上昇し、令和６年度には 95％に達しています。これにより、新生児聴覚検査から

療育・支援につなぐ支援体制が、各市町村において整備・強化されてきている状況が

うかがえます。 

 

＜「新生児聴覚検査の実施状況等について」の調査結果について＞ 

各年度における調査結果は、以下に掲載されています。 

（https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/chokakukensa） 

  

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/chokakukensa
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1.2.通知「新生児聴覚検査の実施について」の改正内容 

母子保健課長通知「新生児聴覚検査の実施について」における、近年の主な改正内容は以下の

とおりとなっています。 

これらの見直しにより、新生児聴覚検査から精密検査、早期療育・支援につなぐ一連の流れを

より明確化し、先天性サイトメガロウイルス感染症も含めた早期発見・早期支援の充実を図るこ

ととしています。 

 

• 新生児聴覚検査の実施時期の明確化 

初回検査および確認検査については、「おおむね生後３日以内」「おおむね生後１週間

以内」に実施することを基本としつつ、その旨を別添のフローチャート（【別添２】新

生児聴覚検査の流れ）において明示しています。 

 

• 精密検査実施時期の見直し 

確認検査の結果、精密検査が必要となった児については、精密検査機関において、遅

くとも生後３か月頃までに精密検査を実施することとしていた取扱いを見直し、遅延

なく精密検査につなげる観点から、別添のフローチャート上で精密検査への流れを明

確化しています。 

 

• 先天性サイトメガロウイルス感染症検査の位置付けの明確化・強化 

確認検査において要再検（リファー）となった場合には、生後３週間以内に先天性サ

イトメガロウイルス感染症の尿核酸検査を実施することが強く推奨される旨を新たに

明記しています。また、当該検査の結果が陽性の場合には生後２か月以内、陰性の場

合には生後３か月以内を目途に精密検査を実施することが望ましいとしています。 

 

 

＜母子保健課長通知（直近の改正内容）＞ 

令和６年 12 日 27 日付こ成母第 791 号「新生児聴覚検査の実施について」 

（https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4

a9b67b-acbd-4e2a-a27a-

7e8f2d6106dd/fe400ffc/20250107_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_110.p

df） 

  

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/fe400ffc/20250107_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_110.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/fe400ffc/20250107_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_110.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/fe400ffc/20250107_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_110.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/fe400ffc/20250107_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_110.pdf
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クリーニング体制の構成及び感染新生児の発症リスク同定に関する研究」 

https://www.med.kobe-u.ac.jp/cmv/index.html 
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